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午前 ９時００分 開会  

（出席委員 １０名） 

─────────────────── 

○事務局長（中田繁利君） おはようございます。 

 決算特別委員会に先立ちまして、議長と町長から

ごあいさつをいただきます。 

 初めに、議長からごあいさつをいただきます。 

○議長（西村昭教君） おはようございます。 

 いよいよきょうから１９年度の決算特別委員会と

いうことでございます。大変御苦労さまでございま

す。これは、皆様御存じのとおり、１４名の議員の

中で２名欠員という中で、私と議選の監査委員が抜

けるということでございますので、１０名で１９年

度の決算を精査していただくということになりま

す。非常に仕事量としては少ない人数で行うという

ことでございますので、大変だろうと思いますけれ

ども、ひとつよろしくお願い申し上げたいと思いま

す。 

 また、あわせまして、それぞれ監査委員の監査報

告並びに主要施策の成果報告書もそれぞれ皆さん

方、目を通して臨まれるだろうと思いますので、行

政の最少の経費で最大の効果を上げるということを

いつも言われるわけでありますけれども、なかなか

現実とは難しい部分もあろうかと思いますけれど

も、大所高所からひとつ、視点に立って、決算の審

査をしていだだきますようお願い申し上げたいと思

います。 

 今回は委員長も審査に入るといいながらも、実質

的には９名の皆さん方で決算審査をしていただくわ

けでございますので、どうぞひとつ、ふだんの能力

をまだ何割も発揮していただければ、なお、より内

容の深い審査ができるのかなと思っておりますの

で、どうぞよろしくお願いを申し上げたいと思いま

す。 

 きょうから３日間でございますけれども、よろし

くお願い申し上げます。一言、議長といたしまし

て、ごあいさつにかえさせていただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

○事務局長（中田繁利君） 続きまして、町長から

ごあいさつをいただきます。 

○町長（尾岸孝雄君） おはようございます。 

 委員の皆様方におかれましては、何かと御多用な

中、こうして決算特別委員会に御参集を賜りました

こと、心から厚くお礼を申し上げたいと存じます。 

 ９月定例議会に御提案させていただきました平成

１９年度の一般会計並びに特別会計、そして企業会

計の決算につきまして、監査委員の意見書を添えま

して提案させていただいたところでありますが、た

だいま議長からもお話ございましたように、この決

算特別委員会におきまして審査を賜ることに相なっ

ているところでございます。どうかひとつ、委員の

皆さん方におかれましては、慎重な御審査を賜りま

して認定をしていただきますことを心からお願いを

申し上げる次第であります。議員の皆さん方に御議

決賜りました予算の枠中で、厳しい財政運営ではあ

りましたけれども、その予算の枠の中で意義ある事

業展開をし、執行をさせていただいてきたところで

ございますので、よろしく皆様方の審査を賜りまし

て認定いただきますことをお願い申し上げ、簡単で

はありますけれども、ごあいさつにかえさせていた

だきます。 

 よろしくお願いいたします。 

○事務局長（中田繁利君） 正副議長の選出でござ

いますが、平成２０年第３回定例会で議長及び議選

の監査委員を除く１２名をもって決算特別委員会を

構成しておりますので、正副委員長の選出につきま

しては議長よりお諮りをお願いいたします。 

○議長（西村昭教君） 正副委員長の選出につい

て、お諮りいたします。 

 議会運営に関する先例により、委員長に副議長、

副委員長に総務産建常任委員長ということで、御異

議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、決算特別委員会の委員長に長谷川徳行

君、副委員長に渡部洋己君と決しました。 

○事務局長（中田繁利君） それでは、長谷川委員

長は委員長席のほうへ御着席願います。 

 それでは、長谷川委員長からごあいさつをいただ

きます。 

○委員長（長谷川徳行君） 皆様おはようございま

す。 

 さきの第３回定例会で付託されました１９年度決

算特別委員会の委員長に就任いたしました。よろし

くお願いいたします。 

 決算委員会は、１会計年度における歳入歳出予算

の執行結果を審査する重要な委員会だと思います。 

 町は税等の住民の負担により、住民福祉の増進の

ため行政活動を実施し、予算を執行しています。 

 本委員会は、住民の立場に立ち、住民の負担が正

しく適正に住民のために執行されたか、それによっ

て、また、どのような行政効果が発揮できたのか、 

また今後、行政運営においてどのような工夫改善が

されるべきかということを踏まえまして、その成果
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を来年度の予算編成、また行政執行にどのように反

映するかというための重要な委員会であると思いま

す。 

 委員各位、また執行部の皆様の御協力を得まし

て、円滑な委員会運営に努めたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 ただいまの出席委員は１０名であり、定足数に達

しておりますので、これより決算特別委員会を開会

いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本委員会の議事日程等について、事務局長から説

明をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（中田繁利君） 御説明申し上げます。 

 本委員会の案件は、平成２０年第３回定例会にお

いて付託されました議案第３号平成１９年度上富良

野町各会計歳入歳出決算認定の件及び議案第４号平

成１９年度上富良野町企業会計決算認定の件の２件

であります。 

 本委員会の議事日程につきましては、お手元に配

付いたしました議事日程のとおり、会期は本日より

１０月１５日までの６日間とし、本日は、これより

会場を第２会議室に移して、議席番号順に２分科会

を構成し、各分科会において分科長を選出して書類

審査を正午まで行い、昼食休憩後、担当外の書類審

査を午後３時３０分まで行い、その後、全体審査を

午後５時３０分まで行いたいと存じます。 

 ２日目の１４日は、議事堂において、各会計歳入

歳出決算及び企業会計決算の質疑を行います。 

 なお、一般会計の歳出につきましては、款ごとに

質疑を行います。 

 ３日目の１５日は、分科会ごとに審査意見書案の

作成、全体での審議をして成案を決定、理事者に意

見書を提出、理事者の所信表明、討論、表決という

順序で進めてまいりたいと存じます。 

 なお、分科会の構成と担当につきましては、議事

日程表のとおり、１３番長谷川委員が委員長として

決しましたので、１３番長谷川委員長を除き、第１

分科会は議席番号２番から６番までの５名の委員、

第２分科会は議席番号９番から１２番までの４名の

委員となります。 

 なお、本委員会の説明員は、町長を初め議案審議

に関係する課長、主幹並びに担当職員となっており

ます。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） お諮りいたします。 

 本委員会の議事日程については、ただいまの説明

のとおりにいたしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、本委員会の議事日程は、ただいまの説明

のとおりと決しました。 

 お諮りいたします。 

 本委員会は公開とし、傍聴人の取り扱いは委員長

の許可といたしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、本委員会は公開とし、傍聴人の取り扱い

は委員長の許可とすることに決しました。 

 これより、本委員会に付託されました議案第３号

平成１９年度上富良野町各会計歳入歳出決算認定の

件及び議案第４号平成１９年度上富良野町企業会計

決算認定の件を議題といたします。 

 本件は、さきに説明が終了しておりますので、直

ちに分科会を開催し、各分科長を選出の上、地方自

治法第９８条第１項の規定による書類審査を行いま

す。 

 なお、本委員会の書類審査は、各会計歳入歳出決

算及び企業会計決算の審査といたします。 

 念のために申し上げます。 

 書類審査により知り得た事項の中には、秘密に属

する事項があると存じます。これについては、外部

に漏らすことのないように御注意願いたいと存じま

す。 

 また、要求資料は本委員会の審査のための資料で

あり、要求した委員個人のみでなく全委員に配付す

ることになりますので、審査に当たって所定の書類

以外に必要な資料等がございましたら、各分科会で

協議し、別紙決算特別委員会審査資料要求書に必要

事項を記入の上、委員長に申し出てください。 

 なお、資料要求は、本日の書類審査のときのみと

し、１４日の質疑応答中は要求できません。 

 これより、会場を第２会議室に移します。 

 暫時休憩いたします。 

○事務局長（中田繁利君） それでは、第２会議室

のほうへ移動をお願いいたします。 

午前 ９時１２分 散会  
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平成２０年上富良野町決算特別委員会会議録（第２号） 
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   （議長 西村昭教君 （オブザーバー）    ） 

─────────────────────────────────────────────── 

○欠席委員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○遅参委員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 
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                        産業振興課長        総 務 課 長        服 部 久 和 君              伊 藤 芳 昭 君         
                        農業委員会事務局長       
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午前 ９時００分 開会  

（出席委員 １０名） 

─────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） おはようございます。 

 御出席、御苦労に存じます。 

 ただいまの出席委員は１０名であり、定足数に達

しておりますので、これより決算特別委員会第２日

目を開催いたします。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の議事について、事務局長から説明をいたさ

せます。 

 事務局長。 

○事務局長（中田繁利君） 本日の議事日程につき

ましては、さきにお配りいたしました日程で進めて

いただきますよう、お願い申し上げます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） これより、平成１９年

度上富良野町各会計歳入歳出決算の質疑を行いま

す。 

 初めに、各会計の一般会計より質疑を行います。 

 一般会計の歳出については、款ごとに質疑を行い

質疑を終了していきます。調書及び資料等の質疑に

つきましても、その款ごとに質疑を行ってくださ

い。また、一般会計終了後、質疑内容が重複しない

場合に限り、全般質問を行います。審議の進行上、

なるべくその款の質疑のときに終了させてくださ

い。 

 委員並びに説明員にあらかじめお願い申し上げま

す。審議中の質疑・答弁につきましては、要点を明

確にし、簡潔に御発言くださいますようお願いいた

します。 

 なお、委員におかれましては、一問一答方式によ

り一項目ごとに質疑を行いますので、質疑のある場

合は挙手の上、議席番号を告げ、委員長の許可を得

てから自席で起立して、ページ数と質疑の件名を申

し出て発言してください。 

 それから、時間の関係もございますので、さきの

委員の質問と重複することのないよう質問をしてい

ただきたいと思います。 

 また、説明員は、挙手の上、職名を告げ、委員長

の許可を得てから自席で起立し、説明をしてくださ

い。 

 それでは、質疑に入ります。 

 最初に、歳入全体。 

 １款町税の２２ページから、２１款町債の５７

ページまでの質疑を行います。 

 ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） ２９ページ、１２款、分担

金及び負担金のところですが、これが昨年と比べま

して、３,４６８万円ぐらいふえていると思うので

すけれども、これは収入の未済額のところが８７６

万円ぐらいふえているわけでして、これは特定の事

業を行なうのに要する経費で、その利益を受ける者

から利益の限度において徴収するという経費だと思

うのですけれども、このふえてる現行の予算に対し

て、１,１５６万円ふえておりますけれども、この

状態をちょっとお伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（伊藤芳昭君） ２番村上委員の御

質問にお答え申し上げます。 

 農林費分担金の関係でございますけれども、９４

２万４,０００円につきましては、債務負担行為と

いうことで繰り越しになりまして、現場等の状況が

変化しまして繰り越しに充当した部分でございまし

て、あと１８年度より上がった理由でございますけ

れども、畜産担い手総合整備事業メニューがかなり

大幅にふえておりますので、受益者負担がふえたと

いうことでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） この畜産担い手、これはわ

かるのですけれども、ほかのメニューというのはな

かったのでしょうか、これ１点だけでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（伊藤芳昭君） ございません。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） ページ、３９ページになる

と思うのですけれども、道補助金等のバス運行費等

の話ですけれども、片道定期券の条例をことし町と

して制定したのですけれども、その片道定期券等で

どのような成果があったのか、そこら辺をちょっと

お聞きしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 企画財政班主幹。 

○企画財政班主幹（石田昭彦君） 今年度の年度途

中から定期券につきまして、片道での定期について

も購入できるように制度を改めました。たまたま富

良野高校に通っている生徒さんたちの中で、片道の

みの利用というようなニーズもあったことから、そ

ういう制度を設けたわけですけれども、本年度、現

実としては、片道定期券の購入実績はございませ

ん。 

 以上です。 
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○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 町民税の２２ページ、２３

ページにかかわって、不納欠損の問題についてお伺

いいたします。 

 この不納欠損というのは、安易に不納欠損という

形ではできないという状況になっております。資料

等を見ましたら、公務員や、あるいは一般の方も含

めて、社会的な事情や、あるいは悪質なという形の

中で納入をされていないというような状況もうかが

われておりますが、この不納欠損においては、き

ちっと手順を踏まえて処理されているのかどうなの

か、お伺いいたします。 

 二つ目にお伺いしたいのは、公務員というのはど

ういう人が対象になっているのか、この点もあわせ

てお伺いしておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） ５番米沢委員の御

質問にお答えをいたします。 

 まず、１点目、町民税の不納欠損の関係でござい

ますが、不納欠損をする要件といたしまして、大き

く二つございます。 

 まずは、５年間の徴収をしなかったことによりま

す時効の欠損でございます。 

 二つ目は、地方税法の１５条に該当いたします滞

納処分の執行停止をしたものについての不納欠損と

いう大きく二つの方法になります。 

 御質問の町民税の不納欠損の事例でございます

が、この８７万円の大きな要因といたしましては、

平成１８年度に大きな事業所が倒産をいたしまし

て、それら関連の固定資産がございましたので、そ

れをすべて差し押さえをいたしました。 

 しかし、その後、競売によります配当がなかった

ことから、これらの徴収見込みがないということ

で、おおむね４７万円ほど不納欠損にせざるを得な

い状況にあったということであります。 

 あと、多くは居所不明ということで、いわゆる先

ほどの２番目の方法にあります、地方税法の１５条

の７の執行停止の要件に該当した居所不明者が１８

万円程度ございました。 

 御質問にありますように、不納欠損につきまして

は、法に照らして厳密な方法によって執行している

ということを、まず御理解をいただきたいと思いま

す。 

 あと、先ほどの２点目の御質問にありました業種

の関係でありますが、先日、資料提供をさせていた

だきました特に公務員の関係でありますが、この公

務員の方につきましては、国保税が対象の方でござ

います。 

 いわゆる国保税につきましては、世帯主課税に

なってございまして、たまたま公務員の家庭のお子

さんなり奥さんが国保に加盟をしていると、いわゆ

る擬制世帯と言われているものでありますが、課税

は本人の税金でなくても世帯主に課税をされている

ことから、なかなか理解をいただけないと、こう

いった事情がある方の公務員の方であります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 法人等においては、結局、

国税や道税が優先されるという形の中、あるいは、

もう既にその建物、敷地等が担保になっていて、も

う完全に押さえられているという状況があるのだろ

うと思いますが、その状況はどうなのかという点で

す。 

 今、この収入という点では、非常に不納欠損とい

う点では、確かに今、回答の中で事情はよくわかり

ましたが、しかし、我々のお金が、交付税等もなか

なか入ってこないという状況の中で、サービスの制

限条例をつくる、あるいは、負担を引き上げるとい

う形の中で住民に求められてきた。 

 こういう中で不納欠損処理が行われるということ

で、そういった徴収のあり方というのは、どう見直

しても、そういったものは事前徴収できなかったの

か、その過程の中で。そこら辺はどうなのでしょう

か。法人税のほうについてもお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） ５番米沢委員の御

質問でありますが、法人町民税に限りということで

ございましたが……、（発言する者あり）一般を含

めてですか、失礼いたしました。 

 まず、法人町民税につきましては、今回不納欠損

はございませんが、滞納が生じてございます。いわ

ゆる法人町民税の滞納にありましては、この１８万

円については２件でございますが、いわゆる業績不

振によりまして、なかかな納期に納まってこなかっ

たという事情がございます。もちろん、納付勧告を

いろいろな形でさせていただいているところでもあ

りますし、相談をしながら分納をしながら、追いつ

くような指導をしているところであります。 

 ２点目の不納欠損を安易にすることで、他の納税

者に不公平を招くのではないかという趣旨の御質問

かと思いますが、先ほど言いましたように、財産の

ある者につきましては差し押さえを原則としてさせ

ていただいているところであります。 

 先ほどの事例であります事業倒産によります財産

がありましたので、差し押さえを行ったところであ

りますが、実は、法的には国税と道税が優先するこ
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とではありません。場合によっては町税が優先す

る、いわゆる先手必勝でありまして、差し押さえを

早くした者が勝ちという状況であります。しかし、

その前にいわゆる民間がかけている抵当、これがあ

るかないかによりまして、町の差し押さえが２番に

なることがございます。この場合で言いますと、既

に抵当権が設定をされていて、競売された配当につ

いては、第一抵当者が優先権を持ってございます。 

 この事例でいいますと、差し押さえをして、若干

の配当がございました。若干の配当があったにもか

かわらず、これらの処分をせざるを得ない状況に

あったということで御理解をいただきたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 状況はわかりました。 

 それで、今の所得、いわゆるサービスの制限条例

の中で、やはり社会的要因があるということもわか

りました。それで、機械的にサービスの制限条例に

いくのではなくて、悪質なものについてはそれは当

然だと思いますが、社会的な要因も含めて、そうい

う人たちがいれば手順を踏んで確認したいと思うの

ですが、きちっとやっていただきたいのと、やはり

ある程度そういう人がいれば、社会的な要因、あれ

がどうしても生活困窮だということであれば、不納

欠損やらそういうのはやむを得ない部分もあるかも

しれせんが、やはり相手の納税を促すそういう自治

体の役割というのがとても大切だと思います。制限

の条例があるからという形で機械的にそれを当ては

めるのではなくて、その点、確認しておきたいと思

います。 

 それで、もう一点お伺いしたいのは、今回のサー

ビス制限の事務事業の中で、納税の促進に効果が認

められたというふうになっております。 

 確かに一定の効果はあるのだろうと思いますが、

私はこの条例制定のときは反対しました。なぜかっ

たら、やはりそこには相手の一方的な同意もない中

で、パブリックコメントもしたというけれども、こ

ういう条例制定するというのはおかしいと、自治体

の本来のあり方ではないということを言いました。 

 この評価はＡ、あるいは、ほとんどがＡなのです

が、私はそういう意味では、住民との合意がなされ

てなかった中でのこういう進め方は問題があると思

いますが、この点どうなのか。 

 それと、今回問題になった日の出公園の、この一

方で、そういう農地に関する問題が放棄されて、一

方でこういう締めつけを行うという、問題があるの

ではないかなというふうに思うのです。この点は、

町長、どういうふうにお思いですか。町長みずから

が農地の問題の転用の仕方、あるいは問題があった

ということも知りながら、それを放置してきた問題

というのがあります。 

 一方で、この納税義務者を締めつけるような感じ

の制限条例をつくるという、ここに今、自治基本条

例をつくっていって、住民とのお互いの合意の中で

協力、協働、参画という言葉、きちっと述べられて

おりますが、そういう意味では、こういう本来の自

治のあり方として反するのではないですか、これ

は、もう一度確認しておきたいと思います、日の出

公園の問題とあわせて。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） ５番米沢委員の関係につ

きまして、私のほうからお答えさせていただきたい

と思いますが、事務事業の評価については、今、試

行的に基準を設けて実施しているわけでありまし

て、私どもも、今、委員がおっしゃられるような意

見も十分踏まえながら精度を上げていかなければな

らないと、そういう気持で取り組んでいるわけであ

ります。 

 今、お話がありましたように、行政サービスの制

限条例の関係につきましても、住民等の合意がない

ではないかというようなお話かと思いますが、合意

も確かに必要であります。私どもも、できるだけそ

の制度が客観的に見て必要かどうかについての問い

かけを広く町民の方にお尋ねをする。その手法でパ

ブリックコメントの方法を講じさせていただきまし

た。 

 私どもとしましては、そういう合意も何らかの形

でとることも極めて重要だと思いますが、一番大事

なのはやはり住民、いわゆる納税者との行政との間

での信頼関係、信頼を構築するということが極めて

重要だと思いますので、そういう観点からしても税

を納めていただく、これは納められない背景がいろ

いろと、おのおのの方々によって違うわけでありま

すので、その取り扱い適用については十二分に慎重

に実態も把握しながら法と照らしてやっているわけ

であります。その点はひとつ御理解をいただきとい

うふうに思っているところであります。 

 それと、日の出の関連におきまして、一方で厳し

い措置をとりながら、一方で非常にそうでないよう

なことは一貫性のないことではないかというような

意見かと思いますが、私どもも、この駐車場に関連

しまして、助成策を講じたりしてございますが、そ

れらにつきましても、ルールに照らしてやっている

わけであります。今回については、特に農地法に基

づきます手続が、以後、継続なり適切に行われてな

かったということが判明しましたことについては、

深くおわびを申し上げているところでありますが、

そういう素地の上で行われた事業等については、私
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どもは初期の目的を果たされ、大きな公益上の効果

を発揮したと認識しているところであります。 

 そういうこと、それから町民が非常に不信、疑問

等をどうお持ちなのかは、私どももいろいろな方か

らお聞きしながら判断をさせていただいているわけ

でありますが、いずれにしましても、私どもはでき

る得る限り中立公平に取り扱うことが私どもの責務

でございますので、そういう観点で今後も取り組ん

でいかなければならないと思います。 

 いずれにしましても、個々のケースをここで申し

上げるべきかと思いますが、なかなか背景だとかい

ろいろなことがありますので、ＡとＢがどうしてこ

うなんだと言われると、なかなか私どもも答えにく

い面もありますが、いずれにしましても、今申し上

げますように、適用につきましては、できる限り公

平公正を旨として取り組んでございますので、御理

解をいただきたいと考えているところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 副町長、いくら言葉で公平

公正と言ったって、もう既に公平も公正も崩れてい

るのですよ、これ。日の出公園の問題というのは。 

 そこで、何回答弁しても、委員長、これ不公平な

答弁なのです、これ。副町長が言っているのは、問

題の本質を隠そうとしているのですよ、副町長言っ

ているのは。 

 今、僕が聞いているのは、不公平でないかという

ことを言っているわけですから、それに対して、

きっちり答えてくれていないのです、中立公平だと

か公正だとかとね。 

 一方で、駐車場の問題、農地法に違反してそれを

そのままにしておきながら、手続なんかもそのまま

にしておきながら、制限条例を一方できちっと締め

つけるような、そういう締めつけるかどうかわかり

ませんが、そういった感じで、一方でこういうぎゅ

うぎゅうと相手からしたら締めつけられるように思

うのです、これは。言っておきながら、そして一方

で手数料を引き上げるということを、今までやって

きているわけです。 

 中には適正なものもあったでしょう。だけれど

も、そうでないものがあったわけですから、そうい

う意味では、副町長、もう一回、答弁になってない

わけですから、きちっと答弁してください、それ。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） 米沢委員の御質問にお答

えしますが、委員の御質問も私どもも十分に受けと

められない部分もありますので、非常にどの点を具

体的に指しているのかについてはわかりにくい点が

ありますので、お答え申し上げているのが質問に答

えていない部分もありますので、それはまた御指摘

をいただきたいと思います。 

 私どもは、今までも申し上げているように、ルー

ルに基づいて手続をとってございますので、今、補

助金を指しているのかどうかについてはわかりませ

んが、仮に補助金を指しているのだとすれば、今ま

でも申し上げているように、１３年から町の政策と

して助成策を講じたわけであります。そこに農地法

の関連がございましたので、その点は今までも申し

上げているように、法に基づく手続がとられてない

ということについては、非常に遺憾でございますの

で、心からおわびを申し上げているわけでありま

す。 

 また、今、委員のほうからおっしゃられる手数料

というのは、何を言っているのかわかりませんが、

賃料だとすれば、私どもが今までこの間、賃料の経

過についてはどういう経過だったか、その契約当事

者でございませんので、そういう当事者としての発

言は私どもはできないわけでありますが、いずれに

しましても、過去を振り返りますと何回か賃料の改

正がなされ現在に至っているという認識を持ってい

るところであります。 

 それ以上のことを私がこの立場で、その当事者に

かわって申し上げることはできませんので、御理解

をいただきたいなと思うところでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 手数料ということでは、保

育料だとか、ごみの手数料だとかいろいろあるで

しょう。そういうことをどんどんどんどん住民に負

担を求めていて、農地法のちゃんとした対処もして

こなかったと。一方で、こうやって行政サービスの

制限条例をつくると。そして、こういった問題で住

民が合意のない中でつくったというところに問題が

あるのではないかということを言っているのです。

そこを副町長はわからないだとかなんとかと言って

いるけれども、私はそういうところに行政の今最大

の問題があるのだと思うのです。 

 あいまいにしながら、法に直接かかわりはないか

もしれませんが、委員長、農振をどうするのかとい

う根本的な問題がかかわってきているという問題も

あるのです、日の出の問題は。それ以外にも問題が

あるのです。そういうものも含めてきっちりと審議

がされていないのに、どんどんこういった制限条例

やなんかをつくって、ごみの手数料や保育料の引き

上げや、いろいろな引き上げが行われてきました。

そういうものが本当に公平なのかと言っているので

す。一方で、そういったところを日の出公園の駐車

場の所定の手続が、農業振興のもとに行われないと

いう状況の中で、そこら辺が問題だと言っているの

です、僕自身は。どうなのですか、町長。 
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○委員長（長谷川徳行君） 町長。 

○町長（尾岸孝雄君） ５番米沢委員の御質問にお

答えさせていただきますが、先ほど来、副町長から

答えさせていただいております。 

 基本的に御理解いただきたいのは、Ａという事犯

が問題があったから、Ｂ、Ｃ、Ｄもみんな問題があ

るということで、全部一緒くたにして御判断をいた

だくのではなくて、行政というのはいろいろな形の

中で対応させていただいております。サービス制限

条例も、やはりその基本の中で不納欠損を生じな

い、そして、まじめに納税をしている人たちと、納

税能力がありながら納税をしない人たちと、そうい

うふうな不公平感を少しでもなくす。そのために、

こういうような対応を図りながら納税促進を図らさ

せていただいていると、こういうことであります

し、また、加えまして、手数料、使用料等につきま

しては、基本的に私、就任させていただいて以来、

受益者負担の原則ということを基本としながら、財

政運営をさせていただきつつ、対応を図らせていた

だいておりまして、利用する者はそれ相応の御負担

をいただくというとを基本として政策展開をさせて

いただきました。 

 また、日の出駐車場の問題につきましては、基本

的に、先ほど来、副町長からお答えさせていただき

ますように、まことに申しわけない限りでございま

す。しかしながら、私は、この補助金が決して無駄

であったという認識は持っておりません。都市公園

としての中におきます日の出駐車場というものが町

民の皆さん方、利用する多くの方々にそれなりの効

果があったものと理解をしておりますが、残念なが

ら、結果としてこのような形になったということ

は、まことに町民にも申しわけないなと思うところ

でございます。 

 ただ、そういうことがあるからサービス制限は不

用であると、手数料、使用料は値上げして間違い

だったということと同一視につきましては、ひとつ

御理解をいただきたいなとお願いしたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） この点は最後にしますけれ

ども、住民から見れば、副町長が言うように、何が

不平等なのかといったら同じなのですよ。、サービ

スの制限上の保育料の引き上げやらですね。そう

いった問題が日の出公園の駐車場の問題、これは住

民からしたら一緒なのです。別にそれぞれ条例のと

きには別々区分けというのはあるでしょうけれど

も、確かに一定の貢献はしたけれども、その手続上

の問題だとか、やっぱり問題があるわけですから、

こういう問題を容認しておきながら、一方で、こう

いう負担料や保育料の引き上げだとか、いろいろな

ものを引き上げるというところに、住民は不満を

やっぱり感じているということを、おわかりになり

ませんか。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） 委員の御質問にお答えし

ます。 

 今申し上げられるように、住民も当然感情を持っ

てそれぞれ生活してございますので、負担と、それ

から義務との関係からすると、いろいろと感情的に

いろいろな思いを持たれることもあるでしょうし、

そういう意味では、今、町長が申し上げているよう

に、おしなべてみたときに非常に不可解だというよ

うな感情をお持ちの方が多くいらっしゃるのかなと

いう認識でいるところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） ２９ページ、１２款の保育

所の入所負担金の関係でお尋ねをいたしたいと思い

ます。 

 保育所入所負担金の関係で、不納欠損が２７万

３,０００円ということでございますけれども、一

応、主要事業の関係で、成果報告書の６５ページの

中に未収金の中央保育所が４６万１,５８０円とい

うことで、全体の４９万円の９４.２％をも占めて

おります。 

 したがって、毎年あることはあるのですけれど

も、以前は西が結構多かったと僕は記憶しているの

ですけれども、今回、中央が非常に多いということ

で、これらの要因は何かということで、まずお尋ね

をいたしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ９番中村委員の保

育料の滞納の御質問でございますけれども、中央保

育所の傾向が今回多かったという状況にありますけ

れども、この滞納の状況ということになりますと、

やはりその年度によって入所される家庭の状況であ

るとかといったことから、以前西が多かった傾向に

あった時代もありましたけれども、一概に申すこと

はできないのかなと思っております。そのときの状

況によってやはり階層も違ってきておりますし、そ

の滞納に至る経過といいますか、状況も異なってき

ていると受けとめております。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） ある面で、私は階層によっ

ては影響あると思うのですよ。こんなに突出してる

ということは、ちょっと多過ぎるのではないかとい
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うことで。というのは、わかばはずっとゼロなので

すよね。非常に滞納額はないというふうに思ってお

ります。 

 したがって、私は、この中央保育所の負担金の徴

収努力といいますか、そういうことが足りないので

はないかというような感じがいたしますけれども、

未収金の徴収体制はどのように進められておられま

すか、ちょっと確認をいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 中村委員の保育料

の徴収の体制でありますけれども、保育料の徴収に

当たりましては、入所されている御家庭の御承知の

ように所得の状況によって負担の額が決まるわけで

すけれども、その事務というのは、保健福祉課の子

育て支援班で行っております。各保育所でばらばら

に行うということではございません。一括して入所

の決定事務から保育料の決定までを行っているわけ

でございます。 

 そういった中で、保育料の滞納に当たっての対策

というのも子育て支援班において、滞納の生じない

ような形の全力を注いでいるところでございまし

て、１８年度から１９年度にかけましても、滞納の

総枠的には減額している状況にあるということで、

子育て支援班の担当の努力というのも成果があらわ

れてきていると我々は受けとめております。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 子育て支援班の皆さん方が

やっているということは、私もある面では事実は確

認しております。言うなれば、お父さん、お母さん

がお迎えに来るときに、皆さん方のスタッフが玄関

の前で待っていてお願いをしているケースというこ

とも聞いておりますけれども、ただ、やはり中央保

育所のこの関係は、特に中央保育所の職員は子育て

を、言うなれば、入所している子供たちの保育に専

念をされるわけでございますけれども、やはりある

面で連携をとりながら、入所する子供たちに影響の

ないような形の連携をとることが、場合によっては

僕は必要でないかというような気がするのですね。

言うなれば、僕は、予算や調定額が２,８００万円

ということで金額的には多いですけれども、その点

の配慮を今後もやっていって、徴収効果を上げる努

力をしていただきたいと思います。 

 それで一たん区切りまして、次。 

 未収金の徴収でございます。言うなれば、前年度

の繰越金で収入が８２万１,８９４円とあります。

学校給食もそうなのですけれども、どっちかと言う

と、保育所を卒園されるというか、終わった後、学

校なら学校の義務教育が、小学校は小学校、中学校

は中学校が終われば、そのときにある滞納はなかな

か納めにくい、収納しにくいという状況があります

けれども、今回、繰越分の１７１万４,０００円の

中から、八十万一千何がしが徴収されましたけれど

も、これは退所された後の人のなのですか、現在も

入所している方なのか。その点の比率はどうなの

か、ちょっとお尋ねいたしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） １８年度の滞納繰

越額を１９年度中に収納するというその内容につき

ましては、状況としては、引き続き入所されている

方が多いという状況でありまして、過年度分の収納

を、まず滞納を解消するという努力をしておりま

す。そういった状況で、引き続き入所されている状

況の方が多いという状況になります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 私は、８２万１,０００円

の収納の中で、今、入所されている人が納めている

のが何ぼで、退所した人たちが何ぼの比率がどうな

のかということで、その資料はお持ちでないです

か。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） その詳細資料は手

元にございませんので、後ほど調べたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 私は、先ほど学校給食等の

お話しもしましたけれども、そういうデータが出れ

ばいいのだという傾向がやっぱりあるのです。です

から、その点の分析をきちっとして、それに対する

対処をしていかないと、これがずるずるいけば、不

納欠損額の状況に出てくるおそれがあります。その

うち転居するというようなケースが出てこないとも

限りませんので、そういう点でびしっと分析をして

対処していただきたいということを要望します。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 中村委員の御意見

のように、今後とも保育料の滞納の解消につきまし

ては、十分全力を尽くしてまいりたいと思います。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 ３番岩田委員。 

○３番（岩田浩志君） ２２ページ、２３ページの

税の収納の部分についてなのですけれども、コンビ

ニ収納を開始したこともあって、かなりの成果が上

がっているのかなというふうに数字では見受けられ

るのですけれども、そこで、差し押さえの部分で、

― 11 ―



 

１８年度８６件で１９年度１４４件となっています

けれども、その差し押さえの主な内容、それから査

定の方法、それから、その後の取り扱い等々につい

て、ちょっとお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） ３番岩田委員の御

質問でございます。 

 １９年度の差し押さえ総数は１４４件でございま

して、換価収納額が５４２万５,０００円になって

ございます。その内訳といたしましては、不動産が

３件、給料５件、銀行預金１０７件、所得税還付金

が２９件の内訳でございます。 

 この１４４件の差し押さえを実施するの当たりま

して、滞納者の財産調査を実施をしてございます。

参考までに預金調査でいきますと、１,６５６件を

調査してございます。給料調査２１件、生命保険の

調査６５０件、あと、障害者の実態調査といたしま

して７３件を財産調査を実施してございますが、こ

のうち差し押さえできたものについて１４４件と、

このような内訳になってございます。 

 基本的には、調定法に定められているとおり、納

期を１カ月過ぎたものについて滞納処分をするよう

な規定になってございますので、基本的には滞納が

生じた段階でこれらの財産を調査をいたしまして、

あと呼び出し催告、あるいは、差し押さえ予告書、

これらを適宜いたしまして、これらに反応のない方

を中心に差し押さえを実施しているところでありま

す。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番岩田委員。 

○３番（岩田浩志君） 給与及び預金等々の差し押

さえはわかるのですけれども、不動産及び物品等々

の処分について、差し押さえたよと。そのことに

よって、その後の取り扱い、それは競売にかけるだ

とか、そういった期間とか、そういったものを

ちょっと教えていただきたい。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） 不動産につきまし

ては、現実に町が競売をしている実態は今のところ

ございません。 

 と言いますのは、先ほど、前委員にお答えいたし

ましたとおり、第１抵当権者がほとんどの場合おら

れるわけでして、そこに差し押さえを町がいたしま

すと、もちろん町が公売をすることは可能ですが、

第１抵当権者がいる場合には、町が公売をしても第

１抵当権者が優先してその配当を受けることになり

ますので、これら町が実施をその財産の価値にもよ

りますが、町が公売をしても町に配当が見込めない

ような場合には、これら町が公売をするようなこと

は今までのケースとしてはございません。 

 ただ、第１抵当権者が公売を実施した場合には、

その残り分の配当を差し押さえをしておくと町に配

当があるというようなことになります。また、公売

ではなくて任意の売買になった場合には、町の差し

押さえが入っている場合は任意の売買をした場合に

は登記ができませんで、これら解除の申し出があり

ます。その場合に、町の滞納分を収納する可能性が

出てまいります。この３件につきましては、任意の

売買もございましたし公売もございました。実際に

は、この３件につきましては差し押さえを解除して

いるところであります。 

 あと、実は、町ではまだ動産について差し押さえ

を今のところしてございません。いわゆる動産とい

うのは、テレビを差し押さえたり車を差し押さえた

り。これらについては、今後の課題かなと考えてい

るところであります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） ３１ページの公民館使用料

のところですが、ここは、前年度は７９万円ぐら

い、ことしは１４４万８,９６７円ということで、

昨年の約２倍になっているわけなのですけれども、

これは飲食を伴う場合、ここの場所しかないわけ

で、そういったことで利用の回数がふえてるのかと

思うのですけれども、昨年、使用料の見直しをいた

しましたが、ここのところ、利益を伴う場合は３倍

と、こういうふうなことになっておりまして、こう

いったところが見直しなんかも必要ではないかと思

うのですけれども、どのようにお考えになるか、

ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（前田満君） ２番村上委員の御質

問にお答えしたいと思います。 

 公民館の使用料につきましては、先ほど、委員御

指摘のとおり、条例改正をさせていただきながら、

使用料のそういう飲食を伴う場合、あるいは営業行

為が伴う場合等々については、それぞれ率を上げな

がら運営をさせていただいております。その結果も

含めて、今回、利用者がふえたということで、使用

料が上がっていることと思います。 

 ただ、今、もちろん飲食を伴う施設の利用につき

まして、本当に私どもの公民館がほとんどでござい

ます。あと公共施設としてはそこしかございません

けれども、基本的には町の条例等々を踏まえながら

今進めているということで、御理解をいただければ

と思っております。 

 以上でございます。 
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○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） 今、御答弁いただきました

けれども、飲食伴う場合はここしかありませんの

で、それで、今、受益者負担の適正化についてどう

なのかというふうな話もいろいろ出ておりましたけ

れども、この３倍というのは、利益を伴う場合、

ビールパーティーとかそういうのをやるわけですけ

れども、これは活動資金ですとか、どこかの団体に

寄附をするとかで、利益が伴うという条文がありま

すので、そこのところで３倍と、こうなっているわ

けですけれども、適正かどうか、この負担の割合で

すね。そういったところの見直しが必要でないかと

思うのですけれども、どのようにお考えになります

か。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（前田満君） 今、料金体系の見直

しについての御質問かと思いますけれども、昨年度

も料金体系の見直しについては、町全体の公共施設

の目的外利用という形の中で、利用料の見直しをさ

せていただきました。その結果の中で営利を伴う、

要するに、会費を徴収してきちっと飲食を伴った場

合については、特定の倍率を掛けながら料金をいた

だくという体制を組み直したばかりでございます。

そういう形の中では、現在のところ、この形で進め

ていきたいという考え方でおります。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） 適正かどうかという、受益

者負担のことはわかるのですけれども、この３倍に

しましたところを、見直しも必要でないかなという

とらえ方のあれだと思うのですけれども、結構、利

益を伴うということの部分が３倍のところになって

いるわけですけれども、そういったところが適正か

どうかというところを検討していただきたいなと。

やっぱり住民サービスを考えた場合、それから、飲

食を伴う場合もここしかありませんので、ほかの場

所が適当なところありませんし、検討課題にしてい

ただきたいと思うのですけれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（前田満君） 公民館の使用料につ

いては、また再度、本当に町の公共施設の使用料全

体を見直ししながら、また、こういう営利を伴う場

合、あるいは飲食を伴う場合についての考え方を決

めておりますけれども、また、そういう機会も含め

て、今後また検討していきたいと思いますが、よろ

しくお願いします。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） ５５ページの上から７行

目、上富良野演習場の地図を売った収入ということ

で、８２５円の話なのですけれども、この文面を見

てはっきり言って私は仰天したのです。地図という

のは、コピーもいけないし、どういうふうに処分す

るかというと、焼却するとか、あるいは破棄するわ

けです。 

 それでお伺いしたいのですけれども、どういう業

者に売り払って、回収の予定はあるのかどうか、そ

こをまずお聞きしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（北向一博君） ６番今村委員の御

質問にお答えいたします。 

 ここに出ております演習場の図面、これは国土地

理院のほうで許可を得て作製している一般的な情報

が掲載された図面となっております。この売り払い

先につきましては、演習場内で多くの業者が工事を

行っております。これは町の発注のものをも含め、

それから、演習場に出入りするいろいろな補修業

者、これは恐らく駐屯地側で発注されている部分も

あるかと思いますけれども、これらの位置関係を確

認したりなんかするのに、非常に簡便に使える図面

となっております。それで、一般的に公表されてい

る図面でありますので、回収というような段取りは

しておりません。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） わかりました。 

 国土地理院の発行している地図だと思うのです。

私が言ったのは自衛隊で発行している地図というこ

とで、これを見た人は、地図は売れるのだなと思わ

れて不届きのやつがいまして、着ているものから

テッパチから、そういったものも売れると勘違いさ

れたら困るので、この文面はやはりちょっと変えた

ほうがいいのではないかと。演習場の地図売れるの

だなととれますので、何かそこら辺をひとつお願い

したいと。合規適正にやっているということです

ね。わかりました。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（北向一博君） 御質問にお答えい

たします。 

 この表示につきましては、図面の名称、上富良野

演習場という図面表題になっておりまして、それを

売り払ったという表示になっております。何分不適

切な面がもしあるということが判断されましたら、

今年度以降、表示に配慮していきたいと思っており

ます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） ２９ページの入所者の負担
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金にかかわってお伺いいたします。保育料の問題に

ついてお伺いいたします。 

 町の徴収業務もこの資料をいただきまして、未収

金やら、未収金克服だとか、やられているというの

がよくわかります。 

 そこでお伺いしたいのは、１９年度の資料でも示

されておりますが、保育料が高いという声がよく聞

かれます。中央保育所、西保育園、わかばを見まし

ても、所得階層４階層以上が大体７割、あるいは５

割という形で圧倒的、階層別に言えば、所得階層の

多い方が入所しているということがうかがえます。 

 仮に、そういう状況の人たちが働いて保育料を納

めるということになれば、未満児の場合はやっぱり

６万円とか７万円という形になります。２子を預け

ると大体２分の１か、そういう形で減額されるとい

う形にはなっておりますが、２人目からですね。し

かし、やはり現状を見ますと、かなり高いという声

が聞かれます。そういう意味で、あわせてこういっ

た現状をどのように認識されているのか、町として

も多少なりとも減額措置はとられている部分もある

かと思いますが、それでもやはりそういう状況があ

りますので、この部分のやっぱり今後、保育料の設

定についても、引き下げなどの見直しというのも必

要になっているのではないかなと思いますが、お伺

いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 米沢委員の保育料

につきましての御質問でございますけれども、上富

良野町では国の保育料徴収基準の９５％ということ

で現在徴収をいたしているところでございまして、

その負担度合いというのは、どうかということであ

りますけれども、本町におきましては、やはり３歳

未満児とかになりますと、その階層によっては大き

な額になることはありますけれども、それは国のあ

くまでも基準に応じた中で、上富良野町は５％の減

額を講じているという前年の５％減でありますけれ

ども、その額におきましては、やはりこういった上

富良野の水準ということが定着してきていると感じ

ております。 

 未納というのも、当然、その年その年で発生をし

てきておりますけれども、年々大きな額が繰り越さ

れるというふうなことが、滞納の努力というのもあ

りますけれども、そういった意味で、父母の方々に

は御理解をいただいているものと考えております。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 担当の課長はそう言うけれ

ども、御理解いただいているって、言わないだけな

のですよ、高いということを。その受けとめ方がど

うかなというふうに思うのです。そちらの立場から

言えば、そういう答弁の仕方になると思うのです

が、私たちはその点では容認できないので、やっぱ

りこういたところにきちっとした軽減措置、あるい

は、今、定住化対策という形の中で町も総合振興の

総合計画に基づいてやっているわけですから、やっ

ぱりそういう部分での軽減策も含めて対処する必要

があるのではないかなというふうにこの１９年度の

階層別の、あるいは入所状況、あるいは一般の住民

の預けている方の声を聞いた場合、そういう方向に

なるのではないかなと思いますが、この点、お伺い

いたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 米沢議員の御意見

でございますけれども、やはり安心して、その御家

庭のお子様をお預かりするという国の方策に従いま

して上富良野町として、前年の５％減という額であ

ります。先ほど申し上げました御家庭のお子様を安

心・安全な形でお預かりするという、その負担の度

合いというのは、やはり国が定めたそういった基準

というふうにあるということでございまして、上富

良野町でも、そういった形でやっていることにつき

まして、その軽減の範囲は５％ということでありま

す。 

 この形でという負担の形を、先ほど申し上げまし

たような御理解をいただいていると感じているとこ

ろでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） ４３ページ、財産収入、１

６款、一番下のその他の町有建物貸付料７４万２,

６８０円の件について、お尋ねをいたしたいと思い

ます。 

 資料をいただきまして、資料のナンバー４３、私

は、この１４番までと一生懸命数えてあれしたら、

９番が抜けているのは何か意図的なものがあるのか

どうか、まず最初にその点をお伺いします。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） ９番中村委員の御質問

にお答えいたします。 

 順番が９番が抜けているのは、申しわけありませ

ん、単純に飛んでいるだけです。申しわけございま

せん。資料のほうを順次繰り上げて、お直しくださ

い。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 私は、すぐどこかが９番が

入る予定で抜けているのかなと、たまたま、清富が
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４戸、江幌が１戸、それから旭町が８戸ということ

で、一生懸命数えたら１３しかないので、この番号

からいえば１４だからということでございましたの

ですが、はい、わかりました。 

 それで、私は、これを一般質問で取り上げて、

せっかく遊休建物ということで、ずっと長い間入っ

ていない教員住宅を何とか普通財産に切りかえてと

いうことで、やっていただいて、現在１３戸が入り

まして、７４万２,６８０円という収入があったと

いうことで、たまたま事務事業の評価の中でも、一

応、担当の部署と、それから総合的な評価の中で、

一応Ａランクということで評価をしておられます。 

 それで、今後、今、非常に老朽化してるのは事実

なのですけれども、できれば、収入の範囲の中で修

理をしていくという考え方が、見直しの具体的な方

策の中で書かれておりますけれども、そういう点

で、今、具体的にあそこに入っている人たちの要望

を聞いてどうという１９年度の実態はあったので

しょうか、お伺いします。 

○委員長（長谷川徳行君） 企画財政班主幹。 

○企画財政班主幹（石田昭彦君） 中村委員の御質

問にお答えします。 

 一応、旧職員住宅の有効活用につきましては、町

の考え方として、一つが地域のコミュニティ住宅、

それと移住対応の住宅、それとあと一般的な住宅

に、今ちょっと入るところに困っているよという人

の対応の三つの考え方で区分をして、今、活用して

います。 

 基本的に事務事業評価の中でも、当然、地域コ

ミュニティ住宅等については、今後も基本的な考え

方を継続していかなければならないということで理

解しておりますので、そういう住宅については、少

なくても躯体であったり屋根であったり、大家さん

として対応しなければならない部分については、一

定程度の修繕が必要なものは、できれば収入の範囲

内の中で直しをしていきたいというようなことがあ

りまして、１９年度のこれまでの状況の中では、江

幌の住宅の屋根等がかなり傷んできているというよ

うなことも実態の中で検証してございますので、そ

う遠くない範囲に江幌の屋根等については塗り直し

等が必要かなというふうに、今、考えているところ

であります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 移住者用ということでお話

しがされて、当初もそういうことで１戸あけてとい

うような話があった。今、移住者は何戸入所されて

いるのでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 企画財政班主幹。 

○企画財政班主幹（石田昭彦君） 移住準備住宅に

つきましては、１９年度につきましては１棟２戸を

準備しましたけれども、そこは今現在埋まっており

ます。そして、たまたま２０年度に入ってから、も

う１棟２戸が教育財産のほうから普通財産に移管さ

れておりますので、そこについては移住準備住宅と

いう対応をさせていただきまして、今、現在、その

２戸についても契約が済んだところであります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 清富のナンバー４の関係

は、やはり今あいているということで、やはり１万

３,０００円中、家賃がネックなのでしょうか。そ

の点お伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 企画財政班主幹。 

○企画財政班主幹（石田昭彦君） 清富のナンバー

４につきましては、地域コミュニティ住宅ですけれ

ども、家賃が他の住宅よりちょっと高くてというこ

とではなくて、たまたま３人のお子様をお持ちの方

がここに入られて、それぞれ、小学校、中学校、高

校というお子様がいて、通勤や何かで最初のうちは

何とか頑張れるだろうということで、御家族もそう

いう自然の中で生活したいという希望でここの住宅

を希望があったわけですけれども、通学等でかなり

下の子を送っていって、また次の子とか、なかなか

大変だということで、その方については、今、市街

地の中に民間の住宅をお借りしまして、せっかく町

のほうで対応いただいたのにということで、泣く泣

く市街地の住宅のほうに移っていただいたという実

態にございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 基本的には入居は１年とい

うことで、その状況を判断しながら方針というよう

なことで進めておられるのかなという気がしますけ

れども、その点いかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 企画財政班主幹。 

○企画財政班主幹（石田昭彦君） 委員のおっしゃ

るとおりであります。一応、入居の契約は１年に

なっておりますので、１年ずつまだ例えば、地域コ

ミュニティ住宅や一般の住宅につきましては、そう

いう形で毎年度、さらに入居の希望があるのかいと

いうようなことで確認をして、再度、その希望を調

書をいただいておりますし、移住準備住宅につきま

しては、基本的には１年で出てくださいというのが

大原則になっておりますので、その間に恒久的な移

住先を見つけてくださいということになっておりま

すけれども、こちらについてもまだ見つからないと

いう状況であれば、最大３年間の範囲で２回までの

更新を認めるような形で、毎年度希望を確認してい
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るところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） この旧教員住宅の入居され

ている方の周辺は、ある程度、環境整備がされてい

るのですけれども、問題は教員住宅のほうなので

す。これはやっぱり環境整備を、家賃が安いから町

がやってくれてということでなくて、やっぱりみず

からの入ったところはみずから環境整備をするとい

うことで、できればその点も教員住宅の関係につい

ては指導をお願いしたいと思うのですが、いかがで

しょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（前田満君） ９番中村委員の御質

問にお答えさせていただきます。 

 教員住宅の環境整備の件についてでございますけ

れども、まず当然、空き家になっている住宅につい

ては、私ども教育委員会のほうが直接草刈りだと

か、そういう周辺環境整備をしてございます。 

 なお、入居しているそれぞれの住宅の周辺環境整

備につきましては、それぞれ、みずからやっていた

だくということで、それぞれ学校長を通じ、あるい

は教頭先生を通じて、各先生方には周知をしている

ところでございますけれども、なお一層、御指摘の

ように十分でない部分等につきましては、また現地

確認しながら指導をしていきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番渡部委員。 

○１１番（渡部洋己君） ４５ページの寄附金のこ

とで、ちょっとお願いというのですか、一般寄附金

で９７５万円になっているのですけれども、これは

調べるとほとんどが白銀荘の寄附金なのです。９５

０万円が白銀荘なのですけれども。最後のページに

基金の積み立てで載っているのでわかったのですけ

れども、これは別にやはり白銀荘のやつは項目別に

変えていただきたいなと思うのですが。 

○委員長（長谷川徳行君） 企画財政班主幹。 

○企画財政班主幹（石田昭彦君） 寄附者の意向に

沿った形で計上をさせていただいておりますので、

一応１９年度につきましては、振興公社からいただ

いた寄附、町の一般寄附ということで計上をさせて

いただいているところであります。（「わかりづら

いので、はっきり書いてほしいな。一般寄附では

ちょっとわかりづらいので。」と発言する者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 企画財政班主幹。 

○企画財政班主幹（石田昭彦君） 備考欄等にそう

いう内訳なり何らかの表示ができるのか、検討させ

ていただきたいなというふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） ４１ページの地域総合補助

の高齢者の冬の生活支援という形で実施されまし

た。 

 ここでお伺いしたいのは、生活保護にかかわっ

て、１９年度においては該当がなかなか難しいとい

うことでありましたが、その根拠についてお伺いい

たします。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 米沢委員の冬の生

活支援事業にかかわりますその内容といたしまし

て、１９年度におきましては生活保護家庭は対象外

としたということであります。 

 その考え方といたしまして、やはり生活保護世帯

というのは、年間を通じて生活が補助されている

と。冬期においてもそういった加算がありまして、

その暖房料相当額、それは十分かどうかは別といた

しまして、議論もありますが、安定した生活が保障

されていることから、１９年度においては対象とし

なかったということでございます。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 国のほうでは、この取り扱

いについては、そう高い高額な金額ではありません

が、一定額は生活補助の方にも冬期支援、あるいは

生活支援という形の中で、見てもいいというような

判断が下されておりますが、これは御存じでしょう

か。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 一時収入として認

める範囲の上限というのが定められておりまして、

その範囲であれば、その家庭の不利にならないと押

さえております。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） その解釈からいけば、一定

部分は支援してもいいのではないかという判断にも

なるかと思いますが、その点はどういう解釈になり

ますか、お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 米沢委員の御質問

でございます。 

 今後におきましては、そういった点も十分考慮し

ながら、その２０年度の成案というものをまとめて

いくように考えております。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） ５３ページの居宅サービス

作成料のところですが、昨年は２９万５,５００円
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だったのですけれども、ことしは７４万８,０００

円ということで、これは作成料の単価がふえたので

しょうか、それとも人数増なのでしょうか、ちょっ

とお伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ２番村上委員の居

宅サービス作成料でございます。 

 前年度よりも件数が増となっている実績でござい

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） 単価のほうは変わりはない

のですか、作成料の。それが少しふえたのかなと

思っているのですけれども。 

 それと、一方では、介護予防サービス、これに力

を入れていくということでやっているのですけれど

も、この介護予防サービスのほうの作成料というの

は、昨年は１９０万円ぐらい見て決算をやりました

けれども、ことしは、それらについてはどのように

なっているところでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 第１点目の単価に

ついては、この３期計画中の単価というのは変わっ

てございませんので、同様かと押さえております。 

 もう一点、手元にちょっと資料がございませんの

で。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） それでは、後ほどお願いし

たいと思いますが、この介護予防サービスのほうは

どのようになっているのですか。これは特定検診の

個別指導のほうに回したのでしょうか。介護予防

サービスに力を入れていくということで、やってい

るはずなのですけれども、そこらはどうなったので

すか。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 介護予防というこ

とで力入れている状況にあります。これは介護保険

特別会計のほうの事業として組んで、実施をいたし

ております。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） 件数の資料をよろしくお願

いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

ね。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） それでは、ないようで

すので、これで歳入の質疑を終了いたします。 

 説明員が交代しますので、少々お待ちください。 

（説明員交代） 

○委員長（長谷川徳行君） 次に、歳出の質疑を行

います。 

 歳出につきましては、先ほど申し上げましたよう

に、款ごとに質疑を行います。 

 最初に、１款議会費の５８ページから、２款総務

費の９３ページまで一括して質疑を行います。 

 ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） ６９ページの車両管理費の

ところでございますが、今、公用車を集中管理し

て、７６台ですか、これを縮減を図っているところ

ですけれども、昨年と比べましてマイナス２００万

円ぐらいにはなっておりますけれども、これは借上

車なんかの制度の検討はされたのかどうか、ちょっ

とお伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） ２番村上委員の御質問

にお答えいたします。 

 いわゆるリースをおっしゃっているのだと思いま

すけれども、民間からのリースの借り上げについて

は、特に検討はしていないところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） 行財政改革の中には、この

借上車については検討したいと、このように課題に

しているところでございますけれども、これは今、

全然一つもそういう議論は出ないのですか、ちょっ

とお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 企画財政班主幹。 

○企画財政班主幹（石田昭彦君） 一般の公用車等

については、リースの制度もございますけれども、

経費的に余りメリットがないといいますか、かなり

割高になっている実態もありますけれども、バスで

あったり、そういうものの目的外使用で、当然バス

の持ち合わせ台数やなんかが限られておりますの

で、そういうものにつきましては借り上げをさせて

いただいて運行しているという、そういう実態にあ

るところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） ７７ページ、職員の方の福

利厚生費、この一般管理費の中で職員の健康診断で

ございますけれども、今、職員の方は健康診断を三

つの病院で、厚生病院と吉田病院と町立病院、この

３カ所で受診されておられますが、厚生病院が６割

ぐらい、それから吉田病院が１０％、それから上富

良野町立病院で２６％ということで、受診の割合に

なっておりますが、これ今、何か三つの病院しか選

べないのだということをお聞きしておりますけれど

も、職員の方の評価の判定はＢをつけておられま

す。それで、今、協会病院も地域センター病院とい

う位置づけをして、我々も医師を派遣してもらった
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りして、その地域センター病院の利用もやっている

ところでございますけれども、厚生病院ですと診査

料が２万１,７５０円、それから、吉田病院は１万

２,３００円、町立病院が１万５,４５０円、これで

１万５,０００円ぐらい共済から出るようですけれ

ども、何とかこの三つの病院を選ぶのに、町立病院

ないしは協会病院、こういったことをお考えいただ

けないのかどうか、その点ちょっとお尋ねしたいと

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） ２番村上委員の御質問

にお答えしたいと思います。 

 まず、健診というものに一番重要なのは、経年の

データの読み取りというのが重要かと思われます。

旭川厚生病院につきましては、早くから健診を電子

データとして保存しておりまして、そういう意味で

職員が多くかかっている、健診に行く回数が多いと

いう状況になっております。 

 今、協会病院をというお話ですけれども、協会病

院のほうの受診ドックをできる受け入れ態勢がどう

なのかという部分も含めまして、今後において検討

をさせていただきたいなと思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） 後発で町立病院も検査、厚

生病院が一番、町民も一番厚生病院を利用している

という状況もあるのですけれども、ぜひ検討してい

ただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 全般的な形になろうかと思

いますけれども、平成１９年度の施設燃料使用料調

書ということで資料の配付をいただきました。資料

１１ということで、需用費の中の燃料ということ

で、ちょっとお尋ねをいたしたいと思います。 

 それで、この調書を私見てみて、ひとつ納入業者

の決定はどういう形でまずされているのかというこ

とでお聞きをいたしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） ９番中村委員の御質問

にお答えしたいと思います。 

 決定につきましては、見積もり合わせで業者の決

定を行っているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） Ａ重油、それから、灯油、

ＬＰガスということで、三つであれしましたけれど

も、特にＡ重油の関係では、上富良野中学校が従

来、昨年まで中央アポロがふらの農協上富良野支所

になっている、それから、東中中学校がふらの農協

から中央アポロ、それから、２４番の学校給食セン

ターがふらの農協から守田商会になっているという

ことは、それであれば、納入業者の見積もり合わせ

で決定になったということで、まず理解をしておき

たいと思います。 

 ところが、単価の関係なのですね、守田商会の平

均単価は８２円１６銭、それから、中央アポロは８

９円２７銭、ふらの農協上富良野支所は８６円７７

銭ということで、若干入れる時期等によっても変更

があろうと思いますけれども、例えば、守田商会と

中央アポロさんは７円１１銭の差、それから、一番

安い守田さんとふらの農協は４円６１銭ということ

になるわけです。それで、このＡ重油の中央アポロ

と富良野農協が入れた量は６７万５,９１０リッ

ターなのです。これを守田商会の入れている単価８

２円１６銭で計算しますと、総体で支払ったこのＡ

重油の支払金額が８,５８３万８,５１９円ですか

ら、そうすると守田さんが入れていた８２円１６銭

で計算をしますと、２４１万７,９３５円の差があ

るのです。 

 ですから、見積もり合わせでやったとは言いなが

らこんな形で差があるということになると、一体ど

ういう形で見積もり合わせをしてやっているのかと

いう疑問があります。その点で、まずお伺いをいた

したいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 企画財政班主幹。 

○企画財政班主幹（石田昭彦君） Ａ重油につきま

しては、今、委員の御発言のありましたように３社

から納入をさせていただいておりますが、総務課長

がお答えしましたように、１９年度においては見積

もり合わせを行って、業者をそれぞれ決定させてい

ただいております。 

 結果としまして、３社とも同一の単価の見積書を

御提出をいただいているというのが実態で、業者の

単価差はございません。当然、昨年度もそうであり

ましたように、我々の納入単価というよりも燃料全

体の単価が変動しておりますので、当然入れる時期

であったり、あと、重油については大口のタンクと

小口のタンクがありますので、そこの単価の差はあ

りますけれども、業者間の単価差はありません。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 見積もり合わせをしたとき

は同じあれだということですけれども、現実の問題

として、我々が行財政改革で厳しい選択を強いられ

て、町民がいろいろな面でやっぱり負担をしている

ということになると、これらについても十分配慮し

た形の納入単価の協議をしていくべきでないかとい

う私は判断をいたしたいと思うのです。 
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 ただ、ふらの農協の総体の８,５００万円のうち

支払金額が３,３００万円ということで、３９.４４

％なのですね。ですから、ふらの農協は本年は３

９.４４％ですけれども、昨年は３５.６６％なので

す。７,１００万円ですから、昨年は総体の支払金

額は。 

 ですから、ある程度、守田商会は３２.４９％、

中央アポロは２８.１％ということで、この８,５０

０万円の振り分けはそういう形になっているけれど

も、これだけ差があるということは、例えば、タン

クの量が云々ということで、今、説明をいただいた

のですが、試算をしますとこれだけ差があるという

ことになると、やはり根本的に納入業者の選定等も

含めて、タンクの量によってどうかというようなこ

ともある面で検討をして、単価の見積もり合わせ等

もやるべきでないかと思うのですが、その点、いか

がでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 企画財政班主幹。 

○企画財政班主幹（石田昭彦君） 私の説明が悪

かったのかもしれませんが、結果として、３社から

いただいている見積額につきましては同一でありま

して、すべての３社とも同じ金額で契約をさせてい

ただいております。 

 それで、当然、単価自体が上昇をした経過があり

ましたので、例えば、１０月１日にＡの業者から入

れた施設については８０円で入りましたよと、で

も、価格変動したときに変更契約をそれぞれしてお

りますので、その変更するたびにまた見積もりをい

ただいています。その都度、結果として同一の単価

の見積もりということで、８０円で入った月、８８

円で入った月、９０円で入った月とかというような

ことで、その入れた時期に応じて単価が違っている

ので、結果として、そのずれの中で高く入ったと

き、ちょっと安く入ったときということがあるとい

うことであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） それでは、価格変動したと

きにまた改めて見積もり合わせをするということで

すか、その点確認します。 

○委員長（長谷川徳行君） 企画財政班主幹。 

○企画財政班主幹（石田昭彦君） そのとおりであ

ります。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） そうすると、私は、それぞ

れ施設のタンクの容量、それによって場合によって

は納入価格が変わってくるという今ほどの説明で理

解をしたいと思うのですけれども、今後の資料とし

て、それぞれの施設のタンクの容量を明記をして、

私も一生懸命計算してみたいと思います。そういう

ことでお願いをいたしたいと思います。 

 それでは、次に灯油の関係です、同じ燃料の関係

で。それで、資料をいただいたのですけれども、灯

油の施設名、９番クリーンセンター、これはどこの

施設なのでしょうか、資料の中には入ってません。

それと２１番の社会教育、これはゼロですからいい

ですね。９番のクリーンセンターはいかがでしょう

か、どこの業者でしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） 委員の御質問でご

ざいますが、クリーンセンターの灯油の搬入業者に

つきまして、ちょっと手持ちに資料がございません

ので、後ほど回答させていただきますことを御了承

いただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 私、これ資料、夕べ一生懸

命試算したら、各納入業者ごとに計算をしようと

思ったら、しようがなかったのですよ、これが空欄

だったもので。現実に５９万９,１２３円というこ

とでございますので、それでは、これを除いてとり

あえず質問をしたいと思います。 

 まず、同じ役場の中の役場の庁舎の関係は９３円

１３銭、それから２７番のラベンダーハイツ、これ

が８９円４０銭ということで、この同じ役場の中で

あれしてても、それであればまたタンクが違うとか

ということが出てくるかもしれないけれども、これ

は３円７３銭の差があるのです。それで、これを同

じ単価であれしますと、４万７,５１８円がラベン

ダーハイツの値段にすればそれだけ差があるなとい

うことが感じました。その点で、役場の庁舎とラベ

ンダーハイツの単価の違いというのはどういうこと

なのでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 企画財政班主幹。 

○企画財政班主幹（石田昭彦君） 灯油の単価につ

きましても重油と同じで、価格変動ごとに見積もり

合わせをさせていただいておりますので、時期に応

じて安く入ったとき高く入ったときがあって、一概

に単純に割り返して単価が違っているということで

はないということで、御理解をいただきたいと思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 本当に財政的にどうなのか

真剣に考えていただきたいと思いますけれども、役

場の庁舎は１万２,７５５リッター、それから、ラ

ベンダーハイツは１万６,２５９リッターというこ

とです。したがって、大体、容量的には似たような

施設の感じかなという気がいたします。 

 それで、入れた時期が違う、価格変動でというこ

とであれば、これはもうどうしようもありませんけ
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れども、現実にそういう点で、例えば、我々がガソ

リンを入れる場合、また安くなる時期があるから

１,０００円ぐらいで入れておこうか、もしか高く

なるようであれば満タンという、こういう操作を

我々家庭はもう皆さん方みんなしているのですよ。 

 そのことをやはり役場も、実際にそういう気持

で、今、ゲージを見てどうなんだということの動き

を察知した形の入れ方をしていかなければならない

のではないかという気がするのです。これが１点で

すけれども、その点いかがでしょうか、副町長。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） ９番中村委員の御質問

に、私のほうからお答えさせていただきます。 

 今、単価の設定については、担当のほうから説明

をしたとおりでありまして、今後の課題としまして

は、今、一般家庭におきましても定期配送とか、い

ろいろなコスト低減を図って、それを単価に反映す

るというふうな動きもありますので、私どもの各施

設におきましても、そういうことが供給する側の業

者にコスト低減で、結果として我々もメリットがあ

るのかどうか、これら十分議論しながら、できるだ

け一般の方と同じ、もしくは一般の方より大口需要

者としてのメリットを反映できるように、業者とも

十分議論してみたいと思いますので、御理解をいた

だきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） それでは、例えば、西小と

上富中の単価を私比較しました。西小学校は上富良

野燃料が入れて１０２円３５銭です。上富良野中学

校は内越電気商会９０円３３銭です。その差１２円

２銭あるのです。ですから、確かに上中と西小と入

れる容量と入れる時期が違うと思いますけれども、

この１２円２銭の差ということになると、単純に計

算すしますと、約１１万１９１円の差なのですね。

ですから、先ほど申し上げたような形で、現実にこ

の灯油のデータを見た場合にありますので、今、副

町長がおっしゃったように、または私が述べたよう

な形で何とかできるだけ安く入れる、そして、支出

を少なくするということで考えていただきたいと思

います。 

 それから、次に、ＬＰガスの関係お尋ねします。 

 入れる量かどうか私はわかりませんけれども、こ

のデータを見ますと、２番目の車両事務所、５立方

メートル入れて３,１９２円、この単価は６３８円

４０銭なのですね、単純に割ったらですよ。ですけ

れども、ほかのところは大体、三百七、八十円、安

いところは１０番の農産物加工実習、南プロパンの

入れた２７２円０８銭、これはまた入れた時期が違

うからといえば、それまでのことかもしれませんけ

れども、まず、車両事務所のこれはどういう内容な

のでしょうか、お尋ねいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） ９番中村委員の御質問

にお答えいたします。 

 ちょっと今御質問された件の資料の中身といいま

すか、私のほう手持ち資料持ち合わせておりません

ので、後ほど調べてお答えしたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） それでは、この資料の中の

５番の子どもセンターです。 

 ほかの施設の納入価格と比べると、北海道エナジ

テック上富良野営業所は４０９円３１銭なのです

ね、単価計算をしますと。そうすると、異常に高い

なということで感じます。 

 したがって、これも見積もり合わせをして同じ価

格で、入れる時期が違うということで判断してよろ

しいのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 企画財政班主幹。 

○企画財政班主幹（石田昭彦君） ＬＰガスにつき

ましては、春に見積もり合わせをさせていただい

て、通年同一の単価契約をしてございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 私、非常に疑問に感じるの

ですね。例えば、一番安いのは１０番の農産物加工

実習センター、これは南プロパンが入れて２７２円

０８銭なのです。さっき、車両事務所の６３８円４

０銭、あるいは、子どもセンターの４０９円３１銭

がある。 

 場合によっては、私、入れた時期を全部表にして

いただいてある面でやっていかないと、見積もり合

わせはした、それで同じ金額だからやった。しか

し、入れた場所によってはそれぞれ容量等も違うか

らということで、どうもどこまで真剣に財政削減の

ために支出を抑えるということがされているのかと

非常に疑問を燃料費の三つの項目を見て感じたわけ

です。 

 したがって、我々が昨日の資料の精査をする段階

でも、そのことのあれが一切出てこないのですね。

ですから、今後、我々がやる場合に、言うなれば精

算の関係も含めてやっていくかどうかということを

考えなければならないと思うのですけれども、ひと

つ代表監査委員にお伺いいたします。この燃料費の

単価の納入状況を、どういう形で監査をされている

かという点でお伺いをいたしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 暫時休憩いたします。 

 再開時間を１１時といたします。 

──────────────────                
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午前１０時４８分 休憩 

午前１１時００分 再開 

──────────────────                

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、委

員会を再開し、質疑を続けます。 

 代表監査委員。 

○代表監査委員（高口 勤君） 大変申しわけあり

ません。 

 なかなか質問されている内容につきまして、適切

にすぐ答えられないということは申しわけありませ

ん。 

 お聞きされている燃料等につきまして、例月現金

出納検査で支出伝票等を見ておりますけれども、一

応、監査でやっている内容につきましては、各燃料

の単価と、それから数量というのですか量でしょう

か、使用量ですか、それの数字と総合金額、それが

間違いがないかどうか、そういう内容のことについ

ては監査をしておりますけれども、それ以上の単価

契約ですとかそういうことについては、特に監査の

対象とはしておりません。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 監査の中には、そういうこ

とも全部入っているのですよ。確かに例月監査はそ

の当日のものだけかもしれませんけれども、現実の

問題として、やはり他の業者、同じ月でも納入業者

が１日に入れる場合、それから３０日に入れる場

合、いろいろ変わると思いますので、先ほど、主幹

のほうからのお話のように、入れる時期、入れる容

量によって変わってくるということであれば、そう

いう対比もある面で私は必要かなという気がいたし

ます。その点はいかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 代表監査委員。 

○代表監査委員（高口 勤君） 確かに、月によっ

ては単価が違っているなということは確認しており

ます。それ以上のことにつきましては、特に監査と

いうか調べるということはしておりません。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 今、申し上げた形で、私は

非常にアンバラがある、それからもう一つは、財政

削減のためにどうそれぞれのセクションで努力をす

るかということも、監査の着眼点の必携の中に明ら

かになっているのですよ。そういう努力をしている

跡が見えるかということも。私の持っている本と代

表監査委員の皆さん方が専門家の立場で、また別な

冊子だろうと思いますけれども、そういう点でやは

り監査をしていただきたいなという気がいたしま

す。 

 というのは、我々のほうではそういう、いつ入れ

て何ぼ入れて、その単価はどうだということは全然

わからないということでございますので、そういう

点でお願いをいたしたいと思います。 

 それで、例えば、Ａ重油、一番高いのが９９円４

７銭、安いのが７５円０４銭、それから、灯油で一

番高いのが１０２円３５銭、それから安いのは７３

円４４銭、それから、ＬＰガス、一番高いのは先ほ

ど車両センターが６３８円です。これは何かの間違

いだと思いますけれども、その２番目は４０９円３

１銭、一番安いのは２７２円０８銭です。 

 したがって、それぞれ入れるのは、それぞれの施

設に任せているということであれば、先ほど私が申

し上げたように、上がる、下がる、その見きわめを

ぴしっとして、下がるときには我慢をしてさがった

段階で入れる、それから上がるということになれ

ば、とりあえず満タンに入れてもらうというような

指導を、やはりこちらのほうの担当のほうから各部

署に指導をしていただきたいと思いますが、その点

いかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 企画財政班主幹。 

○企画財政班主幹（石田昭彦君） 中村委員の御質

問にお答えします。 

 今、委員おっしゃるように、それぞれ単価がここ

数年大きく変動している状況にありますので、それ

ぞれ単価の変動のあるときには、本当に１日前、２

日前ぐらいに連絡があるわけですけれども、こちら

のサイドとしては、例えば来週の月曜日から上がり

ますよということで、ゲージが少しでも下がってい

れば、きょう中に発注するようにと。そしてまた、

例えば下がるという情報であれば、ゲージが今もう

ぎりぎりだったとしても、あと１日我慢して明日以

降入れるようにという、そういう指導はグループ

メール等を通じて、それぞれ単価の変動のときに、

なお一層の節約に努めてくださいという情報とあわ

せて、そういう情報をそれぞれ各所管に周知をして

いるところであります。 

 あと、先ほどのＬＰガスの関係ですけれども、そ

れぞれＬＰガスにつきましては単価契約をしてござ

いますけれども、車両班につきましては小さな５キ

ロのボンベを購入しておりまして、単価契約とは別

になっておりますので、通常ボンベ買ってくると多

分５キロのボンベが４,０００円弱ぐらいの値段か

と思いますが、車両班のタンクはそういうことに

なっております。 

 あと、ちょっとデータの中で単価契約しておりま

すので、当然、一定程度割り返せば単価の額が出て

くるというふうに思いますけれども、多分、使用量

のところも、所管からいただいてきたデータのこち

らのほうなのか所管のほうなのか、データ上の転記
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ミス等がひょっとしたらあると思われますので、今

担当の職員のほうに確認作業をしてございますの

で、もうしばらくお時間をいただきたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 今、主幹のお話であれば、

計算の違い等があるということであれば、また、で

き上がった段階で改めて皆さん方に配付をお願いし

たいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） 先ほど説明漏れがあり

ましたので、その分を町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） ９番中村委員の資

料１１番クリーンセンターの灯油の購入先が抜けて

おりました。ただいま調べましたところ、道央エ

ア・ウォーター・エネルギー株式会社でございま

す。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 それでは、６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） ８０ページの防災対策とい

う部分で。 

 ことしの２月に十勝岳噴火の総合防災訓練が行わ

れたわけでありますけれども、このときの成果と問

題点、それを今後の訓練にどのように反映していく

かということについて、お伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） 今村委員の御質問にお答

えをさせていただきます。 

 この２月を中心にしました訓練については、非常

に回を重ねて一定の効果を発揮しているものと思い

ますが、御案内のとおり、総合防災訓練の中で町民

を対象にした避難訓練もやってございますが、これ

らの状況について、年々参加人員が少なくなってい

るという傾向にあります。 

 私どもは、認識が非常に薄くなったということよ

りは、毎年、同じ地区を対象にしてございますの

で、多くの町民の方が去年かあるいはおととしか、

もしくはことしか、いずれにしましても、そういう

実体験をやっている方が非常に多くなってきている

なという、そういう検証もしてございますが、いず

れにしましても、これから将来に向けての備えでご

ざいますので、できる限り多くの方が参画できるよ

うな、そういうことにぜひとも改善をしなければな

らないということで、そういう十分でない成果にそ

の問題意識を持っているところであります。 

 あと関係機関との関係につきましても、できる限

り実践を想定しましてやっているわけでありますの

で、一定程度成果を毎年積み重ねていると思います

が、若干その訓練のための訓練になっている嫌いも

ございますので、その辺はもう少し現実的に、でき

るだけシナリオに頼ることなく、タイムリーにそう

いう関係機関の職員の方がリアルタイムでやってい

けるような、そういうことも今後の成果として得る

ために、あるいは、図上訓練やなんかを重ねながら

そういうことをしっかりスタッフが身につけるとい

うことも、一つの問題点であるというふうに認識し

ているところであります。 

 いずれにしましても、自衛隊の駐屯地との関係、

これ大変重要でございますので、非常に自衛隊機関

は日々、毎日そういうことを重ねている機関でござ

いますので、ややもすると、私どもと少し温度差が

あるなということもありますので、我々がレベル

アップをどうできるか、地元のそういう機関を十分

生かしながら、私どもも今後においては、そういう

レベルアップをしていかなければならないという、

そういう認識をしているところでありますので、御

理解をいただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） 私もちょっと感じていると

ころは、マンネリ化しつつあるのではなかろうかと

思いますね。 

 やはりシナリオを棒読みして会議等をやっても、

余り役に立たないと思うのですよね。やっぱり状況

付与というものをして、その場その場で付与された

状況で各関係機関が状況判断をして、そして、その

ときそのときの行動方針を決めて対処していくとい

う訓練が必要ではなかろうかと思っています。ぜひ

そういうところも今後考慮してほしいなと思いま

す。 

 また、その関連で、自主防災組織の育成状況と、

今後どのようにまたしていくのかというところを

ちょっとお伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（服部久和君） ６番今村委員の質問に

お答えいたします。 

 自主防災組織の育成についてなのですけれども、

一昨年、２年ほど前から自主防災組織を活性化して

いこうと。なぜ活性化するかといいますと、減災対

策のためには、当然、自主防災組織が重要な役割を

果たすという観点で、今まで昭和６２年ごろからで

きてきました自主防災組織の規約等も含めて再編し

ていくという方向で、話を進めているところです。 

 ２５の住民会がありまして、平成２０年の３月末

で住民会が２５のうち、２４の住民会で自主防災組

織が一応はあるところでございます。 

 平成２０年の４月１日から、新たに結成されたと

ころが１カ所と、再編されたところが３カ所という

― 22 ―



 

ことで、この間、先日お渡ししております資料から

自主防災組織がふえているところでございます。 

 ２０年４月１日付で、一応、２５の住民会ですべ

てに防災組織がつくられている状況になっておりま

す。 

 ただ、自主防災組織ができたからそれで終わりと

いうことでは決してありませんので、今後において

自主防災組織における防災訓練等を実施する中で、

減災対策に向けて自主防災組織を動かしていくとい

う形を考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） わかりました。 

 今後も、自主防災組織の組織化と、あるいは活動

の活性化というものを図っていってほしいなと思い

ます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番谷委員。 

○４番（谷忠君） ７５ページ、趣旨を変えて御質

問したいのですけれども、一番下に名誉町民の年金

というのがありますけれども、名誉町民制度につい

てお伺いをさせていただきます。 

 私、全然わからないものですからお聞きしたいの

ですけれども、今、名誉町民制度というのがあるの

だと思っていますけれども、ほとんどの方が鬼籍に

入られて、現在、御生存されてお元気な方が１名と

伺ってます。その中で、この名誉町民というのは条

例で定められいるのか、あるいは、町長が提案をさ

れて議会で承認してなられるのか。あるいはまた、

そういう組織が、審議会などでやる審議会組織な

り、そういったものがあるのかどうか、ちょっと伺

います。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） 谷委員の名誉町民の関係

の御質問にお答えしますが、名誉町民の関係につい

ては関係条例がございまして、その中で年金等の定

めをしているところであります。 

 あと、名誉町民はどういう議を経て名誉町民にす

るかについては、議会の議決を得て名誉町民という

称号を付与しているということでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番谷委員。 

○４番（谷忠君） 私もこの名誉町民制度について

は賛成であります。極めて長い間、長い間か短い間

かわかりませんけれども、行政に対して多大な貢献

があった方を、推戴をして遇するということについ

ては極めて重要なことであると思ってございますけ

れども、１点だけ伺いたいのでありますけれども、

ほとんどの方が町長を経験された方だということで

あります。その条例の中身、規定、あるいはどうい

う形の中で、ちょっと私は見てないものですからわ

からないのですけれども、どういうような中身に

なっているのか、あるいは、そういった面だけの方

を推薦するのか、あるいは、ほかの町であるよう

に、極めてこの町にだれも該当する人おりませんか

ら、将来はそういう方も出てほしいなと思うのであ

りますけれども、ことしオリンピックがございまし

たけれども、そういったスポーツの面であったりだ

とか、また、プロ野球の面であったとかという、そ

ういう形の中で極めてこの町の発展のために尽くさ

れたというような方も対象になるのかならないの

か。その辺も含めて、お伺いをさせていただきま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） 谷委員の御質問にお答え

します。 

 過去の方々を顧みますと、町村長を経験された方

が多くいらっしゃるわけであります。ただ、条例等

を見ましても、町長経験者とするということになっ

てございませんので、そういう意味では、今、委員

がおっしゃられるように、この地域のまちづくりに

多大な貢献をされたというような方を議会で議論し

ながら決定されるものということでございますの

で、首長経験者以外もそういう方の適任者がいると

すれば、そういう過程を経ることは当然あるべきも

のと思っています。 

 今、委員がおっしゃられたように、例えの話でご

ざいますけれども、分野でございますけれども、ス

ポーツに貢献された方について名誉町民にするかに

ついては、なお議会の審議で一応そういうことも視

野に入れるべきだということなのかどうなのかにつ

いては、議会の審議にゆだねることになるのかなと

いう認識を持っているところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番谷委員。 

○４番（谷忠君） 私の記憶のあるところでは、町

長経験者以外の方では、山本逸太郎さんと、石川清

一さんというふうに記憶をしているのですけれど

も、多大なこの町に貢献があったり、発展のために

尽くされた方というふうに敬意を表しております。

そういう面では、行政の長以外の方でも対応になっ

ていると、それについては評価をさせていただきた

いというふうに思いますけれども、もう一点、この

名誉町民制度に絡めてお伺いをしたいのであります

が、年金３０万円、従前これは５０万円ぐらいで

あったと伺っていますけれども、時代を反映して

カットしたのだろうと思います。 

 この年金というのは、それは人間ですから何歳ま

で生きるかわかりませんけれども、一生涯、年金は

支給されるのだろうと思いますけれども、私は、ど
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うもこの年金制度、こんなこと言ったら大変失礼な

のでありますけれども、尾岸町長、来年の今ごろは

名誉町民にひょっとしたらなるかもしれないという

ようなことでありますから、ちょっと伺っておきま

すけれども、町長の考え方をお聞かせいただきたい

のでありますが、私は、毎年支給するのではなくて

一時金として、名誉町民になったそのときにお祝い

として、こんな金額ではありませんけれども、そう

なりますと３０万円程度の金額ではないと思います

けれども、一時金として支給をして一遍で終わらす

というような考え方が私は妥当でないかなと、この

ように思うのですけれども、町長のお考えをお聞か

せいただければ、ありがたいなと思うのでありま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 町長。 

○町長（尾岸孝雄君） 今、谷委員からお話があり

ましたように、上川管内町村でこの名誉町民制度を

対応した中で、こういう形で毎年年金制度といって

対応している町村というの非常に少ないと。今、谷

委員がおっしゃるように、称号を出すときに一時金

で終わりという町村が今非常に多くなってきている

ということでありますので、これらにつきましても

今後の課題となるのかなと認識をいたしておりま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番谷委員。 

○４番（谷忠君） 私の経験した農協の組織であり

ますけれども、実は、今、合併をさせていただいて

７年、８年たちますけれども、従前はこういう形で

なかったのですね、年金制度というものはなくて。

それで、これは人間必ずいつかは亡くなりますか

ら、そういうときに葬儀の費用を一切持つという形

に改めさせていただきましした。 

 それで、一応規定がありまして、道の役員をされ

た方については名誉組合長と、常勤でですよ。それ

から、組合長を経験された方については名誉組合員

と、こういうふうに改めました。そして、今、言わ

れたとおり、私提案させていただいたとおり、合併

をしたその年に一時金という形ですべて終わらせて

いただいていると。それから、葬儀の費用について

は頭打ち２００万円という形にさせていただいてい

ます。極めて、組合員のお金を使ってそういったこ

とを支給するということでありますから、組合員の

皆さん方の理解を得なければならない、一番理解の

得られやすい方法で改めさせていただいた経緯がご

ざいますので、ぜひ、このことについても名誉町民

の年金制度についても、前向きな形でひとつ検討を

して加えていただければなと、このように思いま

す。 

 以上であります。答弁は要りません。 

（「関連」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ５米沢委員。 

○５番（米沢義英君） この点については廃止とい

うことで、ずっと言っていましたが、実際、各自治

体の実態等はどういうふうになっているのか、あり

ましたら、今すぐでなくてもいいのですが、資料等

をいただきたいと思います。 

 こういったものについては、やはり何かと不平等

感とか、不公平感というのがあるのではないかなと

いうふうに思います。そういう意味では、こういう

制度そのものを抜本的に見直すという考え等につい

て、もう一度お伺いしておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） 米沢委員の御質問に、私

のほうからお答えさせていただきます。 

 資料につきましては、私どもでも条例があるよう

に、多くが条例なりなんなり、少なくても町民の意

思で何かそういう基準がありますので、何らかの形

で集約したものをまた機会見て資料を提供したいな

と思うところであります。 

 あと制度の見直しにつきましては、今、谷委員の

ほうからも意見をいただきましたし、過去にもいろ

いろな意見がございました。経過もございますの

で、今後、将来に向けてどういう形が一番ふさわし

いのか、町民等ともどもどういう形が合意できるの

かについては、これは議会の皆さんと十分議論し

て、その方向を定めていかなければならないと思っ

ていますので、資料の提供、そういう機会を通じて

また議論をさせていただきたいというふうに考えて

いるところでございますので、御理解いただきたい

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 町長交際費の関係でお尋ね

をいたしたいと思います。 

 町長交際費は年々削減をされてきております。そ

れで、資料をいただいた町長交際費、資料２２の関

係です。平成１９年度の支出状況ということです。 

 それで、弔電、それから部隊関係者に祝電等関係

ということで、当初９００円で１通支出していたの

が５８０円ということで、年度の途中でされており

ます。その関係で、どういう形で９００円から５８

０円にしたのかということの経過を、ちょっとお尋

ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） 済みません。ちょっと明

確に承知できていませんので、確認して後ほどお答

えしますが、いずれにしましても、今、郵便局会社
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ですか、そちらのほうでいろいろな商品が提供され

てございますので、できるだけ安価な方法で対応で

きるということで切りかわったものと思ってます

が、詳しくは後ほど御説明をさせていただきたいと

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 私もそういうことだろうな

ということでは推測しているのです。それで、弔

電、部隊関係祝電関係ということで、弔電の関係か

らいえば、５８０円のものにしたので２万２,０８

０円の削減、それから部隊関係の祝電は２万２,４

００円ということで、結局４万４,０００円ぐらい

経費の節減をしてるということで、一応評価をいた

したいと思うのです。 

 それで、次に、決済月日と受け入れ月日の相違が

あるですけれども、基本的に、受け入れ月日と決済

月日の関係、受入月日は決済月日と同じか、もしく

は決済月日が後という処理が正当でないかと思うの

ですけれども、どうでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） 今の中村委員の御質問、

それも含めて後ほど説明させていただきます。一応

原則的には、今、町長交際費をいろいろな場面を想

定されますので、公金を即出ししなければならない

こともありますので、一定額、資金前途をもって、

手元で現金管理をしてますので、そういう観点から

すると、受け入れが先というようなことにもなりま

すし、その辺も含めまして確認をして、後ほどお答

えさせていただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） それでは、確認ということ

で、ナンバー９９、それから、ナンバー１１６４

４、ナンバー１３２５１、それぞれ決済月日が受け

入れ月日より相違をしている。言うなれば、受け入

れ月日が後になっているということでございますの

で、その点ちょっと確認をしていただきたいのと、

それから、支出基準の中で各種パーティーとは個人

負担とするということに支出基準の中ではなってい

るのです。それで、ナンバー１１２、決済月日１２

月３日なのですけれども、旭川信金ＡＳＫ上富良野

会クリスマスパーティー５,０００円とあるのです

が、その支出基準からいえば、最終的に町長等の裁

量になると思いますけれども、一応、支出基準の中

で各種パーティーは個人負担とするということに

なっているのですが、その点はどうなのでしょう

か。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） 今、１１２番の関係であ

ります。これにつきましては、私ども指定金融機関

の旭信から御案内はいただいてます。毎年、上富良

野町長あてにいただいてございますので、私どもは

そういう観点で処理をさせていただいているわけで

ございますが、今申し上げられるように、パー

ティーについては、飲食を伴うものについては、会

費が定まってない場合には、その相当分を会費とし

て先方に提供するということであります。 

 あと、これら自己負担については当然いろいろな

ケースが考えられますので、私ども原則的には上富

良野町長あてに来たものについては公務扱いしてご

ざいますし、その辺はケースごとに判断をしている

ところでございます。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 交際費であわせてお伺いい

たしますが、今回の防衛庁の職員の人事異動、ある

いは、自衛隊陸上幹部の幹部異動に伴う電報が送ら

れております。これは、電報の内容を見ましたら、

金額的にもさまざまです、２,９００円であったり

だとか５８０円だったり１万７,９０８円であった

りとかという形になっておりますが、この基準とい

うのはあるのかというのと、あわせて、経費削減で

すから、こういう異動に当たっての電報は打ち切る

という方向は考えられないのか、お伺いいたしま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） ５番米沢委員の御質問に

お答えします。 

 こういう地域特性から、ふだんもいろいろな要請

行動を濃密にやっている実態にございます。そんな

観点で、歴史的にこういうお世話になった方が、お

やめになるケースもあるでしょうし、また、新任地

に赴く場合もあるでしょうし、いずれにしまして

も、こういう地域特性から考えて、地域に広域につ

ながるという判断のもとに継続をしているわけであ

ります。こういう時期でありますし、今後ともこう

いう形を継続しなければならないというふうに認識

しているところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 地域の特性というけれど

も、そんなに変わらないのだと思うのです、電報一

つ打ったからって。それでは交付金がふえているの

ですか、年間。ふえていないでしょう。調整交付金

だって、大体８,０００万円から９,０００万円のラ

インなのですから。そのことを考えたら、住民には

負担を求めて、一方でこうやって出しているわけで

すから、その流れの間で意思疎通だとか、いろいろ
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な昔からの流れがあるからということではなくて、

やっぱり経費の削減というのであったら、こういっ

た部分を全部見直しすべきだと思いますが、もう一

度、答弁をお願いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） 繰り返すことになります

けれども、私どもはこういう地域の行政運営上、こ

のような性格の費用については必要経費であるとい

う認識を持ってございます。そういう観点で、先ほ

ど申し上げましたように、いろいろ状況判断をしな

ければならないわけでありますが、基本的には当面

継続すべきものと認識しているところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） ７１ページの基地対策費で

す。 

 あらかじめ言っておきますけれども、オープンに

できなければよろしいのですけれども、まず、駐屯

地の現状維持ということで、町長は各市長とともに

よく要望運動に行っておられます。非常にありがた

いなと思っているのですけれども、その成果、運動

の成果はどういうふうにあるかというところを、ま

ずお聞きしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町長。 

○町長（尾岸孝雄君） 先ほどの電報等々も絡むわ

けでありますけれども、それらが、じゃあ成果とし

てこれだれのものが出たよと、電報やめたらこれだ

けのものがなくなったよとか、今駐屯地削減問題で

一生懸命運動を展開させていただいております。 

 ただ、感触として受けるのは、平成１６年の防衛

大綱をつくって、今期防衛力整備計画の中で上富良

野駐屯地の、これと、これと、これと、これとの部

隊はなくすぞと、廃止するぞということであります

けれども、それらがそのように次期防衛力整備計画

の中で取り込まれるということは回避できたのかな

と。 

 しかし、それがすべて回避できたということでは

なくて、どれぐらいの対応の中で次期防衛力整備計

画が来年の１２月の閣議決定されて進んでいく、そ

の数値の中で減ってきているのかなということにつ

いては、まだここまでなりましたということにはな

らないと。今、一生懸命つくっている最中ですか

ら。ただ、当初の計画よりも削減幅は大幅に縮小さ

れつつあるなという認識、感触を持っているという

ことで、ひとつ御理解いただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） わかりました。 

 オープンにできないことで、上富良野町によかれ

というようなことがありますか、言葉で発声するこ

とができなかったら、身振り手振りでもいいですけ

れども。 

○委員長（長谷川徳行君） 町長。 

○町長（尾岸孝雄君） ６番今村委員の質問にお答

えさせていただきますが、今は、現状では感触を

持っているということで御理解をいただきたいと思

います。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） わかりました。 

 同じ基地周辺対策費なのですけれども、自衛官募

集も非常によくやっておられますよね。町の広報紙

にも掲載されていると。そして、自衛隊との連携の

もとに募集に努めていると。前は自衛官を募集して

るというのが全国的だったのですけれども、近年、

各町広報団体も非常に自衛官募集に力を入れてくれ

ているのですけれども、そしてこの上富良野町とい

うのは最たるものかなという気もするのですけれど

も、その募集、実際に広報紙以外にどのようなこと

をやっているのか、ここにやっているというふうに

書いてありますので、そこをひとつ教えていただき

たいなと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） ６番今村委員の御質問に

お答えをさせていただきます。 

 広報紙の掲載については、委員も多分見られてい

るのかなと思ったりしますが、自衛官募集、いろい

ろな機関誌等に募集の記事がありますし、道の広報

にもありますし、そういうたぐいのものを私どもも

積極的に紙面を活用して町広報にも掲載をしている

ところでございます。 

 あとは、いろいろ新隊員の行事とかそういうもの

についても記事掲載して、できるだけそういういろ

いろな内容がわかる、私どもでできる範囲内で記事

を掲載している、それが現状だというふうに認識し

ているところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番谷委員。 

○４番（谷忠君） 町長の交際費の中で、もう一件

ちょっとお尋ねをしたいのでありますが、町民と町

外関係についてちょっとお聞きしたいのですけれど

も、町民の中に関係機関の長というのがあります

ね、資料ありますか、資料見てますか。資料の５の

１、この間いただいた。その中で、関係機関の長と

いうのがありますね、町民のところの。それで関係

機関の長、それから町外関係の３番目、関係機関の

長というのがある。同じように関係機関の長という

のがあるのですけれども、町内関係の関係機関の長

については摘要の欄に、住民会長、自衛隊、それか

ら、農業協同組合、商工会、社会福祉協議会、観光

協会と、こうなってます。その金額でありますけれ

ども、香典については３,０００円と、生花につい
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ては１万２,６００円と、町外関係については５,０

００円と１万２,６００円と、こうなっているので

すけれども、町外関係の関係機関の長というのは、

どの範疇を指しているのか、ちょっと聞かせてくだ

さい。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） 谷委員の御質問にお答え

します。 

 ここで、完全に限定列挙はできませんけれども、

少なくても行政活動に関連して、北海道であるとか

国の機関、それから、あとは経済団体等も、その

ケースによってはこの項目で読むこともあるという

ことでありまして、どの範囲かについては、なかな

かここで明確には述べることできませんが、今、申

し上げましたように、行政活動、行政運営に関係の

ある機関、今申し上げた大ざっぱで大変恐縮であり

ますけれども、道の機関だとか国の機関、それか

ら、ここ近隣の経済団体が私どもの行政活動に大き

く関係すると思われる場合には、この項目を用いる

という、そういう運用をしているところでありま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番谷委員。 

○４番（谷忠君） そういう方は町内にはいないと

いう前提に立って、これはつくられているものだと

思うのですよね。これはちょっとおかしいのではな

いかとなと思うのだけれども、今どきですから、こ

の３,０００円なんていうのは、ちょっとおかしい

なと思うのだけれども、これは取り決めだからやむ

を得ないとしても、少なくとも、町内の関係機関の

長の方より、町外の方のほうが金額が多いというこ

とについては、私はどうも納得できないなと、こう

思うものですから、行政に関係のある関係機関の

長、上富良野にいらっしゃらないという前提に立っ

て、これはつくられているものだと私は思います

よ。そうではないでしょう。今はいなくても、見当

たらなくても、将来必ずこういう方も出てくるとい

うこともあり得ることだし、町内の方で今言われた

ような、副町長、説明される方がいないなどという

ことはあり得ないでしょう。町外だけを対象にし

て、こういうことをつくられるということについて

は、何ら摘要欄にないということはわからないの、

普通はね。これは不適切だと思うものですから、ぜ

ひ、これは改める方向で検討し直してほしいと、こ

う思いますけれども、いかがですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） ４番谷委員の御質問にお

答えします。 

 今、御意見がありましたように、非常に均衡を欠

いたり妥当性を欠く内容もございますので、今の御

意見を受けとめまして十分に検討して、改めるべき

ところについては改める方向で議論したいと考えて

ございますので、御理解いただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） ８５ページのコンビニ収納

のところでございますけれども、住民の利便性を図

るためにということで、１９年の４月からコンビニ

収納対応をしたところでございますけれども、この

収納率の実質額はわかるのですけれども、全体に占

めるその収納率は何パーセントに当たるのか、

ちょっとお尋ねしたいと思います。 

 それと、当然、収納には効果はあったと、このよ

うに考えておりますけれども、お金もかかっている

ことでございますので、そのパーセンテージを

ちょっと教えていただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） ２番村上委員のコ

ンビニ収納に関する御質問でございます。 

 委員がおっしゃるように、納税者の収納サービス

の向上と収納率のさらなる向上を目指して、昨年、

平成１９年４月１日からコンビニ収納を実施したと

ころであります。 

 １年間で利用された件数が４,３５３件、収納の

金額につきましては８,７５０万３,０００円の利用

をされたところであります。 

 導入に当たりまして、収納サービスの向上という

点はもちろんでありますが、納期内納税の率が上が

るだろうという想定と、結果、年間の収納率も向上

するだろうという想定で導入を図ったところであり

ます。 

 委員の御質問にありますように、効果といたしま

して、納期内納税率でありますが、軽自動車税から

始まりまして国保税の６期目まで１１回の納税機会

がございます。それぞれの税目、あるいは納期によ

りましてパーセントはばらばらでありますが、最高

で納期内納税率が前年対比、１８年対比でいいます

と２.６３％の向上が見られた税目がございます。

もちろん低いものについては０.４％程度という場

合もありますが、結果、１年間トータルで言います

と、１８年度対比でありますが、町税で０.６％の

収納率の増、国保税につきましては１.１％の増と

いうことであります。 

 １件当たりの手数料ももちろんかかってございま

すが、さらには導入にかかる諸経費もかけてござい

ますが、おおむねこれらの数字を見ますと、このコ

ンビニ収納の部分につきましては、町民からも便利

だというお答えもいただいております点を考えます

と、効果が相当あったと認識をしてございます。 

 以上です。 
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○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） 効果があったということが

よくわかりましたけれども、この１件取扱手数料が

やっぱり６５円から６０円になったと、そこらあた

りは、この件数との金額というのは交渉の範囲で手

数料は抑えられるのかそこら辺は。５円取扱料が下

がったということは、どういうことなのでしょう

か。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長答弁。 

○町民生活課長（田中利幸君） コンビニ収納につ

きましては、当初、北海道で３番目の導入を図った

ところであります。その当時、取り扱い件数も最終

的に何件になるのかわからない状態での契約であっ

たことから、１９年度につきましては、１件当たり

６５円掛ける消費税という手数料の契約をさせてい

ただきました。 

 幸いにも１年間を通して相当数の利用件数があっ

たこと、あるいは道内でも追随をして何カ町村かの

コンビニ収納が図られたこと、そういったスケール

メリットを生かしながら、収納業者との交渉の結

果、ことしの４月からは５円減額になったという点

でございます。これが道内多くの市町村が利用する

ようなケースになりましたら、さらにこれらの手数

料も下がる見込みがあるかなというふうに考えてご

ざいます。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） 何件以上ありましたら手数

料は交渉の段階で安くなるのですか。その件数です

けれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） 特に、件数、何千

件以上は幾らと決めては実はございません。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） やっぱり収納を上げていた

だきますと、当然そういった交渉もできるのではな

いかと思いますので、ひとつよろしくお願いしたい

と思います。手数料を下げるほうに。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番佐川委員。 

○１２番（佐川典子君） ７５ページの消費者問題

対策費、ここの中でお聞きしたいことがございます

ので。 

 今、国では消費者庁も開設されておりますし、御

存じのように振り込め詐欺などで過去最高の金額も

出して被害額がふえている一方です。 

 これから上富良野の住民自治の参加型を目指すと

いうことで行っていきますので、そういった点を考

えていくと、町としてやっぱり消費生活に連携して

考えていくべきではないかと思っております。それ

で、活動費がこれで十分なのかという問題、今後で

すね。それとあと、広域消費生活相談というふうに

書いてありますけれども、これがどのような形でお

金が動いているのかということ、そして、町とし

て、今後この消費者庁に対する考え方をちょっとお

聞きしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） １２番佐川委員の

消費者問題に関する御質問にお答えをいたします。 

 まず１点、広域消費生活相談の関係でございます

が、以前まで、１８年までは実は上富良野町単独で

消費生活相談を実施をしてございましたが、昨年度

から５市町村の広域で設置をしようということで、

富良野市に平日５日間、１０時から午後４時まで専

門員を配置して、それぞれの５市町村で負担をしな

がら消費者問題の相談を受けております。その負担

金として、この広域消費生活相談負担と出ているわ

けでございます。 

 二つ目の、町消費者協会にかかわる関係と、国で

今設置をしてございます消費者庁の関係の御質問で

ございますが、委員おっしゃるように、振り込め詐

欺を中心に消費者問題にかかわる事例が相当数出て

おります。町の消費者協会におきましても、役員

会、総会等でこれらの話題が議論されるところであ

ります。 

 国の消費者庁の実は動きがまだできたばかりで、

どこまでを所管し、あるいは各市町村との連携も含

めまして、なかなかまだ見えてこない状況がござい

ます。国の消費者庁の動き、さらには、それに関連

する法律の制定ぐあい等も考えながら、地元の消費

者協会とどのように連携できるのかという点につき

ましても、今後の課題かなと認識をしてございま

す。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 主要施策の成果報告書の２

３ページ、補助団体の監査の関係でお尋ねをいたし

たいと思います。 

 一応昨年から年度ごとに補助団体等の監査を実施

をするということで進められています。 

 平成１９年度かみふらの十勝岳観光協会の運営補

助金の関係と、上富良野町アグリパートナー協議会

の関係の事務が適正に行われたかという関係でござ

いますけれども、これらの監査実施での監査結果の

内容等についてお尋ねをいたしたいと思いますが、

代表監査の方お願いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 代表監査委員。 

○代表監査委員（高口 勤君） もう一度お願いし

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 
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○９番（中村有秀君） 各会計主要施策の成果報告

書の２３ページ、ここに補助団体等の監査というこ

とで、今までやっていなかった関係で一昨年から実

施をされていますけれども、平成１９年度はかみふ

らの十勝岳観光協会運営補助金の関係と上富良野ア

グリパートナー協議会の関係で、その監査結果の内

容についてどういう状況かということで、お知らせ

いただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 代表監査委員。 

○代表監査委員（高口 勤君） ２０年の１月３０

日に監査を行いました。監査の方法としましては、

金銭出納簿等、そして、必要に応じまして関係職員

から内容等の説明を受け、聴取も行ったところであ

ります。 

 監査の結果でございますけれども、財務に関する

事務の執行はおおむね適正に処理されているという

ことで、監査の結果は報告しております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） それでは、昼食休憩い

たします。 

 再開時間を午後１時といたします。 

──────────────────                

午後 ０時０１分 休憩 

午後 １時００分 再開 

──────────────────                

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、委

員会を再開いたします。 

 なお、一般会計終了後、全般質疑を予定しており

ましたが、各款で十分質疑が行われていますので全

般質疑は行いません。審議の進行上、その款の質疑

のときに終了させてください。 

 なお、先ほど、９番中村委員の質問に対して、答

弁漏れと答弁に誤りがありましたので、訂正と答弁

をさせていただきます。 

 それと、燃料の平成１９年度施設年利用使用量調

書の差しかえがありますので、今配付いたします。 

○委員長（長谷川徳行君） それでは、説明をお願

いします。 

 企画財政班主幹。 

○企画財政班主幹（石田昭彦君） 午前中の中村委

員の質問で、旧教員住宅の有効活用の事業の関係

で、私が間違った答弁をしてございましたので、訂

正をさせていただきます。 

 清富の１軒の住宅部分でありますけれども、入居

があって、その後出られたという御説明をさせてい

ただきましたが、その動きは２０年度に入ってから

の動きでありますので、１９年度については入居が

なかったということで、訂正をさせていただきま

す。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） ９番中村委員から御質

問いただいておりました、電報、弔電についてと、

あと決済月日と受入月日がおかしいのではないかと

いう部分と、あと、ＬＰガスの関係について御説明

させていただきたいと思います。 

 まず最初に、電報についてなのですけれども、弔

電を出すときには、レタックスを使用しておりま

す。それと、年度途中から金額が下がっているわけ

なのですけれども、これは郵便局の台紙類のリ

ニューアル化というのがありまして、それをきっか

けに見直しをして、弔電として使う台紙として金額

の低いもので十分大丈夫だということで、金額の低

いものを使っております。 

 ２点目の決済月日の関係、決済月日より受け入れ

月日が早いこの３件につきましては、決済月日に

誤ってデータの入力月日を記入しております。それ

で御訂正をいただきたいと思います。 

 資料ナンバー２２です。それのナンバー９９、１

１月１８日が１１月１６日に、ナンバー１１６４

４、資料としては一番最後のページになります。こ

れが１月３０日を１月２８日に、あと、ナンバー１

３２５１、これが３月７日を２月２５日に御訂正を

いただきたいと思います。ページがついていないも

のですから、済みません。後ろのページから２枚目

のところになります。 

 あともう一つ、ＬＰガスの欄につきましては、先

ほどお配りしました資料１１の部分で３カ所の部分

に使用量の誤りがありましたので、資料の差しかえ

をお願いいたします。誤りばかりで、まことに申し

わけございません。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 使用量の誤り、どこの箇所

も誤ったかって全部、ちょっとわからなくなるの

で、どこが誤りだったかを。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） まず、役場庁舎の使用

量が誤っておりました。正しくは、今お配りしてあ

る４１２.５立米でございます。あと、子どもセン

ターの８番、これが５４.７立米が正しい答えでご

ざいます。あと、７番の南プロパンの欄があります

けれども、ここが２５８.３立米、これが正しい答

えでございます。以上、３カ所に訂正をお願いいた

します。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 補助団体等の監査というこ
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とで、１月３０日に実施をしたということで、今、

代表監査のほうから報告をいただきました。 

 それで、監査決定書という文書番号９４で報告を

されています。この関連で、かみふらの十勝岳観光

協会に対する調査の関係で、私が一番心配している

のは日の出公園の臨時駐車場の１５０万円を支出す

る関係で、どこかでチェック機関が動いていれば、

現在、今問題になっているようなことが起きなかっ

たのかなという感じは受けています。 

 ただ、１月３０日の関係では、補助金等の執行に

関する財務調査ということになっております。した

がって、先ほど報告を受けた、おおむね適正に処理

されていると認めたということでございます。 

 ただ、我々からすれば、補助金を受ける段階で一

つは、補助申請ということで、あの施設が使われ

る、それから、それに基づいた土地の賃貸契約等が

添付をされているのが普通なのかなという感じは受

けております。 

 しかし、現在の今の補助金交付要綱の中では、適

切なそれらをつけなければならないという条文がな

いということで、先般、議員協議会の中で副町長の

ほうで、これらも含めて見直しをしていくという発

言がありました。 

 ただ、１月２９日、３０日にあわせて定期監査と

いうことで、建設水道課、産業振興課、それから農

業委員会事務局という定期監査が行われておりまし

て、その中で、事務処理の良好な事項ということ

で、財務に関する事務は適正に執行されていると認

められると。それから、もう一点は、広範囲にわた

る事務文書において補助申請等の書類を初め、文書

の分類整理は整然と処理されているので、今後も継

続をされていきたいという、言うなれば推奨の言葉

が述べられております。 

 それで、現実の問題として、農業委員会の事務局

の事務処理体制、それから文書の処理の体制という

のは、非常に適切を欠いているような感じを受けま

す。それはまた後ほど所管のところで申し上げたい

と思いますし、その他の委員の皆さん方も意見等を

持っておられると思いますけれども、とりあえず

今、補助団体等の監査でそこまでは監査委員として

踏み込められないというのが現状であったかどうか

ということで、ちょっと答弁をいただきたいと思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 代表監査委員。 

○代表監査委員（高口 勤君） 先ほどお話をしま

したように、財務事務に関する監査につきまして

は、おおむね適正に執行されているというふうに認

めたわけですけれども、監査の内容につきまして少

しお話をしたいと思います。 

 監査としまして執行している内容につきまして

は、各援助団体から上がってきます運営補助金の申

請書、それがきちっとされているかどうかというこ

と、そして、それに対して町のほうから、担当課の

ほうから申請書に基づいた審査、審議というので

しょうか、審査がきちっとなされて、そして補助金

の交付が許可されているかどうか、その書類等も見

ております。 

 そして、事業計画、それからそれに伴って年度が

終わった時点で実績報告書というものを、チェック

しております。その中では、各項目につきまして計

画、そしてまた執行が適正に行われているかどう

か、それの係数チェックをしております。 

 その中には、臨時駐車場としての使用料の金額、

１５０万円というのが記載されているということは

確認しておりますけれども、その１５０万円という

使用料につきましての契約ですとか、そういう１５

０万円ということが認められている、その契約書等

までは私たちは監査はしておりません。 

 そういうことで、少しその辺の監査の仕方が甘い

と言われるかもしれませんけれども、ざっくばらん

な話をしますと、毎年そのような形で申請書が上

がってきているものですから、そのまま慣例に従っ

て、こちらとしては認めていたというか、監査を通

しておりました。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 現実の問題として、平成１

３年からそういう形でなっていたという、慣例に

従ってのことだろうと思いますけれども、一応、先

般の議員協議会でそういう話が町長のほうから若

干、これらについては見直すということですけれど

も、きょうの委員会の中で改めて副町長の考え方を

お聞きしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） ９番中村委員の御質問に

お答えします。 

 補助金に関係することについては、今までも説明

していたとおりでありまして、ただ、今、委員のほ

うからも説明ありましたように、様式の用い方等々

が、果たしてそれでよかったのかなという、私ども

も少し改めるような要素もございますので、これら

については、できるだけ補助金が一体になってい

て、それを分離分割できるものについては分離分割

して、今、想定している規則の中での様式をそれぞ

れ用いるということで、委員から以前お話がありま

したように、契約のありようがどうだったのか、そ

ういうことに至るきっかけになりますので、その点

を十分反省材料として、改めるべきは改めていきた
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いというふうに考えているところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 選挙事務の関係についてお

尋ねをいたします。資料３４の関係でございます。 

 特に私が今質問するのは、投票当日のことでなく

て期日前投票の関係でございます。 

 この資料によりますと、７月２９日参議院通常選

挙の関係で、期日前投票立会人、１６日間、３０万

７,２００円、選任人数６人、それから８月１９日

の町議会議員の選挙、期日前立会人、７万６,８０

０円、選任人数４人と。 

 それで、これらの投票立会人の教育といいます

か、それらについてどのようにされているか、まず

お聞きをしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） ９番中村委員の御質問

にお答えしたいと思います。 

 投票立会人をお願いして、当然そのときにプライ

バシーに関すること等について他に漏らさないこと

はまず最初に話をします。あと、当然、厳格な場所

でやるので、その辺の社会的な常識でマナーはきち

んと守ってほしいという話は、初日に話をしている

ところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 参議院選の６人と町会議員

選挙の４人は、同じ人が入っていますかどうか、

ちょっと確認したいのですが。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） ９番中村委員の質問に

お答えします。 

 今、ちょっと手持ちで資料を持ち合わせておりま

せんので、後ほど構成員について確認して答弁させ

ていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 恐らく、両選挙とも同じ人

がいるのかなという気はしているのですけれども、

ただ、こういう事例が出てきたのです。我々、後ろ

にいれば、だれが名前を書くかわかるのだよと、そ

ういうことを私も直接聞きました。それをよそへ

行ってまた公言しているのですね。 

 それから、もう一つ、あそこでおやつを食べたり

なんなり、私語をしてるということで、あんなこと

でいいのですかということを聞かれたのです。その

関係の事実は、本来的には職員のだれかがついてい

るはずなのです。現実にはついていても、後ろで筆

記しているやつをどうだということで、またよそへ

は言ってはならないことだけれども現実は言ってい

るのです。私が直接聞いたのですから。 

 ですから、そんなことがあっていいのかというこ

とで、それから、もうおやつを食べたりなんなりと

いうようなこともやってるということで、恐らく、

おやつ食べたりなんなりすることは、職員がいると

きはしてないだろうと思うのですけれども、そうい

う関係の事実があるので、そのことに対してどうお

考えでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道行君） 今、重要なことであり

ますので、私のほうからも発言させていただきたい

と思いますけれども、いわゆる民主主義の手法の原

点であるというふうに言われている選挙の、その投

票の場で今のようなことについては非常に問題だと

いうふうに思ってますので、その事実がどの程度

あったのかについても十分把握して、今後また行わ

れるであろう選挙に厳格な対応をするよう、私は選

挙管理委員会の立場ではございませんが、事務の現

場の管理者として行政委員会のほうに申し入れをし

て、そういうことが二度と起こらないように、厳格

に厳しく対応してまいりたいと考えてございますの

で、ひとつ御理解をいただきたいと思います。 

 なお、立会人等についても、投票所においても不

在者投票所においても、いずれもそれぞれ果たさな

ければならない任がございますので、そういう心

得、それから、ここ近年、特に法令的に問題になっ

ているような事例をしっかり情報提供して厳格に対

応する。今までもやっているつもりでありました

が、なお、必要なものについては厳格に対応してま

いりたいと。厳しく事務指導をしてまいりたいと

思ってますので、御理解をいただきたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） 先ほどお答えできな

かった部分でございますけれども、まず、参議院の

ほうでは６名の立会人がおりまして、その６名のう

ち町議会のほうでは２名が重複しております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） ６７ページの財産管理でお

伺いいたしますが、過去に、いわゆる町の財産で土

地であるところに家屋など、あるいは物置が建って

いるだとか、そういった事例があったと思います

が、今はそういうことは現存しているところあるの

かどうなのか、この点をお伺いをしたいと思いま

す。 
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○委員長（長谷川徳行君） 企画財政班主幹。 

○企画財政班主幹（石田昭彦君） 普通財産等の中

で、今の御指摘は多分、民有の例えば車庫であった

りだとか物置みたいなものが建ってるところがある

ぞという御指摘だと思います。 

 過去からそういう御指摘がありまして、それらに

つきましても議員の皆様方にも行政調査等の中でも

見ていただいたところとかもあると思っておりま

す。 

 町のほうにおきましては、その辺の状況を一応す

べて把握できているかどうかは別にして把握したつ

もりでおりまして、町有財産の有効活用の事業を本

年度からきちんとしていこうということで、売却を

含め、またそういう部分については、それらの所有

者とお話をもって、例えば、賃貸借をすべきなの

か、そういう方に分割をして買っていただくのか等

のことを適正に処理をしていこうということで、本

年度からそういう取り組みに着手をしたところであ

りまして、今現在では委員御指摘のような、見てい

ただいた状況からは大きく変わっている状況にはご

ざいません。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 何件ぐらいそういった事例

があるのかわからなければ後でもいいのですが、

ちょっとわかる範囲でよろしいでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 企画財政班主幹。 

○企画財政班主幹（石田昭彦君） 昨年度のちょう

ど１９年度の終わりぐらいに、そういった遊休町有

地の処理方針ということで、内部の基本的な考え方

を整理したところであります。 

 そういう中で、そういった隣接の地権者であった

り、そういった例えば、物置が建ってるというよう

なものについては、筆数で７筆を今確認していると

ころでありまして、ここの部分については、そうい

う隣接者やそういう方に利用をするのであれば、適

切な契約なりの手続をしなければならない案件とし

て、７筆そういう方向で処理をしていこうという考

え方で整理をしているところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） ７３ページの委託料で、第

５次総合計画の策定業務という形になっておりま

す。 

 ここでは、旭川大学等にこの業務を策定に当たっ

ては委託しているという形になっているかと思いま

すが、従来の民間等にこの種のものを委託するのと

経費的にはどのような違いがあるのか、この点。さ

らに、大学等に委託することによって従来の民間と

の作業的なやりとりだとか、実効性あるものをつ

くっていくという点では違いがあるのかどうなの

か、お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） ５番米沢委員の御質問

にお答えします。 

 民間とどのように違うのかと言いますと、１０年

前にかけた委託費と今回にかけてる委託費、相当金

額としては低くなっていると思います。そこが一番

違うのかなと。ちょっと前のときにどれぐらいのお

金をかけたかわかっていませんけれども、云千万円

という金額、２,０００万円とかそういう金額をた

しかかけたように記憶しております。 

 あと作業なのですけれども、実質的には、前のと

きは製本から企画からすべて、何人分かの人件費で

すべてをつくってもらうと。当然、職員はかかわっ

ていましたから、その辺の作業はチェックしながら

進めていたわけですけれども、今回でいえば、基本

的な人口推計だとかアンケート調査だとか、そうい

うものについては旭大さんほうでやっていただい

て、この約２００万円の金額をお支払いすると。あ

との作業は担当がやると。あとそれにプロジェクト

委員だとかが同時に作製にかかわるというような形

で、現在進めているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 策定における手順だとか、

大分変わっているかと思いますが、経費の面でも変

わっているという話であります。 

 いずれにいたしましても、まちづくりの基本にな

る点でありますので、そういった大学の力をかりて

やるというのも、今後いろいろな計画を進めていく

上では、やはり大事な柱になっていくのだろうと思

います。やはりそういうものを生かしながら、まち

づくりをするという点でも、今後改善していく余地

もあるというふうに思います。 

 そこでお伺いしたいのは、あわせてこの成果調書

の中に、移住定住対策という形でこのかかわりの中

で、１９年度においては延べ５６件の相談や移住実

績という形で、１０戸２６名の移住実績があるとい

う形になっておりますが、この点、どういう方々が

この移住定住どの地域からされているのか、お伺い

したいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 企画財政班主幹。 

○企画財政班主幹（石田昭彦君） 移住定住の関係

の相談については、さまざまな御相談があります。

その中でこの主要施策の実績報告に書かせていただ

いた２６名の実績があったわけですけれども、この

２６名につきましては、もともとの住まわれてた場

所もさまざまであります。島根、京都、旭川、苫小

牧、富良野、熊本、帯広、恵庭、千葉等、いろいろ
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なところか来られておりまして、単身で移住をされ

た方もおりますし、ある程度お年を召されてから御

夫婦で移住をされた方もおられますし、また、小さ

なお子さん等を抱えた一般の御家庭というような方

の移住もあって、そういった家族の構成等について

もさまざまな状況にございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 移住定住対策という形で、

今、地方自治体で取り組みが進められています。上

富良野町の移住定住対策を見ますと、他の自治体か

ら見ても具体性に欠ける部分があります。他の自治

体は、やはり子育ての問題、あるいは移住に当たっ

ての補助や固定資産の減免の問題、多岐にわたって

具体的な政策を提起しております。 

 そういう意味で、上富良野町が総合４次計画に基

づいて、あるいは５次計画に基づいて、今後、自衛

隊が減るという形の中で、やはり具体的な目標数値

を持った移住定住対策というのがより今求められて

いると思いますが、この点の評価はどのようにされ

ているのかお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） ５番米沢委員の御質問に

お答えしますが、私どもも具体的な施策には至って

いないのはおっしゃられるとおりでありまして、私

どもも取り組みとしてはもう少し具体的な情報を、

また、見る方が魅力あるなという情報を出していき

たいとは思っていますが、なかなか住民人口の増加

を図るために、そこだけにどれだけのある意味では

公共投資をしたらいいのかについては、まだ十分こ

の組織の中でも議論をし切れていませんので、今言

われるように５次総計にもう少し具体的な施策を含

めまして、いろいろなものを出していきたいなと

思ってます。 

 そういう観点で申し上げますと、まだ道半ばでご

ざいますが、今までの取り組みのあの形態の中で得

た成果については、非常に高いものと認識してござ

います。 

 いずれにしましても、なかなか企業誘致等が遅々

として進まない、こういう経済状況でございますの

で、今、熟年世代を含めまして、我が町の魅力を十

分体感して余生を送っていただく、いろいろな多様

な方がいますので、そういうニーズにこたえる努力

をしてまいりたいと考えているところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） この定住化プロジェクトの

中にも、やっぱりもっと具体的な展開が必要だとい

うことを書かれております。そういう意味では、や

はりもっと上富良野は、まちづくりの基本となると

いうことではありませんけれども、あの子育て支援

やらいろいろな定住化対策、また農業振興という形

の多面的な中での一つではあると思いますが、しか

し、やはり将来の人口動態を維持したり、あるいは

人口を定着する方をふやしたいと思うのであれば、

やっぱりそういうことも含めてこういったところで

の具体的な対策というのは、具体化というのがやは

り現実的に求めているものとかけ離れては違うわけ

ですから、そこら辺をもっと縮める必要があると思

いますので、この点確認したいのと、もっとボ

リュームあるように改善していくという点で反省は

されておりますか、お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 企画財政班主幹。 

○企画財政班主幹（石田昭彦君） 米沢委員の御質

問にお答えしたいと思います。 

 今、委員のおっしゃるように、それぞれの各自治

体においては、特に北海道という地域特性もござい

まして、結構、団塊の世代の方の移住先としては人

気の高い地域になっております。北海道の中におい

ても、この富良野地域というのはそこそこ人気の高

い地域でありまして、委員おっしゃるように、移住

定住のための特別な施策を特に我が町は打っていな

い中でも、こういう数値が今上がっているというこ

とで、副町長のほうからも評価の発言がございまし

たけれども、委員おっしゃるように、私どもは町長

のほうから指示を受けている内容は、移住者のため

に何かの施策を打つということではなくて、要する

に委員おっしゃるように、例えば、子育て支援の対

策は上富良野町はこういうことをやっております。 

 そういうことが当然、我が町の子供を持っておら

れる方、また移住をされてくる方もそういう恩恵を

受けられるという、そういうものであるべきだと。

移住者のためにこういうことをしてあげるという考

え方ではなく、町全体の施策の中で、当然それが移

住者にも反映されるようなことを検討すべきだとい

うことで御支持をいただいておりますので、なお一

層の努力を進めていきたいと考えているところであ

ります。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） ８５ページの戸籍住民基本

台帳のところですけれども、ここが非常に金額的に

も減っておりまして、住民票が４８４件ぐらい減っ

ているわけですけれども、この要因というのはどの

ようにお考えになるのでいらっしゃいますでしょう

か。 

○委員長（長谷川徳行君） 総合窓口班主幹。 

○総合窓口班主幹（高橋司津子君） 住民票関係、

閲覧関係が今までは結構大幅に認められていたの

が、閲覧できる範囲が少なくなったのです。一般的

な営業に対する閲覧はできないということで、学術
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研究のみの閲覧はできることになったので、その面

で住民票関係の収入が減っています。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） その方法は変わったという

ことはわかったのですけれども、すごく件数が大幅

に減っているものですから、その要因がと思ったの

ですけれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 総合窓口班主幹。 

○総合窓口班主幹（高橋司津子君） 閲覧の件数は

結構多いのです。１事業に対して１件ということで

はなくて何件分もありますから、１００件とか２０

０件とかあるものですから、そういう町でいえば新

入学時にパンフレットとか送るのに、小学校１年生

だったら１年生対象者全員調査することになります

ので、１人１件幾らとなるものですから、そういう

ことができなくなったものですから、件数が大幅に

減りました。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） ９１ページ、統計調査執行

費のところですけれども、これは、調査協力報償品

が支払われているのですけれども、こういった部分

は必要なのでしょうか、ちょっとお伺いいたしま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） ２番村上委員の御質問

にお答えします。 

 統計調査のほとんどは、道、国からの委託調査で

ございます。その中に、これらの経費も算入されて

きていることから、協力の報償品を差し上げている

ところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） 昨年も同じように、こうい

う統計調査は大変大切な項目で、昨年よりは調査員

が２名、１０名でやっているかと思うのですけれど

も、なぜ報償品が、とらえ方だと思うのですけれど

も、項目とか調査の内容が変わったのでしょうか。

それとも、こういうものがなくても、昨年こういう

報償品なんか全然あれしておりませんので、そこら

辺のお考えはいかがですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） ２番村上委員の御質問

にお答えいたします。 

 先ほどもお答えいたしましたように、国、道の委

託統計でございます。その中の算入されている経

費、あるいは、こういうものを出してくださいとい

う相手の委託金ですので、その認められる範囲のも

のを協力報償ということでお出ししているというこ

とで御理解いただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） では、昨年はどうだったの

ですか、昨年こういったものを払っておりませんけ

れども、報償品。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） ２番村上委員の御質問

にお答えします。 

 毎年同じ統計をしてるものではありませんので、

その時々認められている範囲のものを支出してると

いうことで、御理解をいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れで、１款の議会費、２款の総務費についての質疑

を終了いたします。 

 説明員が交代しますので、少々お待ちください。 

（説明員交代） 

○委員長（長谷川徳行君） 次に、３款民生費の９

４ページから１１５ページまでの質疑を行います。 

 先立ちまして、先ほど、歳入で質問がありました

ところ、答弁漏れがありましたので答弁をさせま

す。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 先ほどの歳入のと

ころで答弁できなかった部分について、まず、中村

委員の保育料の滞納繰越の中で、在籍なのか、ある

いは、入学して学校へ行ったかという御質問でござ

いました。 

 総件数７件でございまして、４件が在籍中で引き

続き在籍しております。３件は、保育所が終えて学

校へ入ったということでございます。 

 それから、村上委員の居宅サービス作成費につき

ましてですが、単価は同じでございまして、件数は

どういった状況であったかということであります。 

 平成１８年、２９件に対しまして、１９年度は７

８件と伸びている状況であります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） 民生費の質疑はござい

ませんか。 

 １２番佐川委員。 

○１２番（佐川典子君） ９５ページの社会福祉協

議会への補助のところなのですが、資料１をいただ

きましたが、これは予算の組み方は適正だったのか

なと。決算額が余りにも、８００万円を越していま
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すので、これは年々またふえていくかと思われます

し、福祉事業基金というのも何か取り崩しているよ

うなのですが、今後はどのように考えていくべきな

のか伺いたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） １２番佐川委員の

社会福祉協議会に対する補助金の内容的なことでご

ざいますけれども、社会福祉協議会に対しての補助

金というのは、大きくは職員の人件費という部分

と、それから各種の事業でもって構成をしていると

ころでありまして、昨年度に人件費の部分では事務

局長が新任の形になりましたことから、給与費予算

の中でその辺もチェックしながら計上したものと思

いますけれども、手当の部分が満額支払えないとい

う状況となって、当初の予算よりも減額となってい

るという状況があります。 

 さらには、社会福祉協議会事業の中の補助金メ

ニューであります業務用車両でありますとか、また

職員の加入している共済の中においても、多少減額

となったというところが実はあることから、この補

助金で決算でもって減額が生じたという状況にあり

ます。 

 今後は、中身をよくとらえまして、適切な予算計

上に努めたいというふうに考えております。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番佐川委員。 

○１２番（佐川典子君） 基金の取り崩しも高額に

なっていますので、その辺のお考えはどのように考

えていますか。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 社会福祉協議会事

業の運営に当たりましては、我々のほうのただいま

申し上げました補助金のほかに、歳入といたしまし

て寄附金であるとか、補助金を得ながらやっており

ますけれども、この補助金と、そして町からの補助

金、道からの補助金含めまして、やはり目的補助と

いうことでありますので、不足する部分ということ

に関しましては、寄附による財源、あるいは、所有

するところの基金を取り崩して充当しているという

状況と受けとめております。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 １２番佐川委員。 

○１２番（佐川典子君） 今後はどのように対処さ

れていくのか、ちょっと伺いたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 社会福祉協議会の

事業運営に当たりましては、その財源として町の補

助金のほかにも、先ほど申し上げました町民の善意

により寄附というものによるところも大きいわけで

すけれども、その事業運営に当たりまして、それら

のほかにもやはり所有しますその規模というのは

我々はちょっと押さえてはおりませんけれども、基

金の取り崩しというのも財源として充当しながら運

営していくということになるかと思います。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） １０３ページの発達支援セ

ンターの事業についてお伺いいたします。 

 今、子供たちの発達支援におけるこのセンターの

役割というのは、非常に重要になってきているかと

思います。 

 この間見ていましても、やはり子供たちのそれぞ

れの個別の対応をして、支援計画をつくるという対

応もされております。 

 そこでお伺いしたいのは、発達支援の職員の方が

今の個別のいわゆる保育所に出向いて子供たちの生

活状況を中央保育所に行って見て、子供たちがどう

いうような状況に置かれているのかということも含

めて、また、発達における障害がないのかというこ

とも含めた中での訪問もされているかと思います

が、その点、具体的にどのような訪問の中で課題や

問題点があるのか、そういった具体的事例ありまし

たら、また、取り組みについてどのように取り組ま

れているのか、お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 米沢委員の発達支

援センターにおける活動面での、これは通所をしな

がら指導を受けている児童という中において、保育

所、あるいは、幼稚園等に通所しているということ

で、そういった現場と申しますか、発達支援セン

ターから外に向けての活動ということで、そのクラ

スを訪問し、この状況を的確にとらえまして指導の

参考にすることでございます。 

 そういった中では、日常における通常の保育所で

あるとか、幼稚園の生活の面での課題といったもの

も的確に把握することができる。そして、発達支援

センターにかわって指導を行うといった場合の、非

常に大きな参考になると受けとめて、これからも従

事するような方向で進めていくということを考えて

おります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 保育所や幼稚園、あるいは

学校等に出向いて、大体、月何回ぐらいそういった

対応をされているのか、お伺いしたいと思います。 
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○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 御質問にお答え申

し上げます。 

 １施設、月１回ということでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 月１回ということで、人員

の問題もあると思いますが、その時々によって２回

や複数回訪問される方もあると思いますが、やはり

今後、子供たちの発達支援という形の中で、精神的

な支えになるという点では重要な場所であります。 

 逆に、学校側からも保育所や幼稚園に来ていただ

いて、やはりそういうつながりをもっと促すという

点では、今現状としてはやられているのかどうなの

か、お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 学齢児とのかかわ

り、学校とのかかわりということかと思いますけれ

ども、こういう点におきましては連携を密にして、

就学前の児童が学校へ進む場合に、円滑に学校に入

ることができるようにというような見地から、相互

の連携を取り合っております。学校側からも、そう

いた意味で、各施設、幼稚園、保育所に意見という

か、そういった引き継ぎ事項等、重要な事項の連携

をとりながら進めております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 意見交換だけでなくて、実

際に現場に来ているのかどうなのか。それはいろい

ろ体制の問題もありますから、いい悪いではなく

て、やはりお互いがこういう子供たちの問題だとか

認識を一致するというので、やっぱり学校側も保育

所、あるいは幼稚園に来てみると、いわゆるこれか

ら就学する児童、せめてそういった相互の状況をお

互いに言葉で、レクチャーだけではなくて、やっぱ

り実際現場へ来てどうなっているのかという、そこ

をもっと掘り起こす必要があるのではないかなと思

うのですが、この点お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 米沢委員の御質問

でございます。 

 発達が必要な子供、指導が必要な子供という場面

において、連携を取り合うということは非常に大事

なことと受けとめておりますけれども、日々の幼稚

園、保育所の生活の面で、学校側からというのはな

かなか難しい面があるのかなと受けとめているとこ

ろでありますけれども、例えば、特別支援を必要と

する場合のお子様にあって、学校側からの働きかけ

においては、なかなか学校側から出向くということ

は少ないのかもしれませんけれども、必要な連携と

いうのは限られた範囲ではありますけれども、取り

合っているという状況にあります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） ほかにございませんか。 

 １１３ページの育児サークル等の連絡協議会とい

う形になっております。上富良野町では、この育児

サークルという点では、非常に多くの方々が参加し

ておりますし、そのグループに至ってもふえるとい

う要素になっております。 

 今後こういう事業を展開する場合、今、これを分

散するかどうかという議論もあると思いますが、現

状の中でかなり手狭になっているという部分も見受

けられるような感じもあります。 

 この次世代の育成計画の中では、地域にもそう

いったもの、より身近な、いわゆる学校区単位だと

かそういったところにも、そういったグループ活動

ができるような状況があれば可能なのかなというふ

うな計画も盛り込まれておりますが、現状としては

そういうものが必要なのかどうなのか、お伺いいた

します。 

○委員長（長谷川徳行君） 子育て支援班主幹。 

○子育て支援班主幹（吉岡雅彦君） 今、サークル

の数が１９年度現在１２サークルございます。そし

て、子どもセンター、それから社会教育総合セン

ター、それから、かみんと、また公民館と４カ所

に、今分散して活動をやってございます。 

 また、その中で１２サークルを賄っているわけで

ございますけれども、ほかに個人的に数家族が東児

童館、西児童館を午前中を主体に使われているよう

な実態はございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 全体的には非常に上富良野

の育児サークルというのは、やっぱり支援する側面

というのはありますので、ぜひ、これを続けていた

だきたいというふうに思います。 

 次に、１１３ページの保育行政の問題についてお

伺いいたします。 

 今回、延長保育等も実施されておりまして、非常

にこの成果調査の中にも、やはりその成果が出てき

ております。 

 それとあわせて、今回その中にもやはり休日保育

や、病児、病後児における体制づくりを望むとい

う、そういうやっぱり声も実際、現場聞いたらあり

ますが、この１９年度においては、そういった声に

対する今後の対応という点では、具体的な内容で話

された経緯はあるのかどうなのか、また、今後どう

しようとされているのか、お伺いいたします。 
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○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 保育行政にかか

わっての御質問にお答え申し上げたいと思います。 

 次世代行動育成計画に基づきまして、上富良野町

におきましても、保護者の多様なニーズにこたえる

ということで施策を展開、町内保育所において、民

間２カ所を含めた３カ所で事業展開をしているとこ

ろであります。 

 今年度におきましてになりますけれども、一時保

育、特定保育ということで新たな事業展開というこ

とで来ているところであります。 

 御質問の休日保育、あるいは、病児、病後児保育

という事業メニューに関しましては、今後の大きな

課題というふうに受けとめているところであります

けれども、次世代行動計画に基づく事業の実施は２

１年ということであります。この病児、病後児にお

きましては、やはり病気のお子様を預かるという状

況になりますと、医者側との連携というのが非常に

大事ということから、この上富良野町におきまし

て、それらを実施するに当たりましての条件整備で

あるとか、課題をこういうふうに解決していく方法

というようなことを、目下検討をしているところで

ございます。 

 その実施の状況を詳しくいつどういうふうな状況

は、今、申し上げる段階ではございませんけれど

も、上富良野町の保育の大きな課題として受けと

め、具体的な検討をしてまいりたいというふうに考

えているところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） いろいろ話を聞きました

ら、やっぱりそういった望む声というのは御存じだ

と思います。人の配置の問題だとか、規定どおりや

ろうと思えば医師の確保の問題だとか、連携だと

か、いろいろな課題があるかというふうに思いま

す。 

 やはり上富良野町は、少なくても子育て支援の盛

んな町という形の中の数値目標もこの次世代計画の

中にも盛り込まれてます。そういう意味では、一歩

でも、やっぱり半歩でもそこに前進させて、安心し

て子育てができる環境づくりという点では、非常に

今までもやられておりますが、さらに重要になって

きているのではないかなと思います。 

 ここで町長にお伺いしたいのですが、町長も現場

の担当者からも意見を聞かれて、こういう課題や問

題点も認識されていると思いますが、今後の町長の

対応等についてお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） 米沢委員のほうに、私の

ほうからお答えさせていただきます。 

 今、詳しくは担当課長のほうから申し上げたとお

りでありますし、新しい取り組みにつきましては、

行政でやれるものもありますし、民間の方と連携を

とってやらなければならないものもたくさんありま

すので、そういう観点で、しっかり後戻りしないよ

うに前進をできるような、今、いろいろな課題を抱

えていますので、そういう方向で、今担当のほうで

も施策の制度設計に着手したところでございますの

で、そういうものが早期に成案となり、皆さんとも

議論できるように私どもも積極的に取り組んでいき

たいと思いますので、御理解いただきたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） ９５ページ、負担金補助及

び交付金のところですけれども、富良野圏域５市町

村の法律相談業務負担金、これは４２万円負担いた

しておりますが、上富良野町の町民が上富良野町と

しての相談という件数は何件ぐらいあるのか、

ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ２番村上委員の圏

域市町村法律相談業務の負担金の状況でございます

けれども、これは御承知のように圏域５市町村で住

民相談、それから法律相談ということで、１８年度

にスタートをしたということであります。 

 本町におきましての利用状況でございますけれど

も、１８年度は合わせまして１５件でした。１９年

度は３２件ととらえております。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） どういった相談が寄せられ

ているかということは、承知していらっしゃるで

しょうか。やっぱりどうなのでしょうか、そこら辺

ちょっとお尋ねします。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 詳しく内容は、詳

細にわたっては来てないのですけれども、実績とし

て、法律問題であるとか、家庭問題であるとか、あ

るいは傷害の事件が発生したというふうな、日常生

活においての困り事の、どちらかというと法律的な

部分の相談というのが多いと受けとめております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １０番和田委員。 

○１０番（和田昭彦君） 上富良野町は出生率が全

道一ということなのですけれども、１.８６だった

でしょうか、この数字では人口増にはつながらな

い、むしろ人口減になっていきますね。そういうこ

とで、１人でも多く子供をつくっていただくという

か、一人っ子より２人、二人っ子より３人、三人っ
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子より４人というふうに、もう１人多く子供をつ

くっていただくということに何か施策を講じてきた

かどうか、その辺ちょっとお聞きしたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） １０番和田委員の

御質問でございます。 

 上富良野町におきます特殊出生率の数値というの

が、最も北海道でも高いということでありますけれ

ども、これは、女性の方を年齢ごとに区切って出生

をするというふうな、そういうデータをとった場合

に、その平均数値といいますか、１.８５という高

いという状況にあります。もう少しといいますか、

１年以内には新しい数値で示されるはずなのですけ

れども、その要因としては、やはり上富良野町は若

い世代の方が多くて、出生に子育てに結びついてい

るというふうに感じているところであります。 

 そこで上富良野町としての、それにこたえるとい

うことで、子育て支援という施策を充実していると

いうことで力を入れて展開をしてるということであ

ります。それが御質問の出生増といいますか、人口

増にまではどのように反映されているかというのは

不明でありますけれども、上富良野町の若い世代層

が子育てのしやすい町にしたいということで、それ

らの施策を展開しているところで、今後も十分努力

してまいりたいということであります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） １０番和田委員。 

○１０番（和田昭彦君） 子育て支援が上富良野町

では充実しているということは、私たちも認めてい

るところなのですけれども、例えば、３人目からは

保育料を無料にするとか、４人目からは無料にする

とか、そういったことを施策に盛り込んでいくこと

によって、もう１人つくってみようかなというよう

なことになるのではないかということ、このような

施策もこれからは考えていくべきでないかなという

ふうに考えて、ちょっと発言したのですけれども、

どうでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 和田委員の御質問

のように、この子育て支援を進める上での一つの方

法として、そういった経済的負担の軽減というのも

あるかと思います。うちの町で今、そういった意味

で充実してやっているという面では、やはりこの子

育て関係、安心して子育てに若い世帯層が打ち込め

るようにという、その環境づくりという点にソフト

面といいますか、そういったような取り組みになろ

うかと考えているところであります。 

 先ほどの子育てサークルにいたしましても、我々

が支援していくことによって大きな数の団体ができ

て、そして、みんながそういった中で連携を取り

合って子育てに打ち込んでいるといいますか、そう

いった環境づくりをこれからもしてまいりたいと考

えております。 

○委員長（長谷川徳行君） １０番和田委員。 

○１０番（和田昭彦君） なぜこういう発言をして

いるかといいますと、今、年老いた夫婦が子供たち

がみんな町外に出て寂しく暮らしているというよう

な現実が多々見られます。 

 そういうことで、１人とか２人しか子供がいなけ

れば、町の外に出ていってしまって戻ってこないと

いうケースが日常的にあるかと思います。そういう

ことで、１人でも多く子供がいれば、１人はこの町

に残って親と一緒に生活するようなこともできるの

ではないかという、そういう何十年もの後のことを

考えて、ちょっと今から子供をたくさんつくっては

おいてどうかということで、そういう施策も町とし

て考えていくべきでないかというふうに考えて、発

言したわけです。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 和田委員の御意見

のように、１人でも２人でもより多くの出生に結び

つくというふうなことの支援をしてまいるように、

上富良野町として子育て環境の充実をすることに

よって、やはり１人でも多くの出生に結びつくのか

なということを考えているところであります。今後

も取り組んでまいりたいと思います。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 事業調書の中に２６ページ

なのですが、社会福祉法人等の障害福祉サービス利

用者負担軽減事業ということで、前年度は２１万何

がしかの金額でありましたが、１９年度においては

ゼロという形になっておりますが、その要因という

のはどういう内容なのか、お尋ねいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 福祉対策班主幹。 

○福祉対策班主幹（大石輝男君） 米沢委員の御質

問にお答えいたします。 

 この関係につきましては、平成１８年度までは町

のほうから直接事業所のほうに軽減事業として出し

ておりましたが、平成１９年度から個人とその事業

所の間の中で、負担軽減事業の内容がとり行われて

おりまして、そういうことで、平成１９年度におい

てゼロということになっております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） そうしたら実際利用されて

るという形ですか、町からは補助金等の関係はなく
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なったけれども、福祉協議会等を利用されている方

との福祉協議会との当事者等の間で実際利用されて

いるということですか。 

○福祉対策班主幹（大石輝男君） そういうことで

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） わかりました。 

 事業成果調書の２７ページの精神障害者等の授産

施設整備等の負担金という形になっておりますが、

この内訳についてお伺いします。 

 また、あわせて、近年、上富良野町でも富良野等

の授産通所施設等に通っておられる方がおります。

そういう中で、自立支援法が変わって、やはり交通

費の負担や、あるいは、今までなかったいろいろな

利用者の負担がふえるという状況になってきており

ます。 

 上富良野町にもやはりこういう障害者等が利用で

きるような授産施設等があれば助かるというような

声があります。そういう意味で、町は他の施設、町

単独ではできないけれども、他の近隣の施設を活用

しながら、こういう人たちの働く場所の提供などを

行うというふうに言われてきましたが、やはりこれ

だけではなくて、地元にもやはり何らかのこういう

福祉法人を誘致して授産施設をサブという形でもい

いのですが活用して、やっぱりあればいいという声

がありますが、この点、対応についてお伺いいたし

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 米沢委員のただい

まの御質問にお答え申し上げたいと思います。 

 まず、授産施設等の整備の補助金につきまして

は、これは富良野沿線において、精神障害等の通所

施設のための各町村で行うのではなくて、共同で行

うということの協定を結んだ中で、通所施設等を整

備するための負担金ということで継続しているもの

でございます。 

 また、精神障害者等の方々が通う場面においての

交通費の助成というのは、１９年度はゼロとなって

おります。これは行かなくなったということではな

くて交通費を要しなくなったと、この週１回であり

ますけれども、富良野からバスが来て対象の方々を

送迎するということから、そういった補助は要しな

いという状況にあります。 

 また、御質問の町内におきます、そういった整備

の設立はどうかということでございますけれども、

この障害者支援法に基づきますこの障害の中でも、

精神障害であるとかそういった面の部分におきまし

ては、なかなか単独の町村では難しいということか

ら、圏域での共同ということを進めているところで

ございます。 

 ただ、障害者におきましても、日中一時支援とい

うことに関しましては、町内のラベンダーハイツで

既に今年度からの実施をしているところでありま

す。 

 また、障害児童のほうの一時預かりという形で、

ただいま子どもセンターを整備いたしまして、次年

度以降に実施を進めていきたいというふうに考えて

いるところであります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 将来的にもこういう施設と

いうのが、町としては、単独、もしくはどこかの福

祉法人等の力をかりて、やる気はないというか、や

られないと、そういう考えは持っておられないの

か、もう一度確認しておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） やらないという拒

絶的な言い方ではないというふうに考えておりま

す。現状では、近くにそういった母体となるような

法人というものがこの町内にも芽生えていくことに

よって、そういったことが可能になるのかなとも

思っておりますし、そういった面に目を向けていく

ことも重要なことと考えております。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 障害者福祉計画の中にも、

やっぱりいろいろな課題があるけれども、そういう

ものをやっぱりもっと地元でも活用できるような、

そういう方策はないかということも一定うたわれて

いるところでありますので、その点も含めて、やっ

ぱりきちっとした目標数値を持って対処する必要が

あると思いますが、町長はこの点どのようにお考え

なのか、お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） 私のほうからもお答えさ

せていただきたいと思いますけれども、今、担当課

のほうからも、いろいろるる説明を申し上げました

けれども、今、言われたような町の計画に位置づけ

もしてございます。ただ、タイムリーにそういう機

能をこの地域の中に有することができるかどうかに

ついては、そういう法人の動きとか、いろいろなこ

とを判断しなければならないなというふうに思って

ます。 

 いずれにしましても、今、町外にお世話になって

いるそういう機能を、いよいよこの地域の中で独自

に自賄いできるような形で誘致を積極的にする時期

が今なのかどうかについては、十分慎重に判断した

いと思いますが、将来的にはそういう機能を共有し
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合うことは地域の中でも必要だという認識を持って

いるところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） １０７ページ、ここの扶助

費の中の日常生活用具給付事業、これがことしは２

１０万円、昨年は４１万９,０００円ということ

で、非常に金額的には５倍ぐらいになっております

が、件数は昨年が２２件で、ことしは５８件だと、

こういうことで、件数は２倍ぐらいですけれども、

これはどういったものが多いのか、また何人ぐらい

なのか、こういった要因というのはどういうところ

にあるのでしょうか、ちょっとお尋ねしたいと思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 福祉対策班主幹。 

○福祉対策班主幹（大石輝男君） まず、この事業

の数値でございますけれども、身障福祉対策の関係

と障害者・障害児対策の関係で二つに分かれており

まして、今年度から障害者・障害児対策のほうにあ

わせて、日常生活用具の給付ということで数字が

載っておりまして、それで若干件数が５８件という

ことで昨年よりも多くなっております。中身といた

しましては、おおむねストマ用装具といいまして、

便とか尿の体の機能に障害のある方の装具がほとん

どでございまして、そのほかに、入浴の補助用具だ

とか透析液の加温器だとか、それから特殊マット等

が若干ありますけれども、おおむね、ほとんどがス

トマ用装具の利用件数となっております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） 障害者の方と一緒になって

いるのだということであれでしたけれども、ここに

一つにして書いてあるものですから、すごい５倍も

ふえてるなと、こういうふうにとらえたわけですけ

れども、やっぱり日常生活にそういった用具が必要

になってきているということは、一つは高齢化とい

うことでしょうか、その要因、どういうふうにとら

えておられるのか、ちょっとお伺いしたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 福祉対策班主幹。 

○福祉対策班主幹（大石輝男君） 村上委員の御質

問にお答えいたします。 

 一つ、やっぱりそういう高齢化が進んでいるとい

うことで、そういう関係の部分について必要度が増

してきているというのが事実かと思います。 

 あと、それに対しまして医療的にも進んできてい

る部分がありまして、そういうものを使うことに

よって日常生活の支援ができるというふうに、医療

的にも持っていけるという状況であることもあろう

かと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

ね。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れで３款の民生費についての質疑を終了いたしま

す。 

 説明員が交代しますので、少々お待ちください。 

（説明員交代） 

○委員長（長谷川徳行君） 次に、４款衛生費の１

１６ページから１３１ページの質疑を行います。 

 ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） １２１ページ、エキノコッ

クスの対策費ですけれども、この検査というのはま

だまだ必要なのでしょうか、ちょっとお尋ねしたい

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） ２番村上委

員の御質問にお答えいたします。 

 エキノコックス症検診につきましては、さまざま

に制度が変わってきておりますけれども、道の方針

としましては、一次検診は市町村で、２次検診につ

いては北海道が責任を持って行うということで、検

診機会の提供については、継続して機会の提供を

行っております。 

 ただ、町が過去十数年やってきた中で発見がない

ということもありますので、２次検診の対象になら

れた方はいらっしゃったのですけれども、結局エキ

ノコックス症の疾病自体は発見されていなかったと

いう現状もありますので、道の方針にのっとりまし

て検診機会の提供を行うということで、受けること

を希望されることに場所の提供を行っております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） 発症の例はないということ

でございますけれども、検討を要するところではな

いかと思うのですけれども、それらについてはいか

がですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） 今の段階で

感染症に関しましては、町の義務というのも位置づ

けられておりますので、この検査自体の機会をなく

すというのは、まだ例えば２次の保健所の中でエキ

ノコックスの検診を行うとかというふうな方針に変

更にならないうちは、今のところ継続が必要かと考

えております。 

 以上です。 
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○委員長（長谷川徳行君） ３番岩田委員。 

○３番（岩田浩志君） １２９ページの中ほどの合

併浄化槽整備ということで、若干お伺いしたいと思

います。 

 この件の成果報告書の中の３３ページ、若干、今

年度１８基ということで、内訳を見ると１７基に

なっているのですけれども、その辺はどっちが正し

いのかということと、それから、１９年度において

の希望者とそれから当選者、当然、くじ引きされて

るかなと認識しているのですけれども、その辺をま

ず伺いたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） ３番岩田委員の御

質問でございます。 

 実は、大変申しわけございません。成果報告書の

３３ページの合併処理浄化槽の設置基数に一部誤り

がございます。設置数でありますが、１８基が正し

くて、内訳に５人槽７基と７人槽１０基で１７基し

かございませんが、この後に１０人槽１基を追加し

ていただきまして、１８基の補助であります。 

 次の御質問の１９年度の希望数と、設置数は１８

基でございますが、その関係の数値が今手元にござ

いませんので、後ほどお答えをさせていただきたい

と思います。大変申しわけございません。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番岩田委員。 

○３番（岩田浩志君） その件については後ほどと

いうことなのですけれども、以前からこの合併浄化

槽については、２月が締め切りだったかなというふ

うに認識しているのですけれども、我が町はそれ以

降の申請があっても、その年度に受けられないとい

う状況だったかなと思います。それで、隣町のほう

は、途中でも受けられるよということで、詳しい内

容はちょっと把握してないのですけれども、この部

分について、若干、国、道の補助金があって、一般

財源が８２％強ということで、かなり一般財源のウ

エートが多い中で、私、若干職員に提案したのは、

中途申請であっても、国、道の部分を本人が負担で

きれば補正を組んで何とか対応することができない

のかということで提案したのですが、その部分がど

のように現在対応されているのか、今後においても

そういうことはできないのかできるのか、その辺を

まず伺いたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） ３番岩田委員の御

質問でございます。 

 委員おっしゃるように、上富良野町においては、

年１回の締め切りをもって対応をさせていただいて

いるところであります。 

 ただ、委員おっしゃるように、年度の途中で改築

が２月以降という意味ですが、大改築をする決断を

されたような方、あるいは、そのような新築は別で

すが、何がしかの理由で年度の途中で手をつけざる

を得なかった方、こういう方は現実におられるかと

思いますので、ここでは正式に申し上げられません

が、ぜひ前向きに検討させていただきたいと考えて

ございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番岩田委員。 

○３番（岩田浩志君） 前向きに検討されるという

ことで、私もこれまでに２例ほど年度途中で新築と

いうことで、急遽、人生において一大計画なので、

何でそんな中途にという考えもあるかと思いますけ

れども、実際にそういう方はおられまして、実際申

請したけれども対応されなかったということで、次

年度において、さらにその再工事をやって合併浄化

槽を設置したという方を知っています。それを考え

ますと、若干そのときの負担、自己負担がふえても

何とかその新築にあわせてそれが対応できるように

していただきたいと思います。 

 それと、この合併浄化槽の工事に関してですけれ

ども、国、道の補助金も入っているということかも

しれませんけれども、整備に関して、現在、町外の

業者でも自由に工事を行うことができて、これはも

う本人の選択によって決定されているのかなと思い

ますけれども、この部分について何とか町の業者に

指定することができないのか、その辺もちょっと伺

いたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） 岩田委員の御質問

ですが、気持といたしましては、町内の事業者にぜ

ひやっていただきたいという気持は当然にしてござ

いますが、何分この戸主については、例えば、合併

処理浄化槽だけではなくて、それに合わせていろい

ろな改築等が御本人、対象者の方がされるわけでご

ざいますので、そういった場合には、当然、町外の

事業者が施工するということもあり得ますし、ま

た、一連の作業の中でその合併処理浄化槽を受け持

つことが格安であったりする場合がございますの

で、これを町内業者に限定することというのは非常

に難しいかなと考えてございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番岩田委員。 

○３番（岩田浩志君） たしか、商業者に対する振

興補助に関しては、町内業者という縛りがあったか

なと記憶しているのですけれども、その部分で道、

国の補助金があるがためにそれができないのか、そ

れとも、そういうことをやる気がないのか、その辺

のことをちょっと伺いたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） 補助金の縛りはご
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ざいません。補助金でいいますと、平成１９年度は

道の補助を若干いただいております。道の補助金は

本来１９年度で停止される予定でしたが、他の市町

村の希望が多いことから、平成１９年度等の補助が

若干出ておる状況です。 

 委員の御質問の町内業者に限ってできないのかと

いう点でありますが、先ほどちょっと説明が悪かっ

たかと思いますが、例えば、大改造をする場合に、

その事業を町外の方にお願いをするというケースは

大変いろいろあるかと思います。その工事者が合併

処理浄化槽も自分のところでできるのだということ

になりますと、そこを町内事業者に限ってしまいま

すと、結局、割高な工事を負担せざるを得ない状況

もあるわけで、これらを町内業者に縛り込むことが

果たしていいのかという点を考えますと、なかなか

そこに縛りをかけられない現状があるということを

御理解をいただきたいなと思ってございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番岩田委員。 

○３番（岩田浩志君） 済みません、しつこくなっ

て。 

 それでは、先ほどの商業者に対する振興補助のと

きの縛りとどういうふうに整合性があるのか、その

辺ちょっと。 

 これだけ町の税金を使うわけですから、当然その

程度の縛りはかけても私はいいのではないかと考え

ますけれども、その辺いかがですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） 振興補助との整合

性という御質問でございますが、ちょっとそちらの

ほうとは別といたしまして、基本的に公正取引委員

会が考えている見解を実は過去に問い合わせた経過

がございます。こういった事業絡みの補助金を町内

業者に縛ることで独禁法に抵触しないのかという観

点での公正取引委員会の回答では、こういうことを

縛るべきではないという判断があるという点も実は

ございます。 

 したがいまして、この合併処理浄化槽の補助につ

きましては、なかなか町内業者に限りの補助をする

ことは、やはり望ましくないなというふうに考えて

いるところであります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番岩田委員。 

○３番（岩田浩志君） 今、できないのか、望まし

くないけれどもできるのかという点で、望ましくな

いけれどもできるのであれば当然やるべきだと思い

ますし、若干、民生費に戻りますけれども、冬の生

活支援金においても、１９年度においては商工会の

商品券ということで、完全町内に縛っているわけで

すから、当然、望ましくなくてもできることはすべ

きだと私は思いますけれども、その辺どうですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） 大変、私の回答が

あやふやであったかと思いますが、公正取引委員会

に昨年の１０月に照会をかけたところであります。

この合併処理浄化槽を例に問い合わせをしたところ

でありますが、一番の問題は、対象者がその選択肢

が少なくなることによって、いわゆる安いものを選

択できなくなる可能性があると。したがって、公正

取引委員会としては、望ましくないだろうという判

断があると、まず１点であります。 

 ただ、委員が例に挙げましたとおり、冬の生活支

援事業で、いわゆる町内業者に限りの灯油商品券を

提供するというものとは、基本的に違うものだとい

うふうに考えているところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） 私のほうからも答弁させ

ていただきたいと思います。 

 いろいろな見解を私も聞いていまして、どう解釈

するか非常に難題だなと思いますが、少なくても地

元業者に特定の１社しかないということであれば、

今のようなことにもなるのかなと。当然、複数とい

うか、そういう設備業者がたくさんいますので、そ

ういう中での選択肢ということからすれば、一つ物

も組み立てられるのかなと思いますし、私ども今ま

でのこの何年来の実績をもとに、どういう業者がか

かわっているのか、町内業者が多いのか町外業者が

多いのかも含めまして、また、補助金の見通しは非

常に極めて寂しい状況にありますけれども、そうい

う町外のいわゆる国なり道の補助の、そういう制度

上のたががあるのかないのか、そういうことも十分

参酌しながら、いろいろと内部でできる限り町内業

者でそういう機能を有しているのであれば、そうい

う流れの中で事業の見直しができるのかどうかにつ

いて、慎重に十分に検証しながら結果を得たいと考

えてございますので、ひとつお時間をいただきたい

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番渡部委員。 

○１１番（渡部洋己君） 住民の健康ということ

で、少しお聞きしたいと思います。 

 １２０ページ、１２１ページ、予防費ということ

で４,０００万円ほど予算を使っているのですけれ

ども、町長が町民の健康のためにということで、か

みんを建てて数年たつのですけれども、それと同時

に、今、ヘルスアップ事業、あるいは特定健診だと

かとそういった事業を展開して町民の健康をという

ことでやっているのですけれども、毎年、住民健診

やなんかがあるのですけれども、なかなか１回も受

けたことがないという人も結構聞くのです。大分、
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町民の意識の中で健康管理には十分気を使ってきて

いるようですけれども、そこら辺の以前から見たら

大分、なかなか医療まで下がるということには非常

に時間はかかると思うのですけれども、そこら辺少

し変わった点があれば、お聞きしたいなと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） １１番渡部

委員の御質問にお答えいたします。 

 住民健診を受けたことのない方というのは確かに

いらっしゃいます。今回、国民健康保険の方たちの

中で健診を受けたことがない方というのをリスト出

しをさせていただきましたけれども、確かにそうい

う方がいらっしゃいました。 

 それで、その方たちにつきましては、５月、６月

と健診を受けていただくための１軒ずつ訪問ない

し、訪問でお会いできなかった方については電話連

絡なりをさせていただきまして、今回、制度改正が

ありまして健診を受けていただきたいというこの理

由と、健診を受けていただくことでどういうことが

御本人に提供できるかということの説明をさせてい

ただいています。 

 病院に通院されていて健診を受けたくないという

方につきましては、病院での結果表を見せていただ

くことで御相談に乗らせていただくというような形

で、本当に地味な活動ですけれども、お一人お一人

にどういうふうな制度改正があったのか、そういう

基本的なところから、御本人にとって町の保健事業

の使い方までお話しをさせていただいている状況で

す。 

 医療費に関しましての成果につきましてですけれ

ども、町の医療費に関しましては、国保に関してで

すけれども、一般退職、老人、いずれも全道の平均

よりずっと下回っているということで、本当に平成

９年までの年には、全国の中で老人医療費が安定化

で、医療費対策をしなさいと言われていた時期も

あったのですけれども、この活動に地道に取り組む

ようになってからは、医療費自体が低下している状

態がずっと続いているというところになっていま

す。 

 また、１８年の医療費の分析の中では、確かに受

診件数は上がっていますけれども、お一人当たりの

費用額が下がっているという状況で、費用全体とし

ては、一般に関しては若干下がっていく傾向があり

ました。１９年の医療費分析の中では、やはり前に

もお話をさせていただきましたけれども、高額な医

療費を使われる方というのが上位の１位、２位、３

位がすべてほかの保険者から入ってこられて、７０

０万円、６００万円という形で使われているという

ことも医療費増嵩の一因に挙がっていまして、若

干、費用額が上がっているという実態も見ていま

す。 

 一つ一つの費用の実態を見ながら、その課題、次

に起きてくるだろう課題に対応した対策を打ってい

るという途中になっております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番渡部委員。 

○１１番（渡部洋己君） ちなみに、ことしです

か、特定健診をやっているのが、何か受診率が６０

だか６２％だったかな、その辺、云々と言っていた

のですが、そこら辺はどの程度なのか教えていただ

きたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） 特定健診に

つきましては、町は国保の保険者の立場で特定健診

の実施を行っています。 

 今の段階としましては、国が目指す６５％をクリ

アできるだろうということで、一応データの受領も

含めて６８％程度になるのではないかと推測をして

います。 

 ただ、１１月に次の２回目の健診がありますの

で、その健診で結果が明らかになると思いますの

で、またその健診結果が明らかになった段階で御報

告させていただきたいと考えています。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

ね。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れで４款の衛生費について、質疑を終了いたしま

す。 

 説明員が交代しますので、少々お待ちください。 

 暫時休憩いたします。 

 ３時１０分まで休憩いたします。 

──────────────────                

午後 ２時５５分 休憩 

午後 ３時１０分 再開 

──────────────────                

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、委

員会を再開し、質疑を続けます。 

 次に、５款労働費の１３２ページから１３３ペー

ジまでの質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れで５款の労働費についての質疑を終了いたしま

す。 

 次に、６款農林業費の１３４ページから１４９

ページまでの質疑を行います。 
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 ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） １３５ページ、富良野地方

アグリパートナー、この件ですけれども、町でもア

グリパートナー協議会の補助をしておりますけれど

も、農業者後継者の花嫁対策の効果というのはどの

ようになっているのでしょうか、ちょっとお尋ねし

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（伊藤芳昭君） ２番村上委員の御

質問にお答え申し上げます。 

 １９年度実績でございますけれども、町のほうで

予算計上している分について、１９年度は実績とし

てはございません。 

 ちなみに、富良野地方アグリパートナーのほうで

は、実績が正確な数字でございませんけれども、８

名か９名おられるということで承知しております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） それでは、この富良野地方

アグリパートナー協議会と町アグリパートナー協議

会と統合というか、そういうことを考えての負担と

いうことは考えられないでしょうか、ちょっとお尋

ねします。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（伊藤芳昭君） 今、委員御指摘の

とおり、今後、伴侶については富良野地方も上富良

野アグリパートナーも同じことでございますので、

今後の課題として協議の場で、相手もいることでご

ざいますけれども協議をしてまいりたいと、このよ

うに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） １４１ページの農地の流動

化の促進についてお伺いいたします。 

 この成果の事業調書の中には農地転用にかかわる

部分がそれぞれ書かれております。それでお伺いし

たいのは、農業振興地域に基づく考え方であります

が、町としては、当然、優良農地を保全する、ある

いは、将来の生産性を向上させるという点で農業振

興地域を指定するわけですが、今回この中で３条あ

るいは４条転用、５条転用の中では、そういった手

続を踏まずに転用されたものがあるのかどうなか、

除外するだとか、この点お伺いしておきたいと思い

ます。 

 また、農業振興地域における町としての考え等に

ついて、また、あわせてお伺いしておきたいと思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（伊藤芳昭君） ５番米沢委員の御

質問にお答え申し上げます。 

 今の３条、４条、５条の関係でございますけれど

も、先ほど、日の出公園については別といたしまし

て、今、現在調べた結果、そういう手続なものにつ

いては決済の部分では処理上が不適切な部分がござ

いましたけれども、大きな部分はないと。 

 ただ、一部申請が出てきて道のほうに諮問の協議

をしていない部分が何件かあるということでありま

すので、今後につきましては、この問題について農

業委員会と皆さんで検証した結果の部分でございま

すので、早急に不備な部分については修正して対応

してまいりたいと、このように考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 農業のこの転用の問題につ

いては、本当に厳しい規則や罰則というのが当然あ

ります。上富良野町の農地をどう守るのかという形

の、やっぱりそういう立場からの農業振興地域とい

うのは設定されているかと思います。 

 そういう意味では、安易にやはり決済上の手続だ

とか、やっぱりきちっと農業委員会等にかけられな

いで、ただ、それを申請するというようなことが

あってはならないというのは原則的なことだと思い

ます。 

 そういう意味では、この点、やはりチェック機能

がどうだったのかということも当然あるのだろうと

思いますが、こういった意味では、総体的にやはり

担当の農業委員会の事務局等の係の人たちも含め

て、やっぱりこういったチェックを機能が働いてい

るのかどうなのかというところが、一番素朴な疑問

としてありますが、担当の農業振興の課長としては

この点はどのようにお考えなのか、お伺いいたしま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（伊藤芳昭君） ただいまの米沢委

員の御質問でございますけれども、担当部署の課

長、また局長といたしまして、今まではやはり

チェック体制が十分でなかったということは認識し

ております。 

 それで、その中の一つといたしまして、職員１人

に仕事を担当をさせて、その部分でほかの係、また

は私がチェックできなかったということでございま

すので、今後につきましては、公印を初め、私が公

印の管理をいたしまして、私のもとでそういう文書

の整備等を行って進めてまいりたいということでご

ざいます。本当に申しわけございませんでした。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 
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○５番（米沢義英君） ぜひ、そういったチェック

体制のやり方というのも、どういうふうにされるの

かというところを議会にもきちっとまた示していた

だきたいと思います。 

 また、同時に考えなければならないのは、担当の

農業委員会の事務局次長が、数年、長年にわたって

この部門を担当するという状況になっているかと思

います。９年間か８年間かはわかりませんが、余り

にも長いという状況の中で、これは長くても短くて

も、こういう問題等というのは起こり得るかどうか

というのもありますが、少なくても、やっぱりき

ちっとした良識を持って物事に判断して決済すると

いうことが求められているにもかかわらず、それが

なされてなかったと。なおかつ、一部門において、

８年か９年にわたるような状況になっているとい

う、やはり物事を決めるに当たって、やっぱり判断

もできないという状況になっていたにもかかわら

ず、その人事においてこれは見抜けなかったという

か、やはりその異動のあり方、人事配置のあり方に

もかかわる問題ではないかなとも思いますが、こう

いう問題も含めて問題がなかったのか、お伺いして

おきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（伊藤芳昭君） ただいまの御質問

にお答えを申し上げます。 

 確かに、担当していた職員に対しては、８年、９

年というベテランでございまして、それに精通して

いるということもございまして、その辺のチェック

機能が十分でなかったということで考えておりま

す。 

 それで、今後につきましては、私ども農業委員会

といたしましても、これからについての改善策とい

たしまして８項目、数は少ないですけれども、皆さ

んでどういうことが原因だったのか検証した結果、

今、差し当たり、差し当たりという言葉もちょっと

おかしいと思いますけれども、気づいている点、８

項目ぐらい拾い出しまして、それに向けて今後の課

題として改善していきたいと。 

 それとあわせて、今後、いろいろな場所で、また

新たなその改善案が出てくれば、それを取り入れな

がら農業委員会としては、初心に帰って農業行政に

努めてまいりたいと、このように考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

ね。 

 ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 今の関連でございます。 

 先般の９月定例会で、農業委員会の会長が説明し

た部分が、非常に実際のことをぴしっと発言してな

いのですね。ということは、平成１８年に６月２８

日に農業委員会でかけて道に諮問をした。それがだ

めになったことを議会の中では取り下げたという表

現をしているのです。 

 現実には、取り下げの形跡は農業委員会の会議の

資料の中には一言一句載っていないのです。載って

ないということは、取り下げてはいないのですよ。

現実は、道の北海道農業会議の中では、不適当とい

うことで却下されているのです。しかし、自分たち

が農業委員会の総会で決めて、そして出しているの

にかわらず、結局、不適当となってきたことをその

まま放置をしておいていたのですよ、現実の問題。

それは後でわかったことなのです。 

 ですから、私は、やはり文書管理が適切を欠いた

と。ただ、６月２８日に北海道農業会議に上富良野

町の農業委員会で決めて、そして出した。現実にす

ぐラベンダーまつりが控えている、四季彩まつりが

控えている、そういうことで、これを公に出したら

だめだということで、担当者は僕は判断したと思い

ます。それで、そのまま放置をしていたのではない

かという気がするのですけれども、その点はいかが

なのでしょう。農業委員会の会長でないから、わか

りませんけれども、一応、議長に出して報告を出し

た過程の中では、我々、谷議員、私が質問したこと

と農業委員会の会長の答弁したことは全然違うので

す。その点どうなのでしょう。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（伊藤芳昭君） ９番中村委員の御

質問にお答え申し上げます。 

 １８年の経過でございますけれども、確かに、６

月２８日、農業委員会の総会で議決されたものが道

の諮問に図られてないということは、もう事実でご

ざいます。 

 それで、諮られていないということは、上富良野

町の農業委員会が諮問をしていないということでご

ざいますので、その結果、本来、事務局といたしま

して、その結果を農業委員会の直近の総会に結果報

告というのは、当然あってしかるべきだったと思っ

ております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 事務局長はそういうことで

言っているけれども、現実に諮らなければならない

ということと、諮ってないわけです。６月２８日に

農業委員会にかかって、７月１２日に農業会議にか

けてそれはもう不適当ということになって、来てい

ないわけだから、そうなると、農業委員会の会長は

私どもの質問に対して取り下げたということだけれ

ども、取り下げた形跡がないというのは、さっき
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言ったとおりなのです。 

 そうすると、それがそのまま来ているわけだか

ら、だから私は、北海道農業会議の平成２０年の資

料を全部とってみましたら、ちゃんともう一覧表が

出てくるのです。そうすると、その中に入っている

入っていないというのは、僕は農業委員会の事務局

としてはキャッチできるし、農業委員会の会長も

キャッチできるはずなのだけれども、それがまずで

きていなかったということと、それから、私が一番

大きくあれするのは、この前の９月定例で取り下げ

たと言っているけれども、取り下げではなくて全然

知らなくて、不適当だということを知らないで、僕

は農業委員会の皆さん方はいたのではなかというこ

となのです。その点、ちょっと確認したいのです

が。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（伊藤芳昭君） そのとおりでござ

います。 

 取り下げたというのは、事務局判断で勝手に取り

下げたことでございまして、農業委員会の皆さんに

は取り下げた件について報告をしていないというこ

とでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） それで、議会でそういうこ

とを取り下げたということを言っているわけだか

ら、その点どうなのです、その場その場のしのぎで

答弁しているような印象を私は受けたのです。恐ら

く同僚議員もそうだと思うのです。 

 私は先般の議員協議会の中で、その顛末の一覧表

をみずからつくって、皆さん方が共通認識を持てる

形でつくってまいりまして、その中でも明らかに

やっぱりそういうことになっているのです。それを

あえてまた、農業委員会の会長が１８年のやつは取

り下げたという議会答弁があるのですけれども、そ

の点、あなたは農業委員会の会長より格としては事

務局処理をするから下なのだろうと思いますけれど

も、その点どう思いますか。答弁困りますね。 

○委員長（長谷川徳行君） 暫時休憩いたします。 

──────────────────                

午後 ３時２８分 休憩 

午後 ３時３６分 再開 

──────────────────                

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、会

議を再開いたします。 

 ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 先ほど質問をいたしました

平成１８年６月２８日の農業委員会総会で、農地法

第５条１項の関係について、農業委員会総会では議

決をし、北海道農業会議に送付をしたところです。 

 諮問の提出は７月１８日ということですけれど

も、現実の問題、それは受け付けられなかったと、

それから、先ほど農業委員会の会長が９月定例会で

一応取り下げたということだけれども、議決をした

ものを取り下げるには、また農業委員会の総会にか

けた形で取り下げるという形に、一応、処理の進め

方としては、そうあるべきだと私は判断をしたので

すけれども、現実の問題、今、農業委員会の会長が

取り下げたという答弁の当事者が、きょう議場にお

られません。 

 したがって、明日、農業委員会の会長の出席を求

めて、この件について質疑をするということで、こ

の件については、私の質疑について保留をするとい

うことの取り計らいを委員長のほうで図っていただ

きたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） はい、わかりました。 

 それでは、きょうは農業委員会会長が出席してお

りませんので、あす、改めて説明員として出席して

いただきその旨を伝えて、中村委員の答弁をさせて

いただきたいと思います。 

 ほかに質問ありませんか。 

 ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 先般の決算特別委員会での

書類審査の中で、特に決算報告書等の中にはござい

ませんでしたのですが、資料の中にリンケージ・

アップフェスティバル２００７出店ということで、

非常に大きな成果を各団体と協力しながらやってい

たという資料がありまして、資料３１で皆さんのと

ころに配付をされておられると思いますけれども、

その件の内容について、担当のほうから説明をいた

だきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（伊藤芳昭君） ９番中村委員の御

質問にお答えを申し上げます。 

 この案件につきましては、５年前だと思いますけ

れども、札幌の大通で市町村を対象として、市町村

の一村一品運動を展開する目的でやっております。 

 それで、町といたしましても、今年度、１９年

度、リンケージアップということで、９月１日、ま

た９月２日の２日間にわたり参加をいたしました。 

 この中で、町の特産品であります豚串、また、ス

テーキ、地ビール、ラベンダー製品等を、職員並び

に観光協会職員と、あと、豚肉促進協議会の担当者

等も出向いていきましてＰＲをしております。 

 その結果、去年の実績でございますけれども、上

富の豚串が４,０００本、ステーキが４６０枚、精

肉が７５枚、骨つきフランクフルトが１,０００

本、地ビールが３００リッターということで、ま
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た、ラベンダーのオイルが７箱ということで、かな

りの成果がありまして、上富良野町の地産地消のＰ

Ｒにつながっているということでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 私は、これを決算書類審査

の中で、非常に皆さん方が御苦労されて夏の暑い時

期に頑張っていただいたのだなということを感じま

した。 

 豚串が４,０００本なんていうことから、骨つき

フランクが１,０００本という、非常に２日間で大

きな成果を上げたということで、本当に関係職員の

皆さん方の御苦労ということで申し上げたいととも

に、やはり非常に成果が上がったということで、そ

れぞれの立場の中でやられていることを頑張ってい

ただいたなという気持ちでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れで６款の農林業費についての質疑を終了いたしま

す。 

 次に、７款商工費の１５０ページから１５９ペー

ジまでの質疑を行います。 

 ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） １５５ページ、商工観光班

のところの広域観光事業費のところですけれども、

ここが２１８万７,０００円が使われたことなので

すけれども、これは、大雪山国立公園観光連盟の負

担が１７万７,０００円、ここの会長さんは旭川市

長の西川さん、それから、大雪山国立公園連絡協議

会負担金１１万円、ここの会長さん、上川町長で

しょうか鈴木さん、の方がやっておられて、これは

どうなのでしょうか、負担金支出のみの事業という

ようなことになっておりますけれども、私はこれを

見ますと、広域で観光も取り組まなければというも

のもありますし、一方では、美瑛から占冠シーニッ

クバイウエイがあり上川圏内があり富良野圏域があ

りと、いろいろなっているわけですけれども、こう

いった負担金支出のみの事業というのは必要なので

しょうか、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（伊藤芳昭君） ２番村上委員の御

質問にお答えを申し上げます。 

 まず、上川地方観光連盟負担金でございますけれ

ども、この使途につきましては、主に旭川空港に観

光案内所等がございまして、あと大型テレビ等の負

担金ということで支出をしております。 

 もう１点の大雪山国立観光連盟につきましては、

これは対象が全国の旅行会社、また、それに伴う観

光展示場の展示をされたところに観光パンフレット

を送付したり、また、国内外のマスコミ情報にパン

フレットを送付しているという部分でございます。 

 そして、今、負担金の関係でございますけれど

も、実は、負担金につきましては１８年ぐらいに一

度見直をして、極力、今、委員が言われているよう

に削減できるものについてかなり削減しております

し、また、それが全部達成されたとは思っておりま

せんので、いろいろな機会に、また削減できる、ま

た廃止できるものについては検討して、関係機関と

調整しながら検討してまいりたいと、このように

思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） 資料２３号を見ていただき

たいのですが、ここの中に、広域観光事業費とあり

まして、負担金支出のみの事業であると。それで、

負担金については既に方針、指針により合理化の進

行管理をしているため対象外とすると、だから、

Ａ、Ｂも判定しないと、評価しないということでご

ざいまして、今、それでちょっとお聞きしたわけな

のですが、どのような合理化の進行管理を考えてい

らっしゃるのか、ちょっとお尋ねしたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（伊藤芳昭君） 負担金の管理は、

ただうちのほうからは負担金を出して、中身的に実

質、事業を展開されているのは負担金を受ける、集

めてですので、そういうことでやっておりますの

で、その負担金の金額が今後いろいろな部分で、委

員御指摘のとおり結構ダブる部分がもしあるとすれ

ば、その辺で金額の削減なり、合併できるものであ

れば一つにまとめたり、そういう提言をして詰めて

まいりたいと、このように思っております。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） これから取り組むというこ

となのですけれども、何か広域観光事業となります

と、本当に何か広域で取り組んで何かをしようとい

うような感じにとらえられるのですけれども、中身

は至って負担金支出のみの事業であると、こういっ

たことのあれがありまして、こういうことであれ

ば、早急に統合するなり、もう少し違った負担金の

みの事業でなくて、違う広域観光事業に取り組んで

いただいたほうがいいのではないかと思うのですけ

れども、そこら辺につきまして。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（伊藤芳昭君） ２番村上委員の御
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質問にお答えいたします。 

 ちょっと説明が足りなかったようでありますけれ

ども、負担金だけ、先ほど言いましたけれども、負

担金を納めてその納めた団体が、上富良野町の先ほ

ど言いました空港案内でパンフレットをつくってＰ

Ｒしてくれるなり、そしてまた、大雪山観光であれ

ば、山の部分ですとかいろいろな部分でそういう活

動をしてもらっているということでありますので、

その中で重複するようなものがあれば、また今後、

関係機関との調整の中で調整させていただきたい

と、このように思ってます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 集客誘致という形の中で、

近年、体験型という形の中で多くそういう企画等が

広がっております。上富良野町においても何らかの

動きが一部ではありますが、町としてこういった動

きというのを前へ進めるというような、そういうこ

ともこの決算の中身を見ましても必要になってきて

るのではないかなと思いますが、この点についてお

伺いしておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（伊藤芳昭君） ５番米沢委員の御

質問にお答え申し上げます。 

 この問題は、農業者が体験型でやって、要するに

観光客誘致ということで、農業を体験しながら余暇

を過ごすということは、今、北海道でもかなり事業

展開がされております。また、本町におきまして

も、今、私どもが承知している部分については、１

軒の方が広域的に連携をいたしまして、修学旅行生

ですとかそういう方を受け入れて、農業体験をしな

がら誘致をするということをやっております。 

 それで、私どもといたしましても、そういう情報

につきまして、農業委員会初め、また農協にも情報

提供をいたしまして、農業者にわかっていただける

ように、また、農業者がそういう計画があるのであ

れば、町として情報なり、またお手伝いできるもの

があれば、今後進めていかなければならない事業の

一つだと認識しております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 先ほど質問があったかと思

いますが、今回のリンケージ・アップフェスティバ

ルという形で今後継続されるということであります

が、これは単に、やはり出店して終わりということ

では考えておられないと思いますが、長期的にこう

いう町をアピールするということであれば、かかる

問題もあるかと思います。それで、この点、担当の

課長として、今後このＰＲのあり方というのも事業

評価の中にもかなり一工夫を、いろいろ工夫しなけ

ればならないという部分も評価されておりますが、

この点、お伺いいたします、今後という点で。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（伊藤芳昭君） ５番米沢委員の御

質問にお答え申し上げます。 

 先ほど御答弁させていただきました事業展開でご

ざいますけれども、今後につきましては、今まで過

去におきましては、どっちかいうと行政の職員が今

９名出ていって先導的な役割を果たしておりますけ

れども、今後につきましては、やはり関係団体、特

に商業者なり農業者の方が、農協も含めてでござい

ますけれども、そういう幅広い構成をもって、その

方がみずから町のＰＲ、また販売の促進に進めてい

くように私どももしていきたいし、また、それに対

する努力も当然そういうふうに、情報なり努力もし

ていかなければならないと考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英秀君） 次の問題になるのです

が、見晴台の問題なのですけれども、あそこは観光

協会に委託して運営させておりますが、当初の目的

はやはり地場産品のいろいろな物品の販売だとか、

あるいは、町のイメージを高めるという形の中で出

発しましたが、なかなかすぐ単純にはいきませんけ

れども、しかし、今、その本来の当初の計画よりも

後退している部分があるのではないかなと思います

が、せっかくああいう場所でありますから、季節に

おいては季節の旬の産物を販売できるような体制づ

くりというのをもっと積極的にやれば、あそこも生

きるのではないかなと思います。 

 本来、よく言えばこういうことはできないのだと

思いますが、あの国道側に面した用地を何らかの形

で借用して貸してくれるのであれば、あそこにテン

トなどを張って、やっぱり地元の産品を売るなどの

努力をもっとやる必要があるのではないかと思いま

すが、その点、やっぱり本当に一工夫も二工夫もす

る必要があると思いますが、この点お伺いいたしま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（伊藤芳昭君） ５番米沢委員の御

質問にお答え申し上げます。 

 私のほうから、今、地場産品の部分の展開という

ことで御答弁をさせていただきたいと思います。 

 今、委員がおっしゃるとおり、見晴台というのは

ちょっと、いま一度まだちょっと展開が思わしくな

いのかということは認識しております。 

 その中で、今、委員に御指摘いただきました御意
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見、国道に対する借り上げ、また、占用をいただい

て有効活用ということを、そういうこともいろいろ

踏まえて、建設水道課の担当のほうとも協議した中

で、また、指定管理者であります観光協会、また、

それを支えていただいている中のグループ等とも協

議をいたしまして、将来に向かって有効活用できる

ように工夫・努力していきたいと、このように考え

ております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れで７款の商工費についての質疑を終了いたしま

す。 

 説明員が交代しますので、少々お待ちください。 

（説明員交代） 

○委員長（長谷川徳行君） 次に、８款土木費の１

６０ページから１８３ページまでの質疑を行いま

す。 

 最初に、３番岩田委員からの合併浄化槽の質問が

ありましたので、補足説明をいたします。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） 先ほど、４款の岩

田委員の御質問の答弁漏れがございましたので、御

回答をさせていただきます。 

 平成１９年度の申込件数が２０件でございまし

た。そのうち、新築と介護改築７件につきまして

は、抽選ではなくて優先決定ということでございま

す。残り１１基に対しまして１３件の申し込みがご

ざいまして、抽選の結果、２名の方が抽選に漏れた

という状況でございます。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ８款土木費の質疑はあ

りませんか。 

 ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） １６１ページ、土木総務

費、一般管理費の中で、負担金補助及び交付金のと

ころですけれども、これ北海道治水砂防海岸事業促

進同盟負担、それから、北海道河川環境整備促進協

議会負担、北海道用地対策連絡協議会負担、これ

は、ここのそれぞれどのような活動をされている団

体なのでしょうか。どうしてもやっぱりあれなので

しょうか、何か区分で決められてるのでしょうか、

どうしても負担しなければいけないのでしょうか、

ちょっとお伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（北向一博君） ２番村上委員の御

質問にお答えいたします。 

 これら四つほど協議会なりの組織負担がございま

すけれども、これらすべて上富良野町が加入すると

いう形で構成員になっております。その構成員の応

分の負担ということで、それぞれ各組織によって計

算方式が違いますけれども、ほとんどの負担金につ

きましては上富良野町内で行われている国なり北海

道からの補助事業が受けて、受益を受けた建設工

事、投資的事業が行われている部分の負担金という

ことになっております。 

 まず、一番上の道の災害復旧促進協議会負担金に

つきましては、これは上富良野町内で行われている

事業の事業費割ということで行われております。 

 それから、北海道治水砂防海岸事業促進同盟負

担、これにつきましては、治水海岸事業、それか

ら、砂防事業という大きな二くくりに分かれており

まして、上富良野町につきましては治水部分と砂防

の一部分の事業が北海道の補助事業で行われており

ますので、その部分の事業費負担ということで計算

されております。 

 それから、あと、河川環境整備促進協議会負担、

これは特に河川環境、河川の環境整備の部分の事業

協議会でございまして、これにつきましても事業費

の負担があります。ただ、上富良野町におきまして

は、河川環境事業、実績がありませんので、定額分

の８,０００円というものだけになっております。 

 次、北海道用地対策連絡協議会、これは用地買収

とかいろいろな用地対策、工事に伴う買収対策のい

ろいろな勉強会とかテキストの発行、それらの経費

負担を協議会に参加して総体の割り勘方式のような

形で支出しております。これが４万円ということに

なっております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） 治水砂防はわかりますが、

海岸というのも関係あるのでしょうか。それと、勉

強会とかいろいろおっしゃいましたけれども、これ

は行われる補助事業のその大きさによって金額の決

め方というのはどうなっているのでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（北向一博君） これは、ちょっと

若干細かい計算方式になっておりまして、例えば、

災害復旧促進協会負担でいいますと、上富良野町内

の区域内で行われている建設工事、これは公共の工

事ですけれども、上富良野町が行うもの北海道が行

うもの、それから国の機関、上富良野町域は国の機

関が直轄ではありませんので余りありませんけれど

も、それらの事業費に対して１万分の３０から１万

分の１までの率を掛けて、それぞれ事業金額により

まして一番低いところでしたら５,０００万円以下
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の場合は１万分の３０、そして、２億円を超えます

と１万分の１という率を掛けて算出します。この

５,０００万円から２,０００万円の間、またランク

分けが結構ありまして、これが事業費負担区分とい

うもので計算されております。あと、均等割という

数字がありますけれども、これを総計して出され

る。 

 たまたま災害復旧促進協会の場合、上富良野町で

実施事業がありませんので、定額分の５,０００円

のみになっております。 

 次に、北海道治水砂防の場合は事業費が、これは

砂防事業、北海道が行われている河川砂防事業、結

構多額になっておりまして、その関係で２５万９,

８００円という大きな数字になっています。計算方

式が若干違いますけれども、同じような事業費の種

別によって負担率が違うということになっていまし

て、上富良野町で行われている砂防事業でいえば、

１,０００分の０.１７０という係数を掛けた負担金

算出方法がとられています。 

 同じように、北海道河川協会用地対策について

も、同じような経費区分によって率が決まる算式が

使われておりまして、これがなかなか、それぞれ

別々なものですから、計算方式が異なるということ

で、御理解いただきたいと思います。（発言する者

あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 技術審査担当課長。 

○技術審査担当課長（松本隆二君） これは、北海

道治水砂防海岸となってございます。これが三つワ

ンセットの同盟です。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 今、この北海道治水砂防海

岸事業促進同盟という、私も前に何回か質問し資料

を取り寄せたのです。なぜ、こういう形でお金を集

めるか、いうならば、その後の使い方なのです。そ

うすると、それぞれ天下りした人たちがそれらの上

のトップのほうにいるのですよ、現実の問題。そし

て、多額の退職金が出てるのです。しかし、事業を

やるからには負担をしてくださいという地方自治体

の弱いところをあれして、我々が面倒を見てやった

から仕事が来たんだと言わんばかりの形で、そうい

う使い方をされているのは事実なのです。 

 それで、一応、資料の要求をきょうの会議でいた

します。平成１９年度の２５万９,８００円の全道

の決算報告書が当然出ていると思います。それらを

できれば議員の皆さん方に見てもらう必要があろう

と思いますので、その点、資料請求をいたしたいと

思います。委員長のほうでお計りをいただきたいと

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） わかりました。その資

料を提出いたさせます。 

 ほかにございませんか。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 建設全体についてお伺いい

たしますが、今、町のこの建設に当たっての製品の

検品や体制をチェックするとなっております。それ

は仕様書に基づいて規定の水準のものが材料として

資材として提供されているのかどうなのか。 

 ということは、やはり不良品であっては困ります

ので改めてお伺いいたしますが、仕様書に基づく資

材等のチェック体制というのはどのようにされてい

るのか、お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 技術審査担当課長。 

○技術審査担当課長（松本隆二君） まず、土木工

事、建築工事、主に２種類の工事がございますけれ

ども、それぞれ設計書には仕様書というものが添付

されてございます。その仕様書の中に上富良野でい

えば、北海道が出している共通仕様書なのですけれ

ども、それに基づいて材料、コンクリート、骨材、

生コンクリート、それぞれその規定がございます。

ＪＩＳのものを使いなさい、いろいろ大きさはこの

ぐらいのものを使いなさいという規定がございま

す。それを業者が工事をする前に承認書といって、

どのような材料を使うかということは前もって、監

督員に対して、町に対して提出して、それを町が審

査して、それはよろしいということで施行している

のが実態でございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 現状では、過去においても

そういった審査をされて仕様書に基づいて、いわゆ

る不良品があっただとか、そういうことはございま

せんか。 

○委員長（長谷川徳行君） 技術審査担当課長。 

○技術審査担当課長（松本隆二君） 今のところ、

私の記憶に残っているところでは、そういう工事は

一切ございません。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） やはりそういったものは、

きちっと今聞きましたら的確にやられている部分が

あると思いますので、引き続き、やはりきちっとし

た検査、あるいは、施工の中においての監督員にお

ける管理体制というのは十分していただきたいと思

います。答弁はいいです。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 
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○５番（米沢義英君） １６３ページの町道の維持

管理の問題についてお伺いいたします。 

 些細なことなのですが、いわゆる町道でしたら大

体幅員が決められております。幅員が決められて、

いわゆる側溝のところと道路幅のところが一定舗装

されないという状況があります。 

 というのは、町道だから５メートルかそのぐらい

なのかな、４メーターかわかりませんが、それの範

囲だから側溝間のいわゆる間が舗装できないと。だ

けども生活においては側溝が、今の路盤が軟弱なも

のですから、浮いたり下がったりして本当に大変な

状況があります。せめて生活にかかわる出入り口に

ついては、そういった部分を解消するということが

必要ではないかなと思いますが、この点は今後対処

されるのかどうなのか、お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 技術審査担当課長。 

○技術審査担当課長（松本隆二君） そういう個々

によって違うと思うのですけれども、現場を見て必

要性があればそこまで舗装したいと今後考えており

ます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 町道の維持管理の関係なの

ですが、先般、行政調査の折にも松本担当課長にも

お話をしたところですが、それぞれ住民会から町道

の維持管理等を含めて、いろいろ要望がたくさん出

てきているだろうと思います。 

 それで、順位のつけ方は非常に難しいと思います

けれども、とりあえず我々議員がそれぞれ住民会、

町内会から上がってきた町道の維持管理の要望を一

覧表をつくって配付をしていただきたいと思います

が、その点は可能でしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 技術審査担当課長。 

○技術審査担当課長（松本隆二君） 少し時間をい

ただければ、作成するのは可能だと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） その折にもちょっと時間が

かかるということのお話でしたのですが、私は、で

きれば我々議員がそれぞれの地域の中で、こういう

道路は要望が出てきていると承知をしながら、どう

あれしたらいいかということも含めて考えていくと

いうことで、特に仲通の凹凸のところ、まだ何カ所

があるのです。ですから、そういうものも含めて、

やっぱり事故の起きない前に何とかできるものは

やっていただきたいという考え方もありますので、

そういう点で時間がかかってもよろしいので、その

一覧をお願いいたしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 技術審査担当課長。 

○技術審査担当課長（松本隆二君） できるだけ早

く提出したいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れで８款の土木費についての質疑を終了いたしま

す。 

 次に、９款消防費の１８４ページから１８５ペー

ジまでの質疑を行います。 

 ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） 消防だけでないのです。先

般、南町でトランスの火災による停電が起きまし

た。あれで消防車が出動しましたけれども、原因で

あるとか、いつ復旧するのかが全然わからなかった

のです。 

 それで、非常事態対処というのですか、危機管理

能力というのか、そこら辺を町長どう考えられてい

るのか、消防だとか、総務課も関係あると思うので

す。要は、停電になっているけれども防災無線でも

流れないし、広報車で、例えば、こういう原因で、

こういう場所でトランスが火災になっているので停

電になっているのだと、復旧にこれぐらいかかりま

すよというものが全然流れないわけです。 

 やはり住民の不安を解消するというのも一つの目

的があると思うのです。非常に不安だったと思うの

です。そこら辺がこういった、たまたま停電という

事態ですけれども、その危機管理対処能力というも

のにちょっと疑問を持ったのですけれども、町長自

身が町の消防等を含めた危機対処能力をどのように

評価しているか、それをお伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） 私のほうからお答えさせ

ていただきたいと思います。 

 先般の関係については、私も総務課を通じて情報

をいただきました。当時の情報を若干、披瀝申し上

げますけれども、今、申し上げられたようなことで

停電だと、それで、住民に情報提供という観点で、

北電との情報を共有しないとできないということ

で、そういう話の中で、北電が広報活動をしている

ということで、最終的に町のほうに情報提供があっ

て、防災無線通じて広く周知してくれという要請が

結果としてなかったということで、ああいう事態、

経過がございました。 

 それでいいかどうかについては、私どもも疑問に

思いますので、と言いながら、そういう住民に何を

的確に、どうやって情報を提供したらいいかという

こともありますので、起きている事態はわかってい

ます。その後、どういう時間的な要素も含めまして

復旧するのかというのが住民の多分関心事だと私も

― 51 ―



 

思いますので、一つのケースとして、今後、ああい

う不測の事態のときに、我々が持ち合わせている情

報伝達の手段を的確に活用することで、住民の混

乱、不安を最小限に食いとめるというのも私どもの

責務でございます。 

 そういうことを北電のほうとも機会を見まして、

ぜひそういう活動を理解していただく、もしくは、

場合によってはそういう要請も行政にしていただく

という、そういうことについては今までも防災無線

の訓練について、北電とも大変緊密な関係を持って

いると思いますが、それをさらにお互い立場を乗り

越えて、どういう形でやれるのかも十分こういう機

会を通じて御相談というか、お互いが機能を発揮で

きるように努めてまいりたいなということを思って

ございますので、ちょっと感想を述べることになり

ましたけれども、そのような感じで、今私の立場で

はいるとこであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） 大げさなようで、私、大げ

さでないとは思うのです。この非常事態対処、危機

管理対処能力というものは、こういったものができ

ないで大きなことができるわけないと。こういった

ものをちゃんとできるように体制をとっておく必要

があると思います。 

 例えば、こういう停電でも何か事態が起きると、

どのような系統を持って決定をする責任者に伝達す

るか、こういった連絡網でもしっかりつくっておか

ないといけないと思うのです。停電でありますか

ら、当然、時間外といいますか、当直系統かもしれ

ません。当直系統がどのような措置をするのかとい

うのを、しっかりマニュアルをつくっておかない

と、何をやっていいかさっぱりわからないというこ

とになるかもしれないですよね。これは些細なこと

であって非常に大事なことであると思いますので、

ひとつよろしくお願いします。 

○委員長（長谷川徳行君） 答弁よろしいですね。 

○６番（今村辰義君） よろしいです。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れで９款の消防費についての質疑を終了いたしま

す。 

 説明員が交代しますので、少々お待ちくたざい。 

（説明員交代） 

○委員長（長谷川徳行君） 次に、１０款教育費の

１８６ページから２３５ページまでの質疑を行いま

す。 

 ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） ２２１ページ、教育振興課

社会教育班の多世代交流センター管理費の関係でお

尋ねをいたしたいと思います。 

 委託料で東中の多世代交流センターに施設管理業

務ということで１１万円支出をしております。た

だ、事前に配付をされました各会計歳入歳出決算審

査意見書の中で、東中多世代交流の使用、利用人員

の聴取意見の中で、教育委員会に申請された利用は

ありませんでした。住民会が、会議、懇親会行事、

老人会行事、子供会行事等に利用しており、利用人

数等は現在のところ掌握できておりませんというこ

とでございます。 

 それで、この多世代交流の条例を見ますと、基本

的に使用許可を教育委員会に出して許可をもらう

と。それから、もう一つは、それ以外の場合という

ことで、この規則に定めるほか、必要な事項は町長

が別に定めるということで、別に定めるものがどう

いうものがあるか、ちょっとお聞きをしたいのです

けれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（前田満君） ９番中村委員の御質

問にお答えしたいと思います。 

 東中多世代交流センターの町長が定めることとい

う件でございますけれども、特に、その他という案

件はそんなにございませんけれども、ただ、あると

すれば、使用の決まりですとか、そういう上での運

用上の利用形態をきちっと守っていただくための

ルールづくりはそれぞれ町長が定めるということの

中で、住民会と協議をさせていただきながら進めさ

せていただいているところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 現実に教育委員会に使用申

し込みをして経由しているケースと、それから現実

にそれでなくて、地域だけで利用しているケースが

あると思うのです。清富８０万円、東中は１１万円

出しているわけですから、ですから、先ほど委託契

約書を見ますと、東中も清富も同じで、報告という

ところがありまして、第５条、乙は業務の実施状況

及びセンターの使用状況を記載した日誌を甲が指示

するときに提出しなければならないということは、

これが特に地域の使う人たちが記録をして残してお

くということになろうかと思います。 

 それで、現実に監査を受けるときに、こういうも

のがなくて、そのまま実績がなかったということで

はなくて、教育委員会で受け付けたものはこれがあ

ります、それから地域でやったものはあるというこ

とで、当然、地域の人は日誌をつけているわけだか

ら、その提出を求めて監査を受けるという体制でな

かったら、何のために補助金を出して委託をして
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やっていくかということになろうと思うのですけれ

ども 

その点、今、清富も東中のほうも、いうなら地域の

人が利用したというものについては、利用人員は把

握をしていないのでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（前田満君） 日誌等については当

然、今、委員御指摘のとおり、契約書のとおり教育

委員会に報告するという形の中で進めてきておりま

すので、日誌については提出していただいておりま

す。その中で、当然、監査実施の折に利用人員が

ちょっと把握できなかった部分があったということ

で、後ほどということでまた集計等をさせていただ

いてございます。 

 その中で、まず、東中の多世代交流センターにお

いては、睦会ですとか地域が使用する以外の利用に

ついては、まずないことが確認されてございます。

地域で利用した人数については日誌等についてから

一応積み上げをして、今、利用者数は把握している

ところであります。 

 済みません、それから、東中の多世代交流セン

ターにつきましては、年間１２２回の利用がありま

して、延べ人員でございますけれども、２,３２３

人というところで、私ども把握しているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 私は、監査を受ける段階で

それらのことが指示をされているのであれば、そう

いう資料をそろえて、このような形で監査報告が出

されて、そして、監査委員の所見は了承ということ

の前に、ちゃんと僕はやっていただかないと格好悪

いのではないかという気がするのです。それで、岩

田委員や岩崎委員にも聞いたら、それはもう使って

いますよと、ちゃんと日誌にも書いてありますとい

うことでお聞きをしましたので、なお、そういう感

じをぴしっとしていただきたいということで、終わ

ります。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（前田満君） 私どもも十分反省し

まして、今後においては、当然、日誌の提出も含め

て提出に合わせて人数把握、利用者数の把握等につ

いては今後努めてまいりたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） １０和田委員。 

○１０番（和田昭彦君） ２１５ページの文化振興

対策費の自主企画芸術鑑賞事業補助についてですけ

れども、これもたしか予算委員会でもちょっと発言

させてもらったのですけれども、１８年度が５０万

円ちょっとの額だったと思いますけれども、今回１

７万５,０００円ということ、そして、ことしは１

０万円しか予算をとっていなかったわけなので、自

主企画する団体がなかったということで削られたと

いうことだったのですけれども、ことし少ない予算

の中で分け合って、ちょっと十分でないのですけれ

ども自主企画をしてるのですけれども、次年度に向

けて少しやっぱり余裕持った予算をとっていただき

たいということを要望したいのです。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（前田満君） １０番和田委員の御

質問にお答えしたいと思います。 

 自主企画芸術鑑賞事業についてでございますけれ

ども、平成１８年度においては年４回の事業を実施

してございました。１９年度におきましては、２回

という形で今回支出をさせていただいてございま

す。 

 なお、今年度の予算については、今のところ１回

分という形の中で、自主企画の予算をさせていただ

いてございます。あくまで自主企画事業でございま

すので、当然、教育委員会、あるいは町のほうから

事業を企画してということではなくて、あくまで、

それぞれの団体、あるいは、それぞれの愛好家等が

みずから企画をしていただくことを私どものほうは

切に望んでいるのですけれども、だんだん件数が少

なくなってきているということも現実でありますの

で、御理解を賜りたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） １０和田委員。 

○１０番（和田昭彦君） 今、もう一つ自主企画に

取り組んでいるところで、予算の請求のお願いにあ

がるかと思いますけれども、今回、２０年度は１０

万円しかないということで、もっと事業を企画しよ

うかという希望といいますか意見もあったのですけ

れども、限られた予算しかないということで、中止

というか、できなかったということもありますの

で、１０万円という予算ではなくて、来年度に向け

てもう少し余裕を持った予算計上をしていただきた

いということなのです。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（前田満君） 今、１０番和田委員

の御質問にお答えしたいと思います。 

 今年度については、和田委員御指摘のとおり、１

０万円という予算の中で運営をさせていただく予定

を進めてございます。 

 ただ、今、来年度にということでございますけれ

ども、当然また、愛好者、あるいは各団体とも協議

をさせていただいて、状況等を踏まえた中で、また

再度、自主企画事業の予算化については検討を進め

てまいりたいと思いますので、またよろしくお願い
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します。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 教育長の交際費の関係でお

尋ねいたしたいと思います。いただいた資料の４５

ページでございます。 

 まず一つは、町長の交際費等も見ましたのです

が、香典等を含めてこれらは氏名を消すということ

で代替措置をされていると思うのですけれども、今

回のを見ますと、ナンバー２７のところがそのまま

個人の名前が入っているということで、これは消し

漏れだろうと思いますが、それで、例えば、私が感

じたのは、ナンバー１の上川管内教育委員会連合

会、教育長部会負担金というのがあるのです。これ

は、ナンバー１、ナンバー６、ナンバー２５、最後

はナンバー２９は懇談会となっているのですが、こ

れらは一応どういう性格の会議なのか、ちょっとお

尋ねをいたしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（前田満君） 今、９番中村委員の

御質問にお答えしたいと思います。 

 まず、教育委員会連合会の教育長部会の負担金と

いう関係で、前段で２７番、名前の消し忘れについ

ては私どもの消し忘れということで、大変申しわけ

ございません。今後気をつけていきたいと思いま

す。 

 それから、次に、教育長部会の負担金の関係でご

ざいますけれども、上川管内の教育委員会連合会に

つきましては、教育委員長の部会、それから教育長

の部会、それぞれ教育委員さんの連合会を持ってい

る中で構成されてございます。 

 なお、教育長部会におきましては、それぞれの情

報交換、国の教育三法の関連ですとか、その中での

教職員評価、あるいは、学校評価、対関係団体対応

の仕方、それから学力テストの対応の仕方等々の情

報交換等が主な議題になってきてございます。 

 そういう形の中で、ある程度回数が多くなってき

ているのも事実でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 今後もそうしたら、こうい

う形で交際費の中で支出をして、というのは、５,

０００円、５,０００円、５,０００円ということ

で、平成１８年度も５回、平成１７年度は６回ある

のです。だから、その後、終わった後、懇親会等を

やるのかなと。それで、現実にこの教育長の交際費

の支出基準の中には、これらのことは何も触れてい

ないのです。これで最後の注の４に、文面でちょっ

と書いてあるので、これを摘要して出しているのか

なということでございますけれども、一つは、情報

交換等も含めてということですから、これはある面

で必要な会議だろうと思いますけれども、その点

で、交際費で出すのが適切なのか、もしくは別な形

でそういうことで出す手だてがあるのかということ

で、これはそうしたら、これに基づいた出張旅費等

は当然ついていくわけでしょう。そうすると、交際

費でなくて別の形のほうが僕はいいのかなという感

じは受けたのですけれども、その点どうでしょう

か。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（前田満君） ９番中村委員の御質

問にお答えしたいと思いますが、教育長会議等にお

ける会費等の関係でございます。 

 当然、出張の中で、本来、会議負担金ということ

であれば、１９節の負担金補助金等になります。た

だ、こういう部分の中では、逆に私どものほうでは

社会教育委員の会議等においては、１９年度におい

ては会議負担金という形で予算化をさせていただい

て支出をさせていただいておりますけれども、今

後、２０年度におきましては、すべてそういう会議

負担金等々につきましても、交際費の中で支出をす

るという意思統一を含めて、あっちで出しこっちで

出しというわけではなくて、きちっとした窓口一本

化した形で、今、会議負担金等についても交際費で

支出するように進めさせていただいております。 

○委員長（長谷川徳行君） １０番和田委員。 

○１０番（和田昭彦君） 文化振興対策でもう１

点、提出いただいた資料２３の６６番、文化振興対

策で文化祭の事業についての評価がされているわけ

なのですけれども、ここで必要性、効率性、公平性

がＡときて、評価がＢとなっておりますのですけれ

ども、この辺がどういうことでやったかお聞かせ願

いたいのと、それとその前の町民芸術劇場の事業に

ついて、これはオールＢということで、学校現場で

の受けとめ方、考え方などを把握し、次年度で評価

するということになっています。 

 上富良野町は子供たちにとって、生の舞台とか演

奏とかを鑑賞する機会がほかの町に比べて少ないと

僕は思っていますので、この町民芸術鑑賞事業は大

変重要な事業ではないかなと思っているのですけれ

ども、その辺ちょっと評価が低いので、どのような

話し合いがなされたか、ちょっとお聞かせ願いたい

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（前田満君） １０番和田委員の御

質問にお答えしたいと思います。 

 まず、この事業評価の関係でございます。当然、

評価の中にはＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄという形の中で評価基

準として出されてございます。 
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 ただ、１点、まず最初、文化祭事業においてでご

ざいます。当然、必要性、効率性、それから公平

性、その部分については、当然、大変重要で、これ

は私ども事業課の担当課の評価としてでございます

けれども、その中でも必要でございます。 

 ただ、今後の評価のＢにしている理由づけとして

は、当然まだ事業内容等がすべてこれが完璧ではな

いと、まだもっと事業内容について、もっと効率的

なもの、もっと有効的なもの、そういうものも常日

ごろから、そういう発展性を含めて期待をしていく

意味でＢをしてございます。Ａですべて終わりだと

いうことではなくて、次の進展性を含めてＡとい

う、それで２次評価の中で政策調整会議の中で、す

べてＡという形の評価をしていただいてございま

す。 

 なお、町民芸術劇場におきましては、Ｂにした理

由としましては、当然、それぞれの芸術劇場、小学

生を対象、あるいは幼児を対象、それから中学生を

対象、高校生を対象という、その中で進めてきてご

ざいますけれども、いかんせん、そういう中で高校

生の部分をちょっと除外をしたりしてきております

ので、そういうことも含めてＢ評価をさせていただ

いたということでございます。 

 ただ、２次評価の中で評価をしてないのは、当

然、町としては必要な部分があるので、あえてこれ

を評価するまでもなく事業を実施していくというこ

とも含めて、考え方をもう一度確立した中で、次年

度に評価をするというふうな形をいただいてござい

ます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） ２１３ページの放課後こど

もプラン事業、これにつきまして、ちょっとお尋ね

したいと思います。 

 今、この児童クラブ、それから放課後スクール、

一緒のところを使っているということで、非常に手

狭でひしめき合っております。土曜日は、公民館を

使っているわけですけれども、これについては、ど

うなのでしょうか、どこかほかの場所、７３６人の

方が利用しているわけなのですけれども、一緒の場

所、片一方でドッジボールをやっている、片一方で

本を読んでいる、非常に何か、私は１回行ってみた

のですけれども、大変だなと思っておりますけれど

も、ほかの場所というのは考えられないのかどう

か、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（前田満君） それでは、２番村上

委員の放課後こどもプラン事業に関しての御質問に

お答えさせていただきます。 

 今、委員御指摘のとおり、場所等についてはそれ

ぞれ、上富良野小学校においては体育館の２階の部

分、あるいは、西小学校におきましては特別教室を

利用してそれぞれ放課後プランをしています。それ

から、東中、江幌小学校におきましては、週１回の

形で放課後スクールという形で事業をさせていただ

いております。 

 ただ、委員御指摘のとおり、当然、西小学校、そ

れから上富良野小学校におきましては、登録人数が

それこそ我々の想像を超えた形の中で実は登録人数

が大変多くなってきた。 

 ただ、放課後プランの大原則を申し上げますと、

大原則がすべてではないのですけれども、基本的に

は学校の空きスペースを利用した中でこの事業を推

進していくという大原則を持ちながら我々も進めさ

せていただいております。 

 こうした中で、各学校においてもそれぞれ授業に

支障のない範囲、あるいは、放課後のクラブ活動、

部活動等に支障のない限りの中で、学校のほうから

も譲っていただくような形をとりながら今進めてお

ります。 

 ただ、委員御指摘のとおり、本当に人数が多い中

では、ちょっと手狭な部分も正直言ってございま

す。それから、ほかのスポーツ少年団の活動とか等

ともぶつかり合いながらこの事業を進めてきており

ます。 

 そのような中で、年度途中ではありますけれど

も、今年度も土曜、それから日曜日につきまして

は、場所をちょっと学校から変えて、今、公民館で

土日については対応できるような形をとり、さら

に、西小学校の児童、それから上富良野小学校の児

童についても、お互い違う学校でも交流をできるこ

とも含めて、今、公民館で事業を進めてきておりま

すが、これについては、大変好評を得ているところ

でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） いろいろ現況をよく承知し

てくださっておりますけれども、公民館ですね、和

室が全然余り今使われてないのです。今、土曜日に

使っているところは、あそこの場所はいいと思うの

ですけれども、横の和室のところは余り使用がない

ものですから、場所としたらあそこら辺がどうなの

かなという感じがしているのですけれども、そう

いったことでひとつ検討のほどをよろしくお願いし

たいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（前田満君） ２番村上委員の御質

問にお答えしたいと思います。 
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 公民館の利用につきましても、基本的には他の公

民館の利用者に迷惑のかからないような、それか

ら、委員御存じのように下は図書館でございます。

そういう意味も含めたときに、当然、本来の目的を

失わないような形で、この事業がまたそういう利用

できる部屋はできる限り利用した形の中で進めてい

ければなと思っておりますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

（「関連」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） この事業評価の中で、効果

も高く持続的な可能な事業で、今後、十分整備が必

要だということと、コーディネーターとサポーター

など指導委員体制のあり方を大幅に見直しが必要と

いうふうに書かれておりますが、具体的にはどうい

うことを指しているのか、お伺いしておきたいと思

います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（前田満君） ５番米沢委員の御質

問にお答えしたいと思います。 

 放課後プランの事業評価の関連でございますけれ

ども、特にこの効率性のところは、一次評価におい

ては我々担当所管課が評価をしている形の中では、

すべてＡという評価をさせていただいてございま

す。 

 ただ、２次評価の中で、効率性の部分でＢ評価が

出てございます。そのような中で、指示事項等の中

にも書いてございますけれども、コーディネー

ター、それから指導員等々について、なかかな報酬

を含めて今お手伝いをいただいているということで

ございますけれども、さらにこのお手伝いしていた

だける方の拡大も含めて、今後、指導員等のあり方

についてもう少し拡大して、さらに人数も確保でき

るような方法を今後とっていくべきであるというこ

とも御支持をいただいた中でのＢ評価という形で、

効率性の部分についてはまたさらに改善していく必

要があるということで我々はとらえております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） この事業は、学童保育、あ

るいは放課後児童という形の中で一つになりまし

た。 

 そういうものが今の手狭になっているという背景

的にはそうなのです。だけれども、これは大切なこ

とですから、当初からこういうことが起こり得る

と、一つになった場合、そういうことがまさにそう

いうふうになっているのですが、しかし、やっぱり

指導員の方の苦労だとか、やっぱりこれから指導員

の方も一定年齢に達しておりますので、自動的にそ

ういうことを考えれば、指導員の確保というのは本

当に大変なことだと思いますので、賃金体系も含め

て考え等はどうなのかという点と、それと、やはり

保護者にとっては非常に高い評価を得ております。

やはり働くお母さんにとっては、ああいう事業があ

ることによって本当に助かるという、やはり言葉が

評価がされておりますので、こういう評価も含めて

もっとそういう親の保護者の心に沿った運営のあり

方や指導員の確保というのが一層求められてきてい

ると思いますので、これらの点について改めてお伺

いしておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（前田満君） ５番米沢委員の御質

問にお答えさせていただきます。 

 今、委員御指摘のとおり、本当に保護者の方にも

当然感謝をいただいておりますし、そういう形の中

で、本当に私どももまだ指導員が十分な配置という

ふうには考えてございません。 

 ただ、もちろん指導者の中にも高齢者の方もい

らっしゃいますし、本当はもっと若年層の方も参加

をしていただけるような体制がとれればなという期

待は常にしているのですけれども、なかなか人材が

集まってこないというのが今現状でございます。 

 そうした中で、特に、ボランティアの活用だとか

も含めて、今後さらに検討を進めてまいりたいと

思っております。よろしくお願いします。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） ページ、２２１ページ、成

果報告書の４９ページ、図書の購入費というところ

なのですけれども、１８年度から１９年度に際して

約半額になってますよね。まず、この理由からお聞

きしたいなというふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 社会教育班主幹。 

○社会教育班主幹（菊池哲雄君） 今村委員の御質

問にお答えいたします。 

 一昨年よりも図書の購入費が削減といいますか減

少しているのは、一昨年、図書館の開館ということ

もございまして、そのときに多く予算を配置したと

ころがございます。 

 昨年度につきましては、その予算を平常どおりの

予算のほうに戻したという経過でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） わかりました。 

 あと、寄贈もあるのですけれども、新書購入に際

して、どういった基準でもって買っているのか、例

えば、思想だとか、あるいは出版社だとか、そう

いったものを何か基準にして均等割になるようにし

ているのか、例えば、思想的には右とか左とかあり

ますよね、そういったものを考慮の中に入れている
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のかどうか、まず確認したいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 社会教育班主幹。 

○社会教育班主幹（菊池哲雄君） 今村委員の御質

問にお答えいたします。 

 図書の購入に当たりましては、上富良野町の図書

館の現状からいきまして、一般書が主になっており

ます。通常の文学書といいますか、一般書が主に

なっておりまして、特に思想等を多く含むような書

物についてはなかなか購入できないところもありま

すので、今村委員の言われた右とか左とかというこ

には余り左右されない、ほぼベストセラーに近いよ

うな状態、一般の方に読みやすいような本を中心に

購入しているとこでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） 特に考えないで購入してい

ると、どうなのですかね、例えば出版社だとか新聞

社だとか、どういう出版社がどういう思想を持って

いるかというのは大体押さえてはおられるのです

か。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（前田満君） ６番今村委員の御質

問にお答えしたいと思いますが、図書購入に当たっ

ての考え方については、先ほど主幹のほうから御説

明をさせていただきました。 

 ただ、今、出版社の思想、あるいは、発行者の思

想等々については、実は私どものほうでは一切把握

していない状況にあります。あくまで本の購入につ

いては、そういう出版社名にこだわるとかでなく

て、あくまでその書物の内容、ベストセラーですと

か、そういうものの内容で購入をさせていただいて

おります。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） 私、金曜日、膨大な資料だ

ということで、新書購入の資料を私だけいただいた

のですけれども、全部もちろん読んではいないし、

どういうチェックをしたかというと、出版社だと

か、あるいは新聞社も結構本を発行していますの

で、どういう新聞社のがあるかとチェックしたので

す。 

 偶然かもしれませんけれども、例えば、ある新聞

社は１０冊、要するに、本の種類は１０買っていま

すよね、ある出版社は２冊買っていると、残りの、

言ってもいいと思うのですよね、今のはレフト寄り

ですよ、右よりの新聞社であるところの２社につい

ては１冊もないです。これは、ただの偶然の一致な

のかどうか。そこをお聞きしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 社会教育班主幹。 

○社会教育班主幹（菊池哲雄君） 今村委員の御指

摘がありました新聞社等の冊数の関係でございます

けれども、特に新聞社とか出版社に応じて購入に対

して意図を持って購入したことはございません。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） わかりました。非常に安心

をしているところです。 

 私は、反面教師になるためにも、いろいろな出版

社の本が平等にあったほういいだろうと、偏っては

いけないと思います。例えば新聞社、日本人という

のは、まだまだ活字を読む民族でありますから、例

えば、某新聞社が主力をなしてる県であれば、大体

そこはやっぱりその新聞の考え方というのは染まっ

ていくのですよね。それと同じように、公共の機関

である図書館に偏った思想のものを置き過ぎると、

どうしてもやっぱりそうなってくる可能性がありま

すよね。 

 今は、いろいろな本を売っているところがいっぱ

いありますから、図書館だけを頼りにしている人は

余りいないかもしれませんけれども、そうならない

ようにやっぱり努める必要があると思うのです。そ

のように考えています。 

 これは去年も言ったのですけれども、もうずっと

中国の時代の秦の時代ですよね、焚書坑儒事件とい

うのがありましたよね。非常に暴力ですよね。自分

の主義に合わない儒教学者を全員穴埋めしたり、自

分の主義に合わない本を全部燃やしてしまったわけ

ですよね。この平成の民主主義の日本の世の中にお

いて、そういうのはあってはいけないというふうに

私は思うのですよね。 

 ぜひ、いろいろな出版社のこの出版社はどういう

思想を持っているのか、反日的なのかどうなのか、

そういったものをいろいろやっぱり調べて、均等に

置くとかというふうにしていかないと私はいけない

なと思っていますので、今後の図書購入の要領とい

うのですか、図書購入に当たっての考え方というも

のがもしあれば、また教えていただきたいなと思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（前田満君） ６番今村委員の御質

問にお答えさせていただきますが、図書購入に当た

りましては、先ほども御答弁させていただきました

ように、思想ですとか、そういう部分については全

く我々も意識をしない中で、当然、ただ利用者のリ

クエストですとか、あるいは希望ですとか、そうい

うものも含めながら購入に至っている経過がござい

ます。 

 そうした中で、今後、我々もそういう出版社の傾

向的なものも含めて勉強しながら、購入に努めてま

いりたいと思います。 
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○委員長（長谷川徳行君） ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） もう一つだけ、この新書購

入は、教育長とか課長ではないと思うのですけれど

も、だれが決定権を持って、印鑑を押して買ってい

るか、そこを教えていただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（前田満君） 当然、図書の購入に

当たりましても教育費の執行でございます。この執

行に当たりましては、最高責任者につきましては教

育長でございます。そうした中で、専決事項だとか

の中で私どもで専決で終わる場合、あるいは主幹で

終わる場合、あるいは教育長まで決裁をいただいて

それぞれ決定をしていくというふうな、今の財務規

則にのっとった中で購入をさせていただいておりま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） もう一つ、寄贈の蔵書とい

いますか、ありますよね。これは寄贈されたものを

全部閲覧させているのか、そこからまたピックアッ

プしているのか、そこを教えてください。 

○委員長（長谷川徳行君） 社会教育班主幹。 

○社会教育班主幹（菊池哲雄君） 今村委員の御質

問にお答えします。 

 御寄贈いただいた本につきましては、重複してい

るものですとか、既に古くなった本等で処分しても

構わないというふうに寄贈者のほうから承諾を受け

たものについては処分させてもらっております。そ

れ以外のものについては、できるだけ多く皆さんに

読んでいただきたいということで、図書館のほうに

収蔵させていただいております。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番渡部委員。 

○１１番（渡部洋己君） 学校給食のことでちょっ

とお聞きしたいと思います。 

 資料の２６番のアレルギーの代替食、これが１８

年は６３人中２５名対応で、１９年度は８名ふえて

いるのです。これは、ことしもまたさらにふえてい

るのか、年々ふえてきているのか、そこら辺を

ちょっと教えてほしいと思います。 

 それと、代替食なのですけれども、そのメニュー

というのは、アレルギーに対応している人は全員が

同じものなのか、それとも個人ごとに食材が違うの

か、そこら辺も教えていただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（前田満君） １１番渡部委員の御

質問にお答えしたいと思いますが、まず、アレル

ギーの対応の子供についての対応策でございますけ

れども、まず１８年、１９年で、今、委員御指摘の

とおり比較した中は８名ふえてございます。今後、

ことしについてはちょっと申しわけございません、

また何人が対象になっているかは私どもは把握して

はございません。ただ、傾向としている中では、

徐々にふえつつあるのかなという認識の中で、それ

ぞれ、当然、親御さんの御意見も聞きながら、アレ

ルギーの対応に図っているところでございます。 

 当然メニューの内容につきましても、それぞれア

レルギー自体がさまざまなアレルギーがございま

す。例えば、そばのアレルギー、小麦のアレル

ギー、それから牛乳へのアレルギー、あるいは本当

に米に対するアレルギーまである子もいますし、そ

ういう形の中で、できる限り個々に合った対応を進

めさせていただいております。 

 例えば、牛乳であればアレルギーのある子につき

ましては豆乳を使ってみたり、いろいろなそういう

対応を含めながら個々に対応させていただいている

ということで、御理解いただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番渡部委員。 

○１１番（渡部洋己君） 間違ったりして事故やな

んかはないものですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（前田満君） 私が教育委員会に

行って３年目になるのですけれども、現在、今のと

ころはそういうアレルギーの事故があったという報

告は受けておりません。 

（「関連」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） １０番和田委員。 

○１０番（和田昭彦君） 成果報告書の５１ペー

ジ、社会教育体育施設利用実績についてなのですけ

れども、公民館の利用はふえているのですけれど

も、そのほかの施設、西小がふえていますけれど

も、それ以外はかなり減っているのですけれども、

この原因とか傾向というものをつかんでおられる

か、それと、ことしはまだ半年しか経過しておりま

せんけれども、その傾向はどうなのか、ちょっとお

聞かせ願いたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（前田満君） １０番和田委員の御

質問にお答えしたいと思いますが、傾向、あくまで

これは数字の話でございますが、基本的に、今、和

田委員が御指摘のとおり、少なくなってきているの

が現状かと思っております。 

 ただ、私どものほうで、少なくなった原因、それ

から、なぜ少なくなったのか、正直言って私ども把

握していない状況にございます。ただ、なかなかこ

れにつきましても、さまざまな利用形態を含めて、

夏季、冬季、それぞれございますけれども、ただ私

どもの利用調整会議やなんかを実施させていただい

てございますけれども、スケジュール的にはある程
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度埋まってございます。 

 そうした中で、各それぞれの団体等が少なく利用

したりという形にもあるのかなと、今のところでは

ありますけれども、そういう状況であるのかなとい

うことで、把握しているところであります。（「こ

としはどうですか」と発言する者あり） 

 ことしの利用調整会議においても、利用団体等に

ついては通年どおり変化は特にございません。最終

的な利用ニーズについてはまだ把握できておりませ

んので、最終的な延べ人数等については、ちょっと

今のところお答えできない状況にあります。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 成果報告書の４９ページ、

図書の蔵書の実績の関係です。 

 この数字を見ますと、前年度３万９,４５６冊、

これに購入数７９２冊、寄贈数１,１０５冊という

ことになりますと、４万１,３５３冊という数字に

なるのです。 

 しかし、この今の蔵書数からいえば、３万９,５

５４冊ということで、恐らく、文化の日等で廃棄処

分をしている本があると思うのです。それで、その

廃棄処分の数字もこの中に入れておけば数字的に合

うのかなと。それで、資料をいただいたナンバー１

７の中にもそういうことで入れていただいて、整合

性が合うような形に報告をしていただくということ

ですべきだと思うのですが、その点。 

○委員長（長谷川徳行君） 社会教育班主幹。 

○社会教育班主幹（菊池哲雄君） 中村委員の御質

問でございますけれども、蔵書実績につきまして

は、除籍数が昨年度で２,１７０冊となっておりま

す。委員御指摘のとおり、除籍数についても次年度

以降掲載するようにしていきたいと考えておりま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） １９９ページの教育振興費

についてお伺いいたします。 

 小中学校における教育振興費という形で、消耗品

等の購入等についてお伺いしたいのですが、上富良

野小学校等においては、消耗品等においては山代だ

とか上川学校協会、アサミツという形の中で、多く

はやはり町外業者から購入するという形になってお

りますが、昨年度も申し上げましたが、この点、一

向に改善されておりませんが、この点はどのように

指導されているのか、お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（前田満君） ５番米沢委員の御質

問にお答えさせていただきます。 

 それぞれ学校活動費等々によります消耗品等に関

する利用の状態でございます。委員御指摘のとお

り、当然、山代ですとか、あるいは上川学協ですと

か、それぞれ町外の業者も含めてございます。 

 ただ、基本的に、私どもも学校のほうには、同じ

値段で同じものを買うのであれば町内の業者を利用

していただくようにということでのお願いをしなが

ら運営を進めてございます。 

 ただ、学校側としても、それぞれ利便性も含めて

学校の先生方の教材の購入、もちろん、町内にない

教材もございますが、そういう形の中で学校側との

調整含めて、今後においても町内の有効利用を含め

て指導を進めてまいりたいと思っております。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 指導した割に変わっていな

いというのが現状で、ここの背景に何があるのかと

いうことなのですが、各学校に配当金という形で、

予算内ということもあったのでしょうが、Ａ学校は

上小は何ぼですよという形に、それぞれ配当されて

いるわけです。 

 そういった中で、予算が無尽蔵に使えるというの

ではありませんが、比較的利便性がきくという形の

中で、こういった感じになっているのかなと思いま

す。 

 しかし、やはり地域振興ということを考えれば、

全部が全部それぞれ地元で調達できないものもある

にしても、やはり地域振興という形を考えれば、や

はり地元をある程度利用するというのも当然配慮と

して必要だと思いますが、この点きっちり指導する

余地があるのではないかなと思いますが、お伺いい

たします。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（前田満君） ５番米沢委員の御質

問にお答えさせていただきますが、委員御指摘のと

おり、この学習活動費等におきましては、それぞれ

町の予算と同じように枠配形式を使いながら、それ

ぞれの学校に配当をさせていただいてございます。 

 そうした中で、学校側としても、まず、本当に予

算の範囲内でできるだけ有効な教材の利用を含めた

ときに、当然、価格がまず第一点になってくるのか

なと思っております。 

 ただ、そうした中で、当然、私どものほうとして

も、毎年、年度初期には事務担当者会議という形の

中で事務職員、それから、各学校の教頭等を集めて

予算編成、それから運営会議をさせていただいてお

ります。その中でも常日ごろより町内利用者の利用

の配慮、それから、当然、地域振興も含めて述べさ

せていただいております。また、毎月開かれており

ます校長会、それから教頭会におきましても、私ど

ものほうから御依頼をしながら進めておりますが、

ただ、当然、そういう事情の中でどうしても利便性
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の中で購入をしているというのが実態であると我々

も伺っております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 地域振興という形から見た

場合、仮に、１割、あるいは２割高になったとして

も、地元にお金が落ちて、それが所得になって納税

をしてくれれば、それはそれとしていいのだと思い

ます。このままいくと、全く地元に、全くとは言い

ませんが、もうこの７割、８割がやはり地方に流れ

ていくという状況になっているのではないかなと思

うのです。 

 そのことを考えたら、全く地域振興にはなってい

ないとは言いませんが、振興になっていないという

状況の方向に向かっているのではないかなと思うの

ですが、この点、教育長、見解としてお伺いしたい

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育長。 

○教育長（北川雅一君） ５番米沢委員の今の御質

問でございます。 

 私も実態的にまだ完璧に把握してございません。

今、課長が申し上げましたように、ある程度指導と

いう形にはなってくるかと思います。私も地域振興

ということについての判断というのは当然と考えて

おります。その中で少しでも地域の振興に対応でき

るように努力してまいりたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 配付をいただいた資料２６

で、学校給食会の決算報告書の関係で、お尋ねをい

たしたいと思います。 

 まず、４、その他の給食費の収納内訳です。未収

があります。食数６９３、金額１６万４,９３８円

と。内容はどうなのか、ちょっとわかりませんけれ

ども、とりあえず単純計算で西小学校、２３８円を

６９３掛けますと１６万４,９３４円になるのです

ね。それからもう一つは、上富良野中学校、２７９

円で食数６１０を掛けると１７万１９０円というこ

とで、合計で１４３円合わないのです。これ何かが

あるのか、ちょっと確認をして答弁をいただきたい

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 学校教育班主幹。 

○学校教育班主幹（藤田敏明君） ただいまの中村

委員さんの質問でございますけれども、平成１９年

度の未収の単価と総体が合わないというふうな御指

摘でございますが、これににつきましては、ちょっ

と今私ども資料持ち合わせございませんので、後ほ

ど答えさせていただきたいと思いますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） それでは、それは後ほどと

いうことで。 

 それであれば、前のページの収入の部で、給食

費、一番上のほうです、１７年、１８年度給食費、

備考の欄で２５万５,０２１円ということは、恐ら

く、未収金の部分が入ったということで判断をして

いるのですけれども、この中で２５万５,０２１円

の以外に未収金等があるのかということで、ちょっ

とこの表ではわかりませんので、もしあれば教えて

いただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 学校教育班主幹。 

○学校教育班主幹（藤田敏明君） 中村委員の収入

の部の給食費の中で、１７、１８年度の給食費２５

万５,０２１円の、これは未収でないかというふう

なことでございますけれども、これはそのとおり未

収の中の入る予測で決算に入れているものでござい

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 決算に出てるから、その分

が入ったということはわかるのです。それで、それ

以外にまだ未納があるのかどうかということでお尋

ねしたのです。これはもう満額入ったというのであ

ればよろしいのですけれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 学校教育班主幹。 

○学校教育班主幹（藤田敏明君） ただいまの中村

委員の御質問ですけれども、１７年度、１８年度の

未納につきましては、１７年度が９万３,２５６

円、それと１８年度の未納につきましては８万１,

５１２円ということでございまして、これが未納の

額となっております。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 今言われた数字の合計が２

５万５,０２１円ということではないのですね。そ

の分だけまだ残っているということですね。 

○委員長（長谷川徳行君） 学校教育班主幹。 

○学校教育班主幹（藤田敏明君） はい、そのとお

りです。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） それでは、その残った未収

金の収納方法は、どう今措置をされつつあるのか、

されているのかということで、お尋ねします。 

○委員長（長谷川徳行君） 学校教育班主幹。 

○学校教育班主幹（藤田敏明君） ただいまの中村

委員の未収の対応の方法でございますけれども、１

９年度においては３３万５,２６７円の未収がござ

います。これは５月末現在でございまして、過年度

分合わせまして５１万１,０３５円ということでご
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ざいます。これは５月までの未収でございまして、

その後収入がございます。それは２万８,０００円

ということで収入がございまして、今現在のところ

４８万３,０３５円という未収状況でございます。 

 その回収方法でございますけれども、電話による

督促等、あるいは、戸別訪問をしながら徴収に歩い

ているということでございますので、御理解いただ

きたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 私も学校給食の関係、関心

を持って見ておりましたのですが、この今入った金

額と４８万３,０３５円がまだ未収として残ってい

るということは、結構金額がふえていっているとい

う感じがするのですけれども、その点どうなので

しょう。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（前田満君） ９番中村委員の御質

問にお答えします。 

 今、中村委員御指摘のとおり、徐々にではありま

すけれども、今までは過年度分になった金額におい

ても翌年度については回収ができた状況にございま

す。今、この１７年度分から徐々にこういう形の中

で未納が、そのままの状態になってきているという

のが現状でございます。 

 そうした中で、本当に未納者も含めてどういう方

かも含めてお話も、やっぱりすべて給食費だけでは

なくて、その他の税金やなんかも含めてこの方につ

いて滞納をしている状況にあるような中で、なかな

か私どものほうも、先ほど主幹のほうから御説明を

申し上げていただきましたように、本当に夜間の戸

別訪問ですとか、さまざまな方法で納入については

御依頼を申し上げているのですけれども、いかんせ

ん、それはもう原因自体も私どものほうの状況の中

では、ただ単純に家の収入が少ないからだけではな

いような状況の中で、今対応をしているところであ

ります。 

 ただ、学校給食費の中で強制執行ができない状況

の中で、今、担当者の努力によって少しずつではあ

りますけれども、回収に向けて努力をしているとこ

ろでございますので、御理解賜りたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 私が知った範囲では２０万

円前後が大体未収で、繰り越しで出てきたなという

感じがするのですけれども、今回見ますと倍以上と

いうことなので、一つは、いろいろなテレビやマス

コミの関係で、義務教育だから食べさせてもらうの

が当たり前だというふうな風潮もある程度報道され

ている面もあるし、それから、今、課長のお話のよ

うに、その他の滞納等もある家庭がふえているとい

うことで、非常に徴収するのに苦労をされている部

面があろうかと思いますけれども、できるだけ学校

給食会の健全運営のために頑張っていただきたいと

思います。 

 次に、この資料２６の前のページに、地場産の活

用について初めて上富良野水田農業推進協議会の協

力により、上富良野産小麦「はるよこい」というよ

うなことで、実施をして非常に好評だったというよ

うな評価が出ております。 

 富良野地区学校給食センターでも、富良野地区ふ

るさと給食ということで、例えば、１０月１４日は

背割りパン、牛乳、樹海中農園のカボチャ、１０月

１５日は、平原さん、東小５年カレー、牛乳、富良

野の牛乳、富良野のカレンジャー娘だとかというこ

とで、こういう形で非常に富良野も第５回を迎え

て、１カ月かけてふるさと、富良野沿線で採れたも

のを使ってるということで、非常に好評だというこ

とでございます。 

 したがって、これらの関係について、特に給食の

メニューの中に別枠でこういうことを書いた形で入

れているのかどうか、単純に何々ということであれ

しているのか、その点ちょっとお伺いしたと思うの

ですが。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（前田満君） 給食メニューの表示

の仕方の御質問かと思いますけれども、私どものほ

うと給食センターにおいては、各学校においては、

まだ原材料の、例えば購入者、要するに生産者の名

前だとか、そういうところまでは実は至っておりま

せん。 

 ただ、委員も御承知かと思いますけれども、地元

の野菜、それから地元の米、それから地元の小麦で

はないですけれども北海道産の小麦だとか、そうい

地場物を使う努力も十分させていただいてございま

す。 

 そうした中で、今後の表示の仕方については、ま

た担当とも協議をさせていただいて、できる限り上

富良野町のものが使われているのだよというのを、

逆に子供たちのほうに知らせるような方法もとれれ

ばなと思っておりますので、また検討させていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 今、課長がおっしゃるよう

に、できるだけ地産地消、それから安全安心な給食

ということで、特に上富良野産の小麦、はるよこい

を使ったラーメンだとかというようことの頭出しを

した形の、やはり給食メニューカレンダー等を出し

ていただいて、できるだけやっぱり地元産でこう
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やっていいものがあるのだということが保護者も理

解できるような方法を考える形で、富良野地区学校

給食センターでもそういうことをやっているという

ことで、それぞれ占冠から届いた山菜うどんだとか

いろいろな項目で書いてありますので、できるだけ

そういうものを参考にし、将来は来年４月から学校

給食が一元化広域連合になると思いますけれども、

そういう中でもやはり上富良野産を使うような形を

含めて、なお保護者にも理解をいただく、それから

食べる児童生徒にも、これは上富良野のものか、こ

この農家のあれだなとかというような形を、やっぱ

り身近に感じるような施策を考えていただきたいと

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 答弁よろしいですか。 

○９番（中村有秀君） よろしいです。 

○委員長（長谷川徳行君） お諮りいたします。 

 本日の会議時間は、議事が５時３０分以降に及ぶ

ことが考えられますので、あらかじめ延長いたした

いと思います。 

 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、本日の会議時間をあらかじめ延長するこ

とに決しました。 

 ほかに質問ありませんか。 

 ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） １７ページ。公民館、一般

管理費、これは、ここのところ、また負担金でござ

いますけれども、北海道公民館協会の負担３万８,

５００円、それから、北海道公民館協会上川支部負

担５,０００円、これのところは統合ということは

できないのでしょうか。それと、加入していること

の必要性についてお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 社会教育班主幹。 

○社会教育班主幹（菊池哲雄君） ２番村上委員の

御質問にお答えいたします。 

 公民館協会の負担金の件でございますけれども、

北海道公民館協会がございまして、その下部組織に

上川支部がございます。全道の公民館で組織してお

ります協会ですけれども、そちらのほうは、全道の

公民館の研修ですとか、公民館に関する情報の提供

ですとか、そのようなことをいただいて協会に加盟

しているところでございます。 

 同じく、北海道の公民館協会の上川支部でござい

ますけれども、こちらの協会のほうは、道の公民館

協会のほうから助成金を受けまして、実際に私たち

公民館に勤務する者の研修ですとか、公民館の運営

委員さん等の研修会等の開催をしてございます。 

 会費については、５,０００円ということになっ

ておりますけれども、北海道公民館協会のほうから

交付金が参りますので、上川管内で実施していると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） 北海道公民館協会ですけれ

ども、研修会をしておられるということなのです

が、どこにあるのですか、札幌ですか。それで、研

修会は何回ぐらいしていらっしゃるのでしょうか、

ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 社会教育班主幹。 

○社会教育班主幹（菊池哲雄君） ２番村上委員の

御質問にお答えいたします。 

 研修会についてでございますけれども、全道の研

修会につきましては、札幌市等で以前開催されてお

りました。近年、なかなかこの旅費等の支出が難し

いということで、札幌開催ができなくなりまして、

現在、北海道を３地区に分けまして公民館協会の研

修をしているところでございます。 

 今年度は、中富良野町で開催されることになり、

来月になりますけれども、研修会を実施するように

なってございます。 

 あと、それ以外にも公民館運営審議会委員の研修

会につきまして、管内大会でございますけれども、

先月９月に占冠村で開催されてございます。その

前、一昨年になりますけれども、１９年度について

は、士別市で全道大会を開催しているようなところ

でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 事業成果のこの調書の中

で、清富小学校跡の多世代交流センターという形

で、利用者数が１,０４６人という形になっており

ます。教育委員会のほうでは、この清富小学校の跡

地利用という形で、具体的な活用の方向性として

は、まだ示せていないという状況になっているので

はないかなと思います。 

 もう廃校になってから２年ぐらいになると思いま

すが、そうすると、この時点において、そういう交

流センター的なものにするのであれば、内装だとか

を含めてきっちりとした対応をしなければなりませ

んが、この点どういう考え方なのか、お伺いいたし

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（前田満君） ５番米沢委員の清富

多世代交流センターの今後の見通しも含めてござい

ますけれども、御質問にお答えしたいと思います。 

 委員御承知のとおり、多世代交流センターという
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名の中で、今、社会教育施設として利用をいただい

てございます。利用内容につきましては委員も御承

知のとおり、中学生吹奏楽部の合宿ですとか、ある

いは、自衛隊さんの銃剣道の練習等に使っていただ

き、その他につきましては、当然、清富の住民会の

方々にも利用をしていただいているところでござい

ます。 

 そうした中で、今後の見通しが今のところ、当

然、企業ですとか、あるいは補助金返還のないよう

な跡利用等につきましても町の担当部局とも、今、

協議をさせていただいている最中でございますけれ

ども、現在のところはなかなか、そういう相手が

あっての社会でございますので、見つかっていない

という状況にございます。 

 こうした中で、今後についてもまた再度、町のほ

うと協議をさせていただいた上で、また多世代交流

センターの今後の将来的なあり方等についても、今

後協議を進めてまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） そうしますと、これは大体

いつごろまでにそういった方向性という形で位置づ

けされるのか、全く内装を変えないでお金がかかる

からこのままいくのか、きっちりとした方針という

のは持たなければならないのだろうと思いますが、

この点お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（前田満君） 今後の見通しも含め

て、時期的な話については、まだ私どものほうも町

部局とも協議をさせていただいてございません。そ

ういう形の中で、今後の活用、将来的な見通しも含

めて、必要な部分についても今後の協議をさせてい

ただくということで、明確な時期を今お答えできな

いということを御了承していただければと思ってお

ります。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 学校給食の問題でお伺いい

たしますが、今いろいろな、中国製の餃子から始

まって、汚染米がつなぎという形で焼き卵等に混入

されていたという問題があります。 

 そういった種の問題というのは、なかなか状況が

把握でき得ないという状況もありまして、何にどう

いうものが入っているのかということになって、加

工してしまえば、やはりそれすらわからないとい

う、今本当に食の安全という点では、改めて食の安

全というものが浮き彫りになったのだろうと思いま

すが、この点、今後こういったものが混入されな

い、入っていない食材を求めるという点での、点検

といっても大変だろうと思うのですが、その点、事

前にそういうものをやっぱり調べられるような体制

ができるのかどうなのかというのは非常に重要だと

思いますが、この点。 

 さらに、今後こういうものに対する安全の食材と

いう点では、焼き卵等以外は使われてないというこ

とでありますが、この点、確認しておきたいという

ふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（前田満君） ５番米沢委員の御質

問にお答えさせていただきますが、今、委員御指摘

の厚焼き卵の関連でございますけれども、既に前定

例会のとき以来、それぞれ御報告をさせていただい

ておりますが、その中で当然、厚焼き卵については

６回使われているという御報告をさせていただきま

した。 

 ただ、この中でさらに確認した結果、１回、平成

１７年の２月１５日の賞味期限の卵焼きについては

いまだ使用した可能性があるという形の中で、全面

大丈夫ですよという形の中では私どもお知らせをし

ていない状況にあります。 

 ただ、この時には９６０個材料を使っていたので

すけれども、その中の割合としては９６０のうち、

当該する品目、それからもう一種類、賞味期限が違

う卵を使ってございます。そういう形の中では

ちょっと割合的なものが現実に把握できない状況に

ございます。 

 ただ、こうした中でも、以前にも御説明をさせて

いただきましたけれども、今、現時点においても、

健康被害ですとかそういうものが私どものほうには

連絡が入っておりません。 

 委員御指摘のとおり、今後、こういう食材の使用

に当たってでございますけれども、当然、私どもの

ほうで検査機能を持っているわけではございませ

ん。 

 そうした中では、納入業者との連携の中で、使用

材料のチェックですとかについて今後検討していか

なければならないということで、今準備を進めてい

るところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） やはり今後、広域化になれ

ばなるほど大きく、身近な食材の提供をしていて

も、購入していてもこのような状態ですから、さら

に広域化になるということになれば、いろいろな不

安材料があります。だけれども、そういったものは

きちっと管理されるという前提で、お互い信用しな

がら運営をされておりますので、こういう問題につ

いても、今後、十分体制とっていただきたいと思い
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ます。 

 次にお伺いしたいのは、学校給食における栄養管

理指導員の給食の法が変わりまして、学校給食の食

育推進計画の中身で、やっぱり学校給食におけるあ

り方というのは、学校教育の中できっちり位置づけ

るという形になって、管理栄養士の方が月何回かと

いう形で指導に学校に赴いて話されているというふ

うに思いますが、その実態等についてお伺いしてお

きたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 学校教育班主幹。 

○学校教育班主幹（藤田敏明君） ただいまの米沢

委員の御質問にお答えしたいと思います。 

 栄養士の指導の状況でございますけれども、昨年

ベースで西小さんに年１２回、給食指導ということ

でうちの管理栄養士が出向いて食育等の説明並びに

給食等をとってございます。 

 さらに、今年におきましては、江幌小に２回ほど

給食指導ということで訪問させていただいておりま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 学校側との連携というのは

スムーズになされいるのかどうなのか。学校教育と

いいながら、その時間を割いて入るということにな

ると、なかなか難しいという声も聞かれております

ので、学校現場と本当に管理栄養士との関係がき

ちっと保たれるべきなのかなと。学校現場として

は、当然、勉強のほうもありますので、いろいろと

大変な部分もあると思いますが、なるべくそういっ

たものをきちっと定着させるためにも、やっぱり今

後のあり方という点で、課題と問題点があるのでは

ないかなと思いますが、この点を伺っておきたいと

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 学校教育班主幹。 

○学校教育班主幹（藤田敏明君） ただいまの米沢

委員の御質問にお答えしたいと思います。 

 御指摘のように、確かに学校サイドと管理栄養士

の連携がかなり必要かなと思っています。 

 今、西小の件で申しますと、西小の学校だよりも

調整しながら、その学校だよりに載せながら月１回

連携をとりながら栄養指導をしているいうような実

態でございますので、御理解賜りたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れで、１０款教育費についての質疑を終了いたしま

す。 

 お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度として、延会にいたしたい

と思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 御異議なしと認めま

す。 

 本日は、これにて延会とすることに決定いたしま

した。 

 本日は、これにて延会といたします。 

 今後の予定につき、事務局長から説明いたさせま

す。 

 事務局長。 

○事務局長（中田繁利君） 御説明申し上げます。 

 本日の予定の日程が延会となりましたので、明日

１０月１５日も引き続き平成１９年度上富良野町各

会計歳入歳出決算の一般会計１１款公債費からの質

疑を継続していただくことになります。 

 明日は、本委員会の３日目で開会は午前９時でご

ざいます。定刻までに御参集くださいますようお願

い申し上げます。 

 以上です。 

午後 ５時４０分 延会  
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平成２０年上富良野町決算特別委員会会議録（第３号） 
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─────────────────────────────────────────────── 

○欠席委員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○遅参委員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 
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 町 長        尾 岸 孝 雄 君             副 町 長        田 浦 孝 道 君         
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午前 ９時１５分 開会  

（出席委員 １０名） 

─────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） おはようございます。 

 御出席御苦労に存じます。 

 ただいまの出席委員は１０名であり、定足数に達

しておりますので、これより決算特別委員会第３日

目を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事について、事務局長から説明をいたさ

せます。 

 事務局長。 

○事務局長（中田繁利君） 本日の議事日程につき

ましては、きのうの予定の日程が延会となりました

ので、本日の日程を変更し、きのうに引き続き、平

成１９年度上富良野町各会計歳入歳出決算の一般会

計歳出からの質疑を継続していただき、以下、さき

にお配りいたしました日程で進めていただきますよ

うお願い申し上げます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） きのうの一般会計の質

疑で答弁漏れがありましたので、担当者から説明を

いたさせます。 

 学校教育班主幹。 

○学校教育班主幹（藤田敏明君） それでは、きの

うの９番中村委員の学校給食会に対しましての未収

に対する御答弁をさせていただきたいというふうに

思います。 

 まず、きのうの学校給食会の１９年度の未収の関

係でございますけれども、これにつきましては、当

該年度、平成１９年度の未収世帯の中に、いわゆる

内金としてお金を納入されている方がおったという

ようなことから、この全体の金額、それと給食者の

数が合わない、いわゆる端数が出たということでご

ざいますので、御理解いただければというふうに思

います。 

 また、内訳につきましては、小学校の西小の部分

で１世帯１名の部分で、内金が１万３,８００円、

それと中学校の部分で、これにおいても１世帯１名

ということで３万９,４７９円という内金があった

ということで御報告させていただきまして、答弁と

させていただきたいと思います。 

 おくれて大変申しわけございませんでした。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 中村委員、よろしいで

すか。 

 ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 今後もこういうことがあり

得るのかなという気がいたしますので、もし、この

欄外にでも、そのことをちょっと書き加える説明を

入れていただければよろしいかなと思います。わか

りました。 

○委員長（長谷川徳行君） 次に、きのうの中村委

員の農業委員会長への質問を行います。 

 ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） きのう、農業委員会長さん

が出席をされなかったという関係で、一応、農業委

員会事務局長として判断のしかねる部分もあるとい

うことも含めて、きょう御出席をいただいたことを

お礼を申し上げたいと思います。 

 それで、非常に会議や決算委員会の会議進行がお

くれておりますけれども、若干申し上げたいと思い

ますけれども、日の出公園臨時駐車場の関係で、昭

和６２年の段階で５年間ということで、平成４年の

４月で終わっているということで、本来的には、こ

の平成４年４月以前の転用期間が切れる前に復元を

すべきだ、もしくは、できていなければ復元命令を

すべきだったということなのですけれども、このと

きの農業委員会の会長は森口さん、それから局長は

中原さんということでございます。そういうのが、

まず第１点が、スタートの段階で大きなミスがあっ

たのかなと。 

 それから、平成１８年の段階で、やはり北海道農

業会議に諮問書を提出した。町長が議会でも答弁さ

れており、町長は平成１８年３月に知ったと。しか

し、６月２８日、農業委員会にかけたということ

で、そのことはある程度もう農地法５条の関係はク

リアされて諮問されたからという考えで、町長はそ

のまま僕はいたと思うのですよね。それから、農業

委員会の会長もそういうつもりでいたと思うので

す。しかし、現実に現地を見た段階で、復元がされ

ていないということは、もう、だれもが見てわかる

わけだから、そのときに、これは再度、５条の申請

はできないよという判断が本来的にはなされるべき

であったのかなという気がしますけれども、その点

についてもまた大きなミスがあったのかなと。 

 それからもう一つは、平成１８年、北海道農業会

議から許可不相当というような状態で、その一覧表

の中に入ってこなかった段階でどうするか、対応が

ですね、一部担当者が承知をしていたけれども、事

務局長、それから農業委員会の会長も知らないまま

来たのが事実でないかなと私は判断しているのです

よ。 

 ですから、それらの関係、それから、平成２０年
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は、これはもう農業委員会の議決もなくて、５条申

請が出されたということで、これは今度は許可に

なってきているね、許可相当というようなことで、

私はこの一連の中で、非常に農業、農地の番人と言

うべき農業委員会が適切な活動というか、本来の業

務を適切にやっていってなかったかというようなこ

とを感じます。 

 したがって、今さらあれがどう、これがどうとい

うことを言っても、私はある面で、しようがない面

があるかもしれませんけれども、やはり１８年度か

ら２０年度が絡んで、松藤農業委員会会長が会長で

あったわけだから、そういう点で、私は非常に、農

業委員会自体が農地法を熟知した形で指導、それか

ら活動をやっていただきたかったなという感じがい

たします。 

 したがって、これらの一連のあれの中から、農業

委員会の会長として、私はこれらを含めて、どう今

後生かしていくかということを、農業委員会の会長

の立場で、きょうの決算特別委員会で明らかにして

いただきたいとともに、もう一つは、農業委員会の

規則、それから上富良野町農業委員会の会議規則、

これには議事録のことも書いてあるのですね。議事

録は２回出ただけですね、松藤さんが会長になって

から。ですから、これらも事務局へ来れば縦覧、閲

覧ができるよというのではなくて、それらを見直

し、改正も必要だろうし、それから農業委員会の事

務局へ来て、この中には事務の処理、文書決裁、そ

れから専決、それから公印の取り扱い等も明記をさ

れています。公印の関係は、監修、管理、守るとこ

ろということで、農地係ということになっているの

ですけれども、これはこのことでいいのかどうかも

含めて、この見直し、検討等、再確認をお願いした

いと思います。そういうことで、農業委員会の会長

の見解を受けたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 農業委員会会長。 

○農業委員会会長（松藤良則君） ９番中村委員の

御質問について、説明をさせていただきます。 

 １８年に現地を見て、当時の６月の総会で審議を

したと。このときに６月１２日に転用申請が上がっ

てきております。これの転用申請を受けたこと自体

も誤りでありますし、基本的に農地法について、特

に一時転用の部分について、農業委員会として会長

自身、私もきちっと熟知をしていなかった。それで

いろいろな判断が、大きな誤りが発生して多くの方

に御迷惑をおかけしましたことに対しまして深く改

めておわびを申し上げます。 

 それで、今後、このことについての再発防止とい

う部分につきましては、文書で議長、町長等に提出

しておりますけれども、それらについて８項目、

今、ちょっと朗読させていただきますけれども、そ

れら、１０月２０日にまた、ことし農用地パトロー

ルを行います。その中で、このことについて、その

対応策、今後どうするのか、こういう部分について

も改めてまた協議をさせていただき、その内容につ

いては報告をさせていただく必要があるなというふ

うに受けとめております。 

 まず、その対応策といたしましては、署名委員

は、総会のたびに２名選出しているわけであります

が、その議事録内容を確認して、きちっと署名、押

印をすること。 

 二つ目が、農業会議に諮問された事案は答申内容

を直近の農業委員会総会で報告すること。 

 三つ目として、許可指令書を交付する際には、決

定書に農業委員会議決日、農業会議への諮問及び答

申を記載し、その写しを添付するもの。 

 ４番目は、農地パトロールを強化して違反転用事

案防止に努め、法令に基づき適正な農地行政に努め

てまいります。 

 それと、公印の管理につきましては、これまで次

長が管理しておりましたけれども、現在は局長に管

理をさせております。これらについても、公印の取

り扱いのあり方についても農業委員会できちっとと

らえて、適切な判断、これらについてもまた、協議

の内容については報告させていただこうと思ってお

ります。それから、農地台帳をきちんと整理をす

る。例えば、あっせん申出書のあったものは、その

許可申請のあったもの等、いろいろなものについ

て、きちっと整理をして、いつでも確認できるよう

にして、期限の近づいたものについての対応等につ

いても、忘れるというか、対応がおくれることのな

いような対策をどのようにするのか、こういう部分

についてもきちっとしていかなければならいなと思

います。 

 それと、７番目になりますけれども、総会等での

打ち合わせ事項については、きちっと文書化して記

録にとじる、議事録に掲載して、はっきり確認でき

るようにするということに心がけたいと思います。 

 それから、地区の農業委員の現地の巡回、巡視、

いろいろなことを皆さんにそれぞれ、逐一それを見

ていただく、現状をよく把握してもらう、こういう

ことが大切でないかなと思って、それらについても

１０月２０日の日、農地パトロールの際についても

皆さんにきちっとお願い、周知をしたいなと、こう

いうふうに考えております。 

 それから、１８年の総会の諮問の結果で、事務局

次長が農業会議から諮問内容についての確認を受け

て、内容のずれから答申が得られなかった部分につ

いての報告は受けておりません。これらについての
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対策についても、諮問内容、それから答申内容をき

ちっと精査するということで、こういうことは防げ

るのではないかなと、今後に向けた対応はこういう

ふうにとってまいりたいと思います。 

 それと２０年の総会の部分で、私どもの総会にか

かっていない部分で、その諮問書が出て、答申が出

てという、こういう結果がございます。これらにつ

いても、もっとその内容について、公印の扱い等、

それから諮問内容の確認、そういう文書の動きをき

ちっととらえることによって、こういうミスを防い

でいこうと考えております。 

 それから議事録につきましては、先ほど申し上げ

ましたように、総会が終わりましたら、それぞれ委

員の方々には議事録署名の指名を受けた方々につい

ては、次の総会のときに印鑑を持参していただいて

内容について確認をし、署名捺印というふうにやっ

ていこうと、こういうことで申し合わせは現在して

おります。そういうことから、議事録の内容につい

ての精査は、これから間違いなく行っていきたいと

考えております。 

 まだ十分、その対応策がとられていない部分はわ

かっておりますが、それらについても２０日の日に

十分協議をして、対策をきちっと立ててまいりたい

と思いますので、今回のこの不祥事に対しては、改

めておわびを申し上げ、説明とさせていただきま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 農業委員会の松藤会長の、

本当に苦しい答弁だろうと拝察をいたします。 

 一応、今までの経過等を含めて、今後、いかにそ

の反省の上に立って、新たな形で農業委員会として

の活動を期待をいたします。 

 それで次に、町長にお伺いをいたしたいと思いま

す。 

 先ほども僕申し上げた、町長は１８年３月には

知ったけれども、農業委員会がそうやって、１８年

の農業委員会でやったということで、６月２８日に

やった、その経過で、その後は町長は知らなかった

のは私は事実だろうと思います。農業委員会の皆さ

ん方さえ知らなかったのだから、町長も知らないよ

うな状況で、その結果の報告、措置等が報告をされ

なかったというのは事実だろうと思います。しか

し、一応、町政の最高責任者として、一連の経過の

中での責任問題等ということで出てまいるかと思い

ます。先ほど全員協議会の中でお話がされましたけ

れども、会議録の残るような形で、一応、町長のほ

うから、この調査等を含めて、その経過を今、精査

中だということでございますけれども、それらの関

係について改めて御答弁をいただきたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 町長。 

○町長（尾岸孝雄君） ９番中村委員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 まず、中村委員お話のように、１８年度の件につ

きましては、既に農業委員会さんが承諾して、道の

ほうに上申したという報告を聞いておりますが、そ

の後の経過につきましては、私としては、残念なが

ら状況を掌握することができてなかったということ

でございます。また、農業委員会のほうからも、そ

ういった連絡事項もなかったということで御理解い

ただきたいと思います。 

 過般の定例議会におきます中でもお答えさせてい

ただきましたけれども、この件につきましては、本

当に私ども、行政を携わる者としても、不適切な対

応をしてきたということにつきましては、まことに

申しわけないなというふうに深く反省をいたしてお

るところでありますが、さきにもお答えさせていた

だきましたように、このような事案がどうして起き

たのかという、その原因究明は十分にしなければな

らないということから、私どもは組織を挙げて、こ

の原因究明の対応を図っているところでございま

す。 

 その究明された結果をもとに、今後、二度とこの

ような事案の発生しないように、再発防止を全力で

対応していかなければならないというふうに認識し

ておりますし、また、この原因究明の段階で、いろ

いろな事務処理の手落ち、あるいは過ち等々が出て

くることと思うわけでありますが、これらにつきま

しては、私どもの組織の中にあって適切な対処をし

ていきたいというふうに思っているところでありま

すし、そういったことを含めながら、この種の再発

防止のために全力を尽くして対処していかなければ

ならないという深い反省を持っているということ

で、御理解をいただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 再発防止のために全力で尽

くすということでございます。それで、それであれ

ば、平成２０年度の日の出公園臨時駐車場の補助金

の関係で、あくまで町は現況の中から見て幾らかと

いうことで、払わざるを得ないというのは、私は、

都市公園として９月１５日まで利用していたという

実態があるわけです。９月１６日から工事着工をさ

れております。したがって、それらの関係で、平成

２０年度分は、ある面で日割、月割、いろいろな方

法があるけれども、払わなければならんのではない

かというのは、これが違法だから払わないというこ

とになると、それであれば、以前、平成１３年から

― 70 ―



 

以降１,０４３万５,０００円ですか、その部分の関

係も私は出てくると思うのですけれども、そういう

状態を起こさせないためには、平成２０年度分は月

割か日割かということで、基本的に９月定例会の中

ではとりあえずストップさせているということでご

ざいましたけれども、私は平成１９年度の決算を不

認定というような状況は、できれば避けたいと。尾

岸町長の１２年の最後の中で、そういうような状態

を、やはり我々としても起こしたくないなと。それ

であれば、ある面で昭和６２年から使っていた経過

があるし実態がある。それからもう一つは、このこ

との起きた要因の中では、ある面で、やはり、やら

なければならないという仕事の使命感、日にちを

追っていくと６月２８日に申請するということにな

ると、ラベンダーまつりが控えているという現実の

問題を考えれば、ある面でやむを得なかったのかな

と。ただ、それをそれぞれ上司等に報告し、最後は

町長の指示を仰ぐというようなことがあればよかっ

たのになという気持ちがあります。したがって、平

成２０年度の補助金１５０万円ということでは出て

いますけれども、現実にどう処置をするのかという

ことでお伺いをいたしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町長。 

○町長（尾岸孝雄君） ９番中村委員の御質問にお

答えさせていただきますが、まず、２０年度の予算

決定をいただきまして、補助決定をして通知をいた

しております。これにつきましては、私ども予算の

中で御説明申し上げておりますのは、１２カ月間の

契約に観光協会と地権者との賃貸契約に基づく補助

金として１５０万円の補助金交付決定を通知いたし

ておるところでありますが、委員も御承知のとお

り、９月末で農地に復元されて、駐車場としての機

能を果たさなくなったということから、言うなら

ば、契約変更を当然にしてしなければならないとい

うふうに認識をいたしております。それらの契約変

更が地権者と観光協会とで対応されると思うわけで

ありますが、その対応をされた段階の中で、どのよ

うな契約がなされるかは、私承知しておりませんけ

れども、そういう中で観光協会が再び補助金申請を

してくるのかどうかはわかりませんが、例えば補助

金申請をしてきたとしても、私としては、今回１２

カ月の賃貸は、都市公園としての対応の中で駐車場

として補助金の採択決定をいたしましたけれども、

６カ月間の対応につきましては、こういう実情の中

で公金を使途するということは、いささか課題があ

るのかなという認識をいたしておりますので、この

契約変更に伴います以降の公金の使途につきまして

は、対応を差し控えさせていただきたいというふう

に認識をいたしておるところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 現実の問題として、町長、

平成２０年度の契約は当初６月２日だったのですけ

れども、これは４月１日からということが正規だと

いうことで報告を受けております。したがって、私

は町民感情として１５０万円相ならんよということ

は当然だろうと思うのですね。そうすると、私なり

にちょっと試算をしてみたのです。４月１日から、

９月１６日に工事を開始しています。そうすると９

月１５日までということになると１６８日なのです

ね。それで、１５０万円を３６５で割りますと、１

日当たり４,１１０円になるのです。そうすると、

４,１１０円掛ける１６８日ということで６９万４

８０円になるのですよね。ですから、私としては都

市公園として、あそこはもう４月から使っている、

それから９月１５日で、１６日は工事開始というこ

とであれば、その金額を払うべきだろうと私なりに

判断しています。ただ、地権者と観光協会の契約は

契約で、それは別な形で当事者同士の話だと思うの

ですね。補助金という公金を出す以上は、そういう

ような形でやったほうが町民にも理解をしてもらえ

るのではないかという気がするのですけれども、そ

の点いかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町長。 

○町長（尾岸孝雄君） 契約変更につきましては、

さきにお答えさせていただきましたように、また委

員も御質問にありますように、地権者と観光協会と

の対応でありまして、私どもがそこに携わるもので

はありません。その中で金額がどうなるのか、契約

内容はどのようになるのかということは、まだ私は

承知しておりませんけれども、そういう中にありま

して、さきにお答えさせていただきましたように、

契約変更に伴います補助申請が出てきたとしても、

私としてはこういう実情の中で、これは地権者と対

応の中で対処していただきたいと。ただ、私どもと

いたしましては、御承知のとおり、観光協会という

のは、私どもの町の観光行政の主たる中心を果たし

ていただいております法人格を持った組織でありま

す。この組織というのは、行政としても育て上げて

いかなければならないし、これからの観光行政の推

進に当たっても、当然にしてこの観光協会がより活

性化していただかなければならないというようなこ

とから、町の観光行政の主翼をなすこの法人格の観

光協会に対しましては、行政としての支援、バック

アップ、その体制というのは、いささかも緩むもの

ではないということで御理解を賜りたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですね。 

 ９番中村有秀君。 
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○９番（中村有秀君） ２０年度補助金の関係は、

そういうことということで一応理解をしてまいりた

いと思います。 

 ただ、現実に今、日の出公園臨時駐車場が復元を

されたあの状態で、町民の皆さん方が、あれ、とい

うことを感じておりますし、これから冬に向かう関

係等もある来年度以降、どうなるのかという関係も

ございます。 

 したがって、今後の日の出公園の、都市公園とし

ての駐車場を含めて、町長のお考えをお尋ねしたい

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町長。 

○町長（尾岸孝雄君） ９番中村委員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 このことにつきましては、さきの定例議会でもお

答えさせていただいておりますが、町としては、日

の出公園の都市公園としての機能を対応していくた

めに、駐車場というものが不十分であったと。その

駐車場につきましては、観光協会の御努力によりま

してお力添えをいただいて、今日までその対応を

図ってきて都市公園の機能が果たされてきていたと

いうことでありまして、このことに対する観光協会

の御苦労には心から感謝を申し上げたいと。 

 しかし、それに甘えて今日まで行政はその対応を

怠ってきたということについては、十分反省をしな

ければならないと。しかし、これにはやはり、財政

的な面、いろいろな面がありまして、対処できな

かったということもあるわけでありますが、今後に

おきましては、もう既に農地復元されたと同時に、

子供たちの父兄のほうから、冬のスキーに、子供を

乗せて、スキーを持ってあそこまで行っていたと、

あれがなくなったら、今後どうするのというような

お話が、既に私のところに届いております。そう

いった観点からしても、都市公園の機能を充実させ

るということからしても、駐車場というものは必要

不可欠なものであると。観光協会さんからも、いろ

いろな駐車場として必要な面積等々につきましても

要望が出てきておりますので、私としましては、都

市公園日の出公園としての駐車場として、どのよう

に位置づけできるのかということを、それぞれの関

係機関の皆さん方の御意見を承りながら、また、都

市公園としての位置づけに向かって、十分検討して

いきたいというふうに思っているところでありま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 それでは、次に１１款公債費の２３６ページから

１２款の諸支出金、１３款の給与費、１４款の予備

費、１５款災害復旧費の２４１ページまで、一括し

て質疑を行います。 

 なお、委員各位並びに説明員に申し上げます。質

問は要点をまとめ、簡略にお願いいたします。 

 また、説明は簡明にお願いいたします。 

 ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） ２３７ページ、１１款公債

費ですけれども、公債費比率は１８.８％で、昨年

と比べますと下がっている状況がありますが、実質

公債費比率は２１.４％ということで、昨年と比べ

て非常に上昇しております。 

 それで、公債費の償還額がピークを迎えていると

いうことなのですけれども、将来においてどうなの

か、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） ２番村上委員の御質問

にお答えしたいと思います。 

 まず、実質公債費比率が大きな数字になっている

理由なのですけれども、これにつきましては１８年

度に地方債が協議制度へ移行されまして、それによ

り実質公債費比率が導入されております。昨年より

大きく上がりましたのは、今回財政健全化判断比率

の算定様式が示されまして、それによりまして国営

土地改良事業負担金が算入されたことによりまし

て、２１.４％という数字になっております。 

 それと今後、どういうふうにこの数字が変わって

いくのかということにつきましては、さきに資料と

して提出させていただいています資料ナンバー４１

の実質公債費比率の推計という資料、お渡ししてい

るかと思いますけれども、今後においては段階的に

指数が下がっていくと思っております。 

 ただ、こちらの推計の中の資料の下のほうに、試

算条件をクリアして、地方債であれば２億円程度と

いうような前提条件を設けております。そういう中

でいけば、徐々に下がっていくということでござい

ます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） 私もこれ、見させてもらっ

たのですけれども、１９年度の決算から財政健全化

にかかわる指標を公表することが義務づけられたわ

けなのですけれども、それで、四つの項目を見ます

と、実質赤字比率は黒字になっております。それか

ら、凍結赤字比率も黒字になっておりまして、実質

公債費比率のところが２１.４％ということで、将

来負担比率も１３５.７ですから、あれですけれど

も、ただ、ここのところ、新聞で、この各市町村の

財政健全化指標のこの記事が大変多いわけでして、

つい１週間前にも、実質公債費比率が上富良野町は

２１.４％であると、それで１８％の基準を超える

と地方債が自由に管理ができないのだと、こういう
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ふうにして、愛別が第１位で、第２位が上富良野町

だと、それで６市町村、危険水域にあるというよう

なことが道新に出ていたわけなのですけれども、そ

ういったことで、そういったものが出るものですか

ら、やはり行政側としては健全化の判断を大丈夫で

あると、来年もこのパーセンテージになるけれど

も、来年以降は下がっていくということを書いてお

られるわけですけれども、新聞の記事がそういった

ことを書くものですから、それで、健全化の判断が

ちょっとどうなのかなということが心配あるもので

すから、こういう記事が出ますとまた町民も非常に

不安だと思うものですから、ちょっとお尋ねしたい

と思って、またもう一度確認させてもらいたいので

すけれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） ２番村上委員の御質問

にお答えします。 

 委員おっしゃるように、新聞に出まして、大変御

心配をおかけしているところでございますが、現在

地方債の発行につきましては、協議制という形で北

海道と協議して発行ができるということになってお

ります。公債費比率１８％を超えますと、許可制

度、許可をいただくということになります。そし

て、この指数が２５％を超えると、地方債の単独事

業にかかわる起債に対して発行制限がかかるという

ような仕組みになっております。現在２１.４％の

実質公債比率でございますので、これにつきまして

は許可をいただくということになっております。先

ほど、１８年から地方債許可制度が協議制度に移行

したというお話をさせていただいたのですけれど

も、いわゆる１８％超であれば、とりあえず許可を

いただくという措置をしなければならないと。今後

については、資料で示しておりますとおり、下がっ

ていくということで御安心をいただきたいと思いま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村辰義君。 

○６番（今村辰義君） 今、総務課長の説明で、

「あいだ」が抜けていたと思うのですよね。１８％

から２５％の「あいだ」は公債費負担適正化計画の

策定が必要であるということになっていますよね。

１９年、始まって、気がついたのはことしになって

からだと思いますけれども、この作成状況はどう

なっているのかというふうに思います。私として

は、この比率推計の資料をいただいて、２２年度ま

では１８％以上になるのですけれども、それ以降は

減っていくということで、資料に基づいて安心はし

ているのですけれども、その計画の策定状況につい

て、ひとつよろしく説明をお願いしたいというふう

に思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 企画財政班主幹。 

○企画財政班主幹（石田昭彦君） ６番今村委員の

御質問にお答えしたいと思います。 

 今、委員の御指摘のように、実質公債費比率が１

８％を超えた場合には、公債費負担の適正化計画を

北海道のほうに提出をして、それをお認めいただく

ような形になっております。 

 今現在、御承知のように、今年度２１.４％とい

う数値になりましたので、適正化計画を現在策定を

しております。適正化計画の基本的な方針につきま

しては、これまで道とのヒアリング等の中でお示し

をして御理解をいただいておりますので、最終的な

今、適正化計画書というものになって、まとまるの

がもう数日、今月中ぐらいには道のほうにお示しで

きるような内容になっておりまして、そこで試算し

ている、今、将来の状況等につきましては、きょ

う、先般お示しした資料のとおりとなっておりま

す。 

 その適正化計画がお認めを北海道のほうでいただ

くということで、１８％以下であれば、今までは協

議をして同意をいただくという制度ですけれども、

許可申請をして許可をいただくという形で、適正化

計画自体がこういう計画ではだめよということであ

れば、許可申請してもなかなか許可できないよとい

うことがあるのかもしれませんけれども、適正化計

画が北海道のほうではお認めをいただけることとい

うふうに御理解をしておりますので、許可申請をし

て許可証をいただきながら、これまで同様な起債の

発行が認められるものというふうに理解をしている

ところであります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 実質公債費比率の比率推計

でありますが、仮に毎年２億円の借り入れを仮定と

した場合ということになっておりますが、これは当

然、交付税率等が少なくなったり変動したりすれ

ば、当然、公債費比率も上がるという状況あると思

いますが、この点はどうなのか。 

 将来的には上富良野小学校等や、あるいは老朽化

している施設等がこれから出てきます。そういった

変動があれば、当然そういった部分も変わる要素も

出てくるかというふうに思いますが、この点確認し

ておきたいのが１点です。 

 次にお伺いしたいのは、今回の償還の中で、政府

の借り入れというのが比較的多いという状況になっ

ておりますが、現状としては利率は何％ぐらいのも

のが一番償還の中で多いのか。大まかでよろしいで

す。わかればお伺いしたいと。 
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 次にお伺いしたいのは、やはり自治体ですから、

その自治体の住む環境によって、当然政策の展開と

いうのは変わってくるのだろうというふうに思いま

す。その中で、公債費比率等が、建物建てたらとか

いろいろな中で変動し得ることはあるというふうに

思います。ただ、そういう中で、国は単純に実質公

債費比率を基準にして、簡単に言えば施策をやるな

と言っているのに等しいような、そういう締めつけ

を行っているのではないかと。本来、交付税と算入

すべきものを一般財源化するなりだとかしながら、

他方では、地方自治体に節減、無駄なものは当然省

かなければならないし節約しなければなりません

が、しかし、国では、財源措置というのは、きっち

りやってくれないということになったら、いろいろ

地方自治体の政策展開としても、やれないこととい

うのが当然出てくるのではないかなというふうに思

いますし、この点で交付税の、毎年といいますか、

算入の仕方というのは、実態に合った交付税の算入

の仕方を地方自治体としても要望すべきだというふ

うに考えます。この点、まずお伺いしておきたいと

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員、一問一

答で、もし差し支えなかったら、よろしくお願いし

ます。 

 企画財政班主幹。 

○企画財政班主幹（石田昭彦君） ５番米沢委員の

御質問にお答えをしたいと思います。もし、答弁漏

れがあれば、再度お願いしたいと思います。 

 推計の仮定の条件の話だと思いますが、お示しし

た資料のように、毎年度の起債の発行額を２億円程

度に抑えるよというのを条件に推計しているのは事

実でありますし、これまでもさまざまな行政改革の

取り組みの中で、地方債の発行については、これぐ

らいのベースの中で抑えてきて行政運営してきたと

いうことも事実かというふうに思います。 

 また、算定の分母になります、要するに標準税の

収入額なり交付税の入ってくる額につきましては、

これは将来推計なかなかできませんので、現行の額

を分母に置いた場合で推計をしてございますので、

当然、入ってくるお金の毎年の変動によって若干の

比率の変化が出てくるものというふうに考えており

ますが、基本的に、交付税の償還自体が１８年度で

ピークを迎えましたので、３カ年の平均をとって数

値を出しますので一気に下がることはありませんけ

れども、要するに、それであれば３年以降、単年度

のベースは１８年度をピークに下がってきますの

で、その１８年度から３年を経過した以降は、大き

く数値は改善に向かって動くものというふうに理解

をしております。 

 あと、御質問の中にもありましたように、今、例

えば町の中での懸案の事業であります上富良野小学

校の建設等が、いざ着工の時期を迎えれば、当然、

自主財源といいますか、自分のところのお金ですべ

て賄えるだけの財力はないものというふうに判断し

ておりますので、またそのときに補助制度なり、ま

た一定程度の起債をお願いしながら、そういう事業

のゴーサインになるものというふうに理解しており

ますけれども、その上富良野小学校の事業がなされ

て、その償還の時期を迎えるころがいつぐらいにな

るのかということもありますけれども、そういう時

期に、当然これまでの償還が大きく終わっていくも

の、その中には、例えばしろがねの土地改良事業の

部分につきましても、２９年度でその償還が終わり

ますので、それらとの時期の見合いで、また当然、

上富良野小学校の着工に向けては、その前段の準備

がありますので、いつごろにそういう時期を迎えら

れるのかということも含めながら財政運営をしてい

く必要があるのかなというふうに思っております。

（「利率」と呼ぶ者あり） 

 現在の借り入れ状況の中での大まかな利率は、ほ

とんどのものが１％から２％の前半台になっている

ものというふうに理解しております。若干それ以上

のものも数件残っていると思いますが、逆にそれ以

上の、５％以上のものにつきましては、御承知のよ

うに１９年度から繰り上げ償還の対応を図っている

ところであります。ちなみに縁故債につきまして

も、昨年度の決算委員会でも御説明したように、ほ

とんどのものが今、ゼロ％台から高いものでも２.

５％ぐらいのものに、すべて借りかえを終わってま

すので、ほとんど金利的にはかなり低利のものに、

すべてが置きかわっているというふうに理解してい

るところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 今、借り入れ、あるいは繰

り上げ償還等をしました。１９年度の予算見まして

も、８,０００万円ぐらいでしたでしょうか、繰り

越しが出るという状況です。それにしても、これ

は、多くは、次年度の財政を維持するためにという

形の積み立てだとか償還だとか、いろいろな形に置

きかえられるという状況になっています。例えば、

きのうの決算委員会で申しましたけれども、この余

剰金等も含めて、もっと本当に必要なところにつけ

たいのだけれども、町の財政が大変だということ

で、なかなかそういったところにつかないという状

況も起きてきています。例えば、教育予算振興費の

消耗品なんかについては、現場が悪くないのだと思

うのです。例えば、そういう予算の配当予算が、い

わゆる配当という形の中で一定枠を分配すると決め
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られた配当額になりますから、その中で購入しなけ

ればならないと。そうすると、地元でなかなか安い

ものは購入できないから、地方にお金が回るという

ような、こういうような矛盾が生まれるのです。

私、こういう繰り上げ償還だとかしながら、財源も

努力した、その努力は大変私は評価しますし、国も

それを認めて、今度はこういった繰り上げ償還等と

いう形で認めてきたかと思いますが、そういう財源

の苦しさという点では、交付税措置をきっちりして

もらうという点と、より今後、住民に開けた財政運

営するという点では、きちっと住民との対話の中

で、今後どういうところに住民の皆さんには予算を

つけてほしいのかということも含めて、改めてこの

財源の確保や償還に当たっての町全体の予算を確保

するという点で一層の透明化を、住民とのトークの

中で、この財源の使い道を、少ない限られた中でど

う使うのかという接点を、よりよいものを求めてい

かなければならない、そういうような、私は考えを

持っておりますが、この点はどのように考えておら

れるのかお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） 今の米沢委員の御質問に

私のほうからお答えさせていただきますけれども、

交付税制度については、もう、制度で、行政の財源

確保と、それから自治体間の財源の調整という二つ

の機能を果たしているわけでありまして、地方６団

体こぞって、この現制度の堅持について国に訴えて

いるところであります。 

 今後とも、国におきましても、いろいろ国は国の

事情があるようでありますし、地方へのそういうつ

け回しをするような形での削減はあるべきでないと

いうふうに考えてございますので、いわゆる北海道

町村会等を通じまして、さらに運動展開をするとい

うことでございます。 

 ただ、今、地方分権が進められてございますの

で、地方におきましても自己責任、自己決定という

ことで、お金をどう使うか、これはそういうこと

が、これからの求められていることでございますの

で、そういうことも含めたバランスが必要であろう

というふうに考えているところであります。 

 いずれにしましても、私ども、政策を決定するに

は組織内での制度設計等を行いますが、やはりいろ

いろな形で影響を受ける住民との合意形成が極めて

重要でございますので、私どもも今、行政評価とい

う名のもとに事務事業の評価調書を住民の方に公開

をしてございます。多分いろいろなリアクションが

起きまして、いろいろ批判もあるでしょうし、いろ

いろな形があるでしょう。そういう形の中で、我々

としましては十分耳を傾け、直すところは直してい

かなければならんということでございます。 

 また、新しいこの時代に合うような政策を立案し

なければならんということでございますので、言い

方を変えれば、地域のいろいろな諸課題をどう解決

するかについては、町民とひざをつき合わせて、い

ろいろと解決する、それに必要な予算を、町長にお

いて組織決定するということが理想であるというふ

うに考えてございますので、そういう過程の中に町

民との合意をどうできるか、新しいシステムをつく

り上げる必要があるというふうに認識してございま

す。 

 今申し上げましたように、事務事業評価等の成果

につきましても、多分、ひいてはそういう議論につ

ながるだろうという期待を込めてやってございます

ので、もっともっといろいろな議論をしながら、理

想な行政運営に努めてまいりたいというふうに考え

てございますので、御理解いただきたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れで１１款の公債費、１２款の諸支出金、１３款の

給与費、１４款の予備費、１５款の災害復旧費につ

いての質疑を終了いたします。 

 以上をもって、一般会計についての質疑を終了い

たします。 

 説明員が交代しますので、少々お待ちください。 

 次に、特別会計につきましては、審議の進行上、

国民健康保険特別会計、老人保健特別会計、介護保

険特別会計、ラベンダーハイツ事業特別会計、簡易

水道事業特別会計、公共下水道事業特別会計の順で

質疑を行います。 

 最初に、国民健康保険特別会計全般の２４５ペー

ジから２８５ページまでの質疑を行います。 

 ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） ２８１ページ、国保のヘル

スアップ事業の件でございます。 

 これは、この事業に取り組んで、ことしは３年目

になっておりまして、医療費の抑制が図られている

かどうか、私もこれは一般質問をさせていただいた

ところでございますが、この健康実態評価謝礼、そ

れから評価健診等の委託、これはどこの業者なので

しょうか。ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） ２番村上委

員の御質問にお答えいたします。 

 健康実態評価助言者につきましては、長野県の飯

田女子短期大学の講師をされておりまして、今、全
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国の国保連合会の、特に医療費の高い地域、福岡で

すとか沖縄ですとか、徳島ですとか１０カ所ぐらい

の国保連合会の助言をされている講師に委託をいた

しております。 

 もう１点の健診につきましては、町立病院のほう

で健診の委託を行っております。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） 町立病院で、この健康診断

を受けた後、評価を仰いでいるのでしょうか。これ

は、間違いないですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） 申しわけあ

りません。委託料につきましては、１９年の住民健

診の折に、眼底検査ですとか心電図検査ですとか、

国保の方の追加の部分に対しましての助成になって

おりますので、結核予防会と厚生病院に健診を委託

した部分になっております。先ほど、以前１８年に

行っていた二次検診の部分と勘違いをいたしまし

て、申しわけございませんでした。 

○委員長（長谷川徳行君） 総合窓口班主査。 

○総合窓口班主査（及川光一君） 村上委員の御質

問の御回答なのですが、今言った町立病院の健診と

かは平成１８年度に実施した内容で、今、保健担当

課長からお答えしたとおりであります。１９年度に

つきましては、ここで言う委託料の健診等委託とい

うことで、決算書のほうに載っているのですけれど

も、健診等委託１３６万８,０００円につきまして

は、１９年度では保健指導の一環として、かみんに

水中運動プールがあるのですけれども、そちらの水

中運動教室の開催に関する委託料として支出をして

おります。 

 備考欄の記載でございますが、健診等委託という

表現が、ちょっと不適切であったことをおわび申し

上げます。保健指導における水中運動教室の委託で

ございます。よろしくお願いします。 

○委員長（長谷川徳行君） 総合窓口班主査。 

○総合窓口班主査（及川光一君） 備考欄の表示の

訂正をお願いいたします。 

 保健指導における水中運動教室の委託ということ

で、訂正のほう、よろしくお願いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） それでは、評価健診等委託

でよろしいんですか。今のお話聞くと、何かわから

なくなってきました。どちらのお話があれなのか。

これでよろしいのでしょうか。 

 今、及川さんのお話ですと、かみんの教室の何

か、ちょっと……。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） 大変失礼をいたし

ました。 

 先ほどの表記の関係でございますが、先ほど説明

いたしましたように、やっている内容につきまして

は、かみんの水中運動にかかわる指導及び評価健診

を委託した内容でございますが、この決算書に正式

な表記といたしまして、保健指導評価等委託という

ことで正式に訂正をさせていただきたいと思いま

す。大変不手際ございましたことを、おわび申し上

げます。（「何をそういうふうにするのか」と呼ぶ

者あり） 

 評価健診等委託を、保健指導評価等委託、健診を

消して保健指導評価等委託の字句に変更させていた

だきたいと思います。大変申しわけございません。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） わかりました。 

 それで、健康実態評価の助言者の謝礼ですけれど

も、これは長野県で国保連合会に入っていらっしゃ

る方のあれだというのですけれども、これは何回、

９０万円の内訳というのはどのようになっているの

でしょうか、ちょっとお尋ねします。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） 回数につき

ましては、３日間を１回としまして年に３回ですの

で、合わせて９日間の実態です。交通費が１２万円

と、あと、３日間の指導を受けるということで６万

円の積算根拠を行いまして、ほかの国保連合会の指

導の実態とかは、実際はもう少し高いのですけれど

も、町の場合は、長年指導をお願いしているという

こともありまして、ちょっと費用を下げていただい

てお願いをしているという実態であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） ９０万円の内容が、１３万

円ぐらいは旅費だということで、あとは３日間にお

いてやられたということですけれども、それはわか

りました。 

 それで、今、評価健診のほうが保健指導評価等委

託という言葉に変わりまして、これ何か、かみんの

プールの水中指導だということをお聞きしたのです

が、じゃ、ヘルスアップを受けている人に、どのよ

うな効果がもたらされるのか、この水中指導はヘル

スアップ事業でなくても、ほかの方もプールを利用

して自分の健康づくりをやっているわけですけれど

も、そういったところはヘルスアップ事業の方だけ

を対象にしてやっておりますか。お尋ねします。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） 今回の特定

保健指導の中で、運動指導を行う場合には、お一人

お一人に体の状態、筋肉の状態とか、体脂肪の状態

とか、その状態の測定を行いまして、そしてお一人
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お一人に１回ずつの個別メニューを立てることに

なっております。 

 それで、実際に個別メニューを、例えば農業者で

あれば、筋肉があるので最初から筋肉をつける運動

をしても脂肪は燃えないとか、実際に筋肉のない方

に関しましては、まず筋肉をつけるトレーニングを

行うとかというふうに、お一人お一人の運動メ

ニューが時間的にも変わってきますので、そのお一

人お一人の運動メニューを毎回立てていただいて、

その人に合わせた運動実態を行う。さらに、必要な

方については、別に筋肉トレーニングを実施すると

いうような形で、この事業につきましては１０分の

１０の補助事業でありましたので、補助事業を使っ

て、お一人お一人にどういうメニューが必要かとい

うのを実際に立てていただくというような作業を繰

り返して行っているということで、水中運動に来て

いる方のトレーニングとは、また全く別な形で、個

別メニューのトレーニングを立てていただくという

ことで委託料を組んでおります。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） それでは一般の人とまじっ

て、その方たちは個別メニューなのでしょうけれど

も、まじってやっているのではないですか。その人

だけやっておりますか。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） 一般の方と

は全くまじっておりませんで、国保ヘルスアップ事

業の参加をされる方ということで募集をかけまし

て、その方たちについては条件設定もされておりま

して、腹囲の設定、それからＢＭＩ、体重の設定、

それから健診データの異常の有無の設定とか、さま

ざまな設定をかけまして募集をかけまして、ですか

ら、ほとんどの方が、私たちのほうがお声をかけさ

せていただいて、生活習慣の改善によって健診デー

タを改善させていただきたい人で国民健康保険の方

ということで設定をさせていただいて、その方たち

について食と運動のメニューを立てて実践をしてい

ただくという形でヘルスアップ事業の中では取り組

んでいます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） 個別にやっていらっしゃる

ということですが、私、たまたまあそこへ行ってあ

れしているのですけれども、何か一般の人も中に

入ってやっている感じがありまして、あそこの指導

員の方に、全く委託、丸投げとは言いませんけれど

も、何かそういうようなことがちょっと見えたわけ

なので、この国保ヘルスアップ事業は３年目を迎え

てまして、その効果はということで質問させても

らったのですが、効果はあったというような、国保

で言えば、一般も退職者もすべて全道平均を下回っ

ていると、一定の効果はあったというようなことを

評価されていらっしゃるわけですけれども、私はも

う３年目で、そうはいいつつも、また課題も見えて

いますから、この国保ヘルスアップ事業、あと２年

残しておりますけれども、もう少しちょっと内容を

検討をする必要があるのではないかと、こういうふ

うに思っているのですけれども、いかがですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） 国保ヘルス

アップ事業につきましては、当初１７年に補助申請

をしましたときには５年ということだったのですけ

れども、１９年の年に補助メニューが変わりまし

て、２０年の特定健診、特定保健指導のモデル事業

という形で、姿を変えております。 

 本年度につきましては、町は補助申請を行わな

かったのですけれども、医療に受診をされているに

もかかわらず、健診結果が、きちんと目標数値、医

師が示すガイドラインに示された数値に、血圧値が

例えば１４０までのところを１６０とかとあるふう

に、きちんと治療目標に達していない方たちの保健

指導を、医師と連携をして計画を立てて実施をしな

さいというふうな形で、２０年に関しましては補助

の全くメニューが変わりましたので、違う形で町の

ほうは特定保健指導の中で実施を行うということ

で、今年度に関しては補助申請は行っておりませ

ん。 

 あともう１点、今年度のメニューになっています

のが、未受診の方への支援ということで、そこに関

しても、医療と連携を行って、未受診の方の支援を

行うということになっておりますけれども、そこに

関しましても、実際にうちの町は未受診対策を保健

師の訪問等で進めているということで、わざわざ補

助金を使ってほかの保健師の雇用を行って実施する

という必要はない、現有の中で未受診対策を行いた

いということで、補助申請は行っていない状況にあ

ります。 

 それで、１７、１８、１９年までの間の事業効果

につきましてですけれども、その３カ月間のヘルス

アップ事業に参加された人たちが、翌年に腹囲もな

くなり、血圧や血糖、それから脂質の異常がなくな

る割合は１７％減になります。１項目でも効果が

あったというふうな割合の方は８割です。現状維持

の方を含めますと、ほとんどの方が効果が上がって

いるという状況にあるということで、その方たちの

短期のかかわりについては、その３年間の中で事業

効果は見えたのですけれども、やはり次の課題とし

て今抱えている課題は、その３カ月が終わって翌年
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はいいのですけれども、その翌年、２年後にどうも

リバウンドをする可能性のある人たちの割合がふえ

ているということで、そのリバウンドをする方たち

２年目のときのかかわりということは、今年度、ま

たさらに工夫をしながら１回やったからいいではな

い、やはり繰り返し繰り返しかかわることで、生活

習慣が定着していくという支援を行わなければなら

ないというところで、今一番の課題と考えておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） 今、いろいろと御説明いた

だきまして、どうも。一生懸命取り組んでいらっ

しゃるということはよくわかったのですけれども、

正味の４割が国保に加入しておりますし、それで５

割が減免を受けておりますし、それから、今まで老

人健康保険だった方が前期高齢者として今度国保の

ほうに入るということになりましたし、それで今

度、後期高齢者の医療制度ができたために、そちら

のほうに受診が２１名で、あと６５％を超えるとい

うことを聞いておりますけれども、それを超えませ

んと１割以上の負担になりますし、よほどこの事業

で効果を上げていかないと、この国保の運営は大変

だなということを考えておりますので、しっかりよ

ろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにないですか。 

 ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） まず、国保税の資格証明書

と短期証明証の交付の問題についてお伺いいたしま

すが、近年、決算の意見の中でも言われております

が、社会的要因も含めて非常に生活環境が変わって

きました。定率減税の廃止によって課税所得がふえ

たという、いわゆる国の政策によって追い詰められ

ている、そういう実態が上富良野町でもあります。 

 そういう中でお伺いしたいのですが、資格証明

書、短期証明証の発行に当たって、今の子供さんが

いる家庭で、そういう資格証明書や短期の証明証の

発行がされているというのは、実態としてあるのか

ないのかお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） ５番米沢委員の、

保険証の資格証明書と短期証明証の関係の御質問に

お答えをしたいと思います。 

 資格証明書につきましては、昨年１９年度におき

まして３世帯に交付をしたところであります。１８

年度は２０世帯に交付をいたしておりますので、２

カ年で合計２３世帯の方に交付をさせていただいた

ところであります。 

 しかし、その後完納されたり、あるいは確実な分

納等がされまして解除した結果、現在１２世帯２１

名の方の資格証を交付させていただいているところ

であります。年代で言いますと１９歳がお一人ござ

いますが、既にお勤めになっておられます。あと６

０歳以上が３人、そのうちおられますが、この方に

つきましても働いております。 

 したがいまして、新聞報道等でありました、学

生、乳幼児、児童の医療機関への受診ができない、

あるいは、しにくいような状態というのは、本町に

おいてはありません。 

 ただ、短期交付のところでありますが、１９年度

は４４世帯短期証、主に３カ月を中心に発行させて

いただきましたが、こちらのほうの乳幼児、児童の

数字はつかまえておりません。この短期証につきま

しては、ご存じのように医療受診が可能でございま

すので、そちらのほうにつきましては承知をしてい

ないということで御理解をいただきたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 納税がおくれるという形の

中で、もしくは、なかなか督促、催促しても納めな

いという形の中で、そういう状況になっているかと

思いますが、６０歳以上の方あるいはそうでない方

にしても、生活の実態はどうなのかという点、もう

一つは、今言われているように、生活が困窮してい

て払えないのか、本当に払える能力はあるのだけれ

ども払う意思がないとか、そこはどういうふうに

なっているのかお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） ５番米沢委員の御

質問でございますが、実は資格証の交付につきまし

ては、平成１２年、国民健康保険法の改正によりま

して、１年以上の国保税の滞納がある場合に、保険

者は漏れなく資格書を交付しなさいという法律に改

正されたところであります。 

 本町におきましては、それまで短期証の交付を中

心に納税督促勧告をしてまいったところであります

が、何分悪質な滞納者も中にはおられます。このよ

うなことから、平成１８年から国保の法律に基づき

まして資格書を交付をさせていただいたところであ

ります。ただ、あくまでも悪質な滞納者ということ

を前提に交付をさせていただいておりますことを、

ぜひ御理解をいただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 何度も言いますが、あくま

でも、いろいろな社会的要因も出てくるかと思いま

す。明らかに、これは悪質だという事例もあるのか

もしれませんが、行政側としては納税を実施されて
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いますけれども、今後さらに納税を促す働き、行動

というのは当然必要だとは思いますので、国の指針

においてもきっちりと納税をしてもらうという対話

を通じて、そういう人たちにも働きかけるというこ

とを怠ってはならないというふうに思いますので、

この点確認しておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） ただいまの御質問

でございますが、委員おっしゃるとおりでございま

す。 

 基本的には、私たちはおくれながらでも、その方

の経済状況にもよりますが、いろいろな選択肢、い

ろいろな相談を重ねましてのきめ細かな対応をさせ

ていただきたいなと思ってございます。特に上富良

野町ぐらいの規模でありますと、ひざをつき合わせ

ながら、それらの対応は十分できるかなというふう

に考えてございますので、この資格書の交付を最終

手段といたしますが、ただ、前段での相談あるいは

生活実態での把握、これらを十分きめ細かに行って

いきたいというふうに考えてございますので、御理

解をいただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 今回のヘルスアップを含め

た中での医療費の、引き続き抑制はされているとい

う話でありますが、動きが、制度の変更によって、

老人医療の人たちが国保に入るという形になってお

ります。この資料を見ましたら、１９年度から１８

年度見ましても、保険給付の療養費等の給付が引き

上がるという状況になっております。成果調書の中

には、要因として相変わらず特定疾患や高血圧等

や、それにかかわる生活習慣病に伴う高額な医療が

あって、この１件当たりの費用もかさんできている

というふうに感じております。 

 今、社保から退職されて国保に入るという方がお

りますが、国保に加入している方と比べて、社保か

ら退職されて国保に入った場合の、前回も聞いたこ

とがあるかと思いますが、そういう日常的な住民健

診がなされないで、医療費が上がる要因となってい

るという部分は見受けられるのかどうなのか、お伺

いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） 今おっ

しゃったように、こちらのほうに、ほかの保険のほ

うから加入された方たちが、健診自体の説明をきち

んと受けていない方が多い。自分が何のための血液

の検査をとっていて、その検査はどれぐらいの間に

コントロールされていなければいけないかというこ

とを理解していない方が多い。あと、健診を受けて

いない方もいらっしゃるという、さまざまな状況が

見られます。そういう中で、国保のほうに加入され

た段階で、多額な費用につながる方というのが見ら

れます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） そうしますと、住民健診等

における特定健診という形で今後進められますけれ

ども、メタボリック症候群という形の中で、今、新

しい健診制度にのっとって、今のこの間の質疑の中

でもありましたけれども、その効果も出ているとい

う形であります。 

 そういうことを考えると同時に、それだけでは当

然一定の限度はあるかというふうに思います。国保

税の医療費の高騰の原因あるいは医療費の高騰の原

因というのは、薬価が高いという問題と、国のほう

でもそういう見解を示していますけれども、一定、

医療器具の高いという、そういうものが研究費にか

かる予算が高いという問題も含めて、自治体あるい

は病院にかかったときの医療費の高騰にもなってい

るという一つの要因でもあります。 

 また同時に、健診をきっちり受けていなかったと

いうことも含めて、従来のいわゆる予防健診がなか

なかなされないという状況の中で、今回最近になっ

てここ数年になってから、こういう予防健診を強化

するということに位置づけられてきております。 

 同時に、国保税の交付税の算入率の問題が、やは

りあります。前回も述べましたけれども、交付税の

算入率そのものが引き下げられて、もう数年前にな

ると思いますが、こういう状況の中で、もともと財

政基盤が、自営業者であったり、退職をされた方が

入るという形になりますから、財政基盤が非常に弱

いということもありまして、そういう意味で、国保

の国庫負担率の引き上げというのもやってもらわな

いと、予防給付はきっちりするけれども、予防医療

はするけれども、一方ではこういった措置もしても

らわないと、地方の財政はパンクするという状況に

なります。これから、いわゆる６５％という形の受

診率が上限するかどうかによってペナルティーも来

るという状況になりますから、その受診率の低下ど

うのこうのによってペナルティーというのもおかし

いのですが、そういうものも含めて、国庫負担率の

引き上げというのも主要な地方自治体の財源として

は、重要な位置づけになってくるのだろうと思いま

すが、この点をお伺いしたいというふうに思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） ５番米沢委員の御

質問にお答えをいたしたいと思います。 

 上富良野町の実態を、まず御説明をさせていただ

きたいと思いますが、委員御承知のように、一般医
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療、老人、退職者含めまして、全道の平均医療費を

大きく下回っている現状にあります。ここにつきま

しては、予防を中心とした連携のもとに、ある程度

の予防体制が整ってきたのかなというふうに感じて

いるところであります。 

 また一方、委員のおっしゃるとおり、国保の構成

するメンバーは、いわゆる退職、失業、無職、これ

らの方々も含めましての基盤は、まさに脆弱な状況

にあります。また構成人数も少ないわけでございま

すので、一人二人の高額な医療費が発生したときに

は、保険会計に大きな影響を受ける現状にあるとこ

ろであります。 

 委員おっしゃるように、国庫負担率のある程度の

基盤を整えていただくということは、大変、私たち

国保を運営する立場にあっても、おっしゃるとおり

だなというふうに考えているところでありますし、

また、機会を見ながらこれらの要望活動もぜひさせ

ていただきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 暫時休憩いたします。 

─────────────── 

午前１０時４７分 休憩 

午前１１時００分 再開 

─────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、委

員会を再開し質疑を続けます。 

 先ほどの国民健康保険特別会計は質疑がないよう

ですので、これで国民健康保険特別会計の質疑を終

了いたします。 

 次に、老人保健特別会計全般の３０５ページから

３１９ページまでの質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れで老人保健特別会計の質疑を終了いたします。 

 次に、介護保険特別会計全般の３４３ページから

３７５ページまでの質疑を行います。 

 ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 介護保険のところでお伺い

いたします。 

 介護における決算においても、一定の余剰金が出

ておりますので、その点、介護保険料等の引き下げ

分に今後対応するようなことも当然必要ではないか

と、この２年間見ていましてもそういう状況になっ

ておりますので、この点お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ５番米沢委員の、

介護保険事業にかかわります余剰金の状況、それか

ら介護保険料の御質問でございます。 

 現在、今計画中の最終年を、この３カ年の最終年

ということで、私どものほうで２１年からの３カ年

間の計画の策定に今、協議会を設けまして策定に当

たっているところであります。 

 その中での見通しとして、この今計画中の財政の

状況、この収支のバランスというものが非常に良好

な状態ということでございまして、この次期計画に

おけます介護保険で３,５００円という額につきま

しては、ただいま検討中であります次期計画におい

ての計画策定の中で決定をするわけですけれども、

この大幅な値上げ等に今結びつかないというふうに

考えているところでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） そうしますと、十分引き下

げのほうで検討するという形でよろしいものか、お

伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 引き下げかどうか

につきましては、十分今後の３カ年間の見通しとい

うものを勘案した中で、そういうふうに至るかどう

かにつきましては、何とも現状では、今の段階では

申し上げられませんけれども、十分検討させていた

だきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） ぜひ、引き下げていただき

たいというふうに思います。 

 今、本当に先ほども、何回も繰り返しますが、高

齢者の方々あるいは加入されている方に至っても、

この保険料というのは生活の中でも相当、税の負担

も含めてなのですが、ウエートを占めるという状況

になってきております。ここに来て、製品や食料品

等の値上げ、あるいは安全性の問題なども取りざた

されて、生活が本当に追い込まれるという状況に

なってきておりますので、この点、ただ、確かに３

カ年の介護給付の動向を見て、財政的な判断も当然

必要かというふうにも思います。それは否定いたし

ませんが、やはり実態として介護保険料等における

引き下げというのも望まれる方もいますので、その

点確認しておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ただいまの御質問

でございます。 

 委員の御発言のように、会計全体として、引き下

げても運用ができるというところが理想とするとこ

ろかもというふうにも思いますけれども、やはりこ

れから先３カ年の高齢者の状況、それから要介護者

の状況の中で、そういった保険給付の状況を見ます

ときに、果たしてそういうふうな状況になるかどう

かといいますか、その点は十分深く追求をして検討
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をして、決定をしたいというふうに考えているとこ

ろでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） では、ぜひその点、検討し

ていただきたいというふうに思います。 

 次の問題なのですが、今、要支援、予防給付に該

当された方なのですが、従来は、病院あるいは医院

行く場合等においては、移動サービスという形の中

で、社会福祉協議会の車を利用して病院等に出向く

条件がありました。しかし、制度が変わりまして、

予防等に該当する方については、その制度がなかな

か受けられないという状況になっております。 

 今、たんぽぽの会で行っている移動車を使って利

用するという方もおります。やはり介護に当たって

は、そういうものも含めて具体的にこれから高齢化

になりますと、今ずっと、まだ１０年２０年になる

と、また明らかに高齢化率が高くなりますから、そ

うしますと、そういった、車が持てない、あるいは

乗れない、免許を返上しなければならない、身近に

頼れる人がいないという状況に今でもなりつつあり

ます、なってきています。そういう場合の対処とし

て、予防給付に該当するからということで、それを

利用できないということがあってはなりませんの

で、その点、今、実態としてどういう状況になって

いるのかお伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ５番米沢委員の、

ただいまの移送サービスの状況でございますけれど

も、御指摘のような課題というものがあるというふ

うに思っております。 

 上富良野町におきまして、高齢者の増加ととも

に、そういった移送手段の確保というのは非常に大

切だというふうに感じているところであります。そ

ういった状況の中で、社会福祉協議会の移送サービ

ス、それから、ＮＰＯ法人でありますたんぽぽが実

施しております移送サービスという、この両面の使

い方でありますけれども、現状においても非常に需

要といいますか、使用の度合いが非常に高いのかな

というふうに思っているところであります。この両

者に現在のところは限られていますけれども、何と

か枠の拡大であるとか将来的には新たな担い手とい

う状況も大きな課題というふうに受けとめていると

ころであります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 例えば、こういった余剰財

源をそういったところに充てるだとか、いろいろ工

夫があるのですよ。ただ余ったから繰り越しという

のではなくて、実態にそういった課題があるとすれ

ば、そういったところにきちっと予算措置をすると

いうような対策をとらなければならないと思うので

すが、この点どのようにお考えなのかお伺いいたし

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 余剰財源につきま

しては、やはり介護保険会計で担うべき部分につい

ての使途ということになりますので、そういったこ

とを十分考慮しながら、この会計全体の運営に当

たっていくというものと考えております。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） もう一度確認いたします

が、改善というだけではその方向性がわかりません

ので、実態も調べて、そういう方が、本当に困って

いる方も今は少数かもしれませんけれども、おりま

すので、実費負担になれば富良野でも恐らく４,０

００円かそのぐらいかかるのだろうと思う。旭川

だったら１万円とか９,０００円ぐらいかかります

から、往復でその倍になりますから、やはりそうい

う対策というのも、ＮＰＯ法人であれば、そこに、

そういう対策をとれるような支援をするとか、福祉

協議会でも、そういう車がある体制があるわけです

から、もしも人がいなのであれば、そういうような

実態調査もしながら、そこに手だてをしていくと、

具体的なところまで煮詰めて考える必要があると思

いますが、そういうことを実態調査も含めてされる

のかどうなのか、お伺いしておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 米沢委員のただい

まの御質問でございます。 

 この移送サービスにつきまして、過去にも、事業

者であります社会福祉協議会、それからＮＰＯ法人

たんぽぽと話し合いをしてきている状況もありま

す。その中で、非常に需要が多くて対応が非常に

いっぱいな状況だということも聞いておりますけれ

ども、さらに対話を深め、利用者と事業者の連携の

もとに対話を深めた中で、課題の解決方法を見出し

ていくように我々も努力をしてまいりたいと思いま

す。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） この平成１９年度の上富良

野町の高齢者等の福祉事業の進捗状況というのが出

されております。これで、中にホームヘルパーのか

かわる派遣という形の中で、福祉協議会等が行って

いる、ホームヘルパーの確保と質の向上あるいは新
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規利用者の開拓という形になっております。実態と

して、恐らく今の新規利用者の開拓というのとヘル

パーの確保の質の向上というものは、どういうこと

を指しているのか、その現状を照らしてみて、何を

言わんとしているのかよくわかりませんので、この

点をお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ただいまの御質問

の訪問介護、ヘルパー事業の関連でございますけれ

ども、訪問介護におきましては、現状において使用

料が減少傾向にあるという課題に直面しているとい

うふうに我々もとらえているところであります。 

 そういった意味で、ヘルパー個々のサービス提供

に対します質の向上でありますとか、また、新たな

ニーズの確保というのは、この現状において潜在的

な、ヘルパーが訪問して、そういった必要とする

方々のために、この事業を行っていることに対しま

してＰＲした中で、真に必要としている要介護者の

方々のためのサービスの提供というもののあり方を

追求して、サービスの適切な提供に努めるべきだと

いうふうに感じているところでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） これは私だけの考え、見方

かもしれませんが、例えば今回の制度が変わりまし

て、介護認定者数から見ても、大体変わらないとい

う状況になっています。別にこれは、相手ですか

ら、これは介護認定されるかどうかは本人との病状

との関係です。ただ、今後、こういう状況の中で、

福祉協議会が、利用者数が減っているという話も聞

きます。そういうことを考えた場合、この社会福祉

協議会の運営そのものにも、あるいは、ヘルパーの

確保にも大変苦慮しているというふうに聞きます。

やはり臨時対応だとか、あるいは新規の利用者が少

ないという状況の中で、また、介護報酬等が変化す

るということの中で、そういった実態が見受けられ

るような気もしますが、状況としてはどのような状

況になっているのかお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 訪問介護にかかわ

りますヘルパーのかかわりでございますけれども、

現状において、上富良野町で唯一の事業所でありま

す社会福祉協議会の訪問事業所、ここの我々が受け

とめている状況といたしまして、ヘルパーの体制と

して、一時、大変需要が多い時代は人材難も含めて

大変だったということもありましたが、現状におい

て、提供する側のヘルパーの確保が、今は大変だと

いう状況には至っていないというふうに聞いており

ます。サービス提供を受ける側である被要介護者と

いいますか、そういった方々との人数的なバランス

といいますか、そういった面では現状では確保され

ているというふうに認識をしております。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 十分その現状についても、

福祉協議会の運営等における支援体制についてもぜ

ひ進めていただきたいというふうに思います。 

 次にお伺いしたいのは、全体の保険給付費の中の

推移の中で、施設サービスという形の中で年々ふえ

る傾向があります。同時に、固定化して長期滞在、

入院されるという方がふえるというような状況にあ

るかというふうに思います。上富良野町にはグルー

プホーム等が一つあるかというふうに思います。こ

れから、認知高齢者支所という形の中で、既存のそ

ういった高齢者施設に入りたいという方もふえてき

ているのではないかなというふうに思いますが、そ

ういったグループホーム等の待機者というのは、実

際、上富良野町でいらっしゃるのかどうなのか、そ

の点お伺いしておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 米沢委員の、グ

ループホーム入所希望者の状況であります。現在の

把握している状況におきましては、グループホーム

に関しましての待機者はおりません。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れで介護保険特別会計の質疑を終了いたします。 

 次に、ラベンダーハイツ事業特別会計全般の３７

９ページから３９９ページまでの質疑を行います。 

 ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） ３８６ページ、入所率は９

５％ぐらいだと思うのですけれども、通所介護費

は、これの収入につきましては、これは少し高めの

介護報酬でないかなと。それと、居宅介護サービ

ス、ここのところと、それから施設の介護サービ

ス、ここのところでございますけれども、今、特養

の今後の運営、検討が必要だと思うのですけれども

というのは、特養は今度は介護度の、介護４、５、

重度者の方が入所されていますよね。国のほうでも

そういうふうに変えましたので。だから、その医療

のニーズにも対応しなければいけませんし、介護職

では対応できないような作業も多いと考えられるの

ですけれども、そういった点はいかがでございます

か。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ所

長。 
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○ラベンダーハイツ所長（菊地昭男君） ２番村上

委員の御質問にお答えいたします。 

 重度化、最近してきてまして、４、５の利用者が

入所者の話かと思います。これらにつきましては、

介護職で緊急の場合等の対応、これにつきまして

は、日中につきましては看護師がおりまして、即、

診察といいますか、様子を見まして救急で対応して

いるという状況でございます。 

 なお、上富良野町立病院との救急の提携の中で、

即、救急車に乗って町立病院で診察をしていただけ

るという状況で、重度化しても、これらにつきまし

ては即対応できるものと考えております。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） 今、そういうことでやって

おられるということで、間に合っている。間に合っ

ているというのはおかしいですけれども、そういう

状況だということですけれども、今後におきまして

は、やはり携わる人、なかなか大変になってきま

す。その働いている方も高齢化になってきますし、

それで、そういう重度の方が、介護度の高い４、５

の方が入所されていますので、いろいろな面で大変

だと思いますので、少しここの介護報酬がすごく低

いのですよね。だから、今後については介護報酬の

見直しも少し考えていかないと、国のほうでまた来

年変わるようですけれども、そういったことはどの

ように考えておられるか。やはり今後については、

携わる労働力というのですか、そこら辺がちょっと

私、大変になってくるのではないかと思うのですけ

れども、いかがお考えでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ所

長。 

○ラベンダーハイツ所長（菊地昭男君） ２番村上

委員の御質問にお答えしたいと思います。 

 介護職、現在、平均年齢が３５歳程度でございま

す。介護職につきましても、現在いる介護職につき

ましては５年から６年、ハイツで経験しているとい

うのが実態でございます。なお、最近、介護職を募

集しましても、高齢者５０歳以上の方の応募もござ

いまして、これらに対応すべく利用者に対して３対

１の介護職の配置となってございますけれども、今

後は重度化することによって２対１等の状況も生ま

れてくるものと考えております。これらに対して、

今後、賃金等も含めまして給料面の処遇等、あと、

なるべく体力等の減退によります利用者への対応等

も考慮に入れながら、状況判断の中で介護職の負担

のかからない利用者のサービスの低下のないような

体制で、今後は対応していくことも必要かと考えて

おります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ６番今村辰義君。 

○６番（今村辰義君） ラベンダーハイツの看護師

さんの確保の実態といいますか、それと、今後の確

保の可能性、見積もり、それらについてちょっとお

聞きしたいというふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ所

長。 

○ラベンダーハイツ所長（菊地昭男君） ただい

ま、今村委員の御質問に対してお答えをさせていた

だきます。 

 現在の介護士の実態、施設におきましては、臨時

職員１４名の介護士等職員７名の体制で介護体制を

しておるところでございます。先ほど申し上げまし

たように、介護施設につきましては３対１の介護体

制、これが基準でございまして、ことしの春に新人

４名が、職員がやめたということもございまして、

採用してございまして、現在やっと安定した介護体

制をとれている状況であります。（「看護師」と呼

ぶ者あり） 

 大変失礼いたしました。看護師につきましては、

当施設につきましては、職員２名、臨時１名という

体制で、今、看護体制をとっておるところでござい

ます。 

 実際、今の看護体制で余裕がないという、多分職

員に何かが、病気等がありましたら余裕のない状況

ではございます。それに伴いまして、利用者のサー

ビスの低下を招くわけにはいきませんので、今後臨

時の看護師等の体制もとっていかなければならない

とは考えております。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村辰義君。 

○６番（今村辰義君） 本当にサービスの低下とい

うものは防がなければいけないと思うのですよね。 

 准看でもよろしいのですよね。その確保にぜひ努

めていただきたいなというふうに思いますし、自衛

隊の定年退職者、年齢はいってますけれども、准看

護師の資格を持っている人たちもおられると思いま

すので、そこら辺も考慮されたらいいのではないか

というふうに思います。 

 今のやつは終わるのですけれども、一たん座らな

ければいかんのですかね。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですよ。 

○６番（今村辰義君） １９年度ラベンダーハイツ

の給食部分の民間に移譲という件でありますけれど

も、１９年度は９９６万円の繰り越しができると。

そのときの町長の話では、黒字のときに給食部門を
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民間移譲したいということでありますが、この資料

によりますと、次年度への繰り越し額も年々減って

きているというふうにうたわれております。一部修

正可決されたのですけれども、今後の民間移譲とい

う件についてどうお考えなのかお聞きしたいという

ふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） ６番今村委員の御質問に

お答えします。 

 今言われたような経過にあるところであります

が、私どもは事業を運営する立場として、経営の改

善についてはたゆまぬ努力をしているわけでありま

す。その中で、部分的な業務の委託についても検討

課題となってございますし、もう少し言えば、事業

全体を民間移譲、要するに完全民営化ということも

行政課題の位置づけにしてございますので、これら

も双方をにらみながら、どういう時期がいいのか、

我々としてどういう判断がいいのか、また、そうい

う受け皿となる、そういう組織が容易にあるのかな

いのかを十分見きわめて、その実現に向けた努力を

する予定となってございますので、御理解をいただ

きたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村辰義君。 

○６番（今村辰義君） 非常に厳しい財政運営の中

で、合理化、効率化、あるいはスリム化ということ

を考えますと、私は必要ではないかなというふうに

思っています。 

 また、一部修正可決はされたのですけれども、そ

ういったいろいろな問題点がありますけれども、そ

れを解消していけば、また賛同も得られるのではな

いかなというふうに思ってますので、ひとつよろし

く努力のほどをお願いしたいというふうに思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 今、入所者１人当たり、大

体、介護報酬というのですか、それはどのくらいに

なっているのかお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ所

長。 

○ラベンダーハイツ所長（菊地昭男君） ５番米沢

委員の御質問にお答えいたします。 

 平均で１万１,６００円ぐらいだと思います。介

護度が重度化してまして、７割の方が介護度が４、

５でございまして、高い人では介護報酬として１万

３,０００円、安い人でも８,０００円強の報酬と

なってございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 大体１人当たりにかかる経

費というのは積算されたことはありますか。現状で

わかればお伺いしたいのですが。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ所

長。 

○ラベンダーハイツ所長（菊地昭男君） ここに

ちょっと資料の持ち合わせございませんので、後ほ

ど資料として要求があれば提出したいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 委託の話で出ましたけれど

も、委託はだめですよ、これは。なぜかといった

ら、やはり行政がきっちり守るものは守らないと、

これから、いろいろなところで問題になっています

けれども、介護報酬等の変化によって事業が成り立

たないという問題も出てきていますので、私はこの

給食の問題も含めて、保育所もそうなのですが、

きっちりその状況も踏まえて、何をその柱として、

上富良野町が介護と子育て支援という形でもっと

サービスも充実してやる努力だとか、もっとやる必

要があるのだと思います。やはり、そういったとこ

ろをきっちり見ないで、ただ委託すれば物事が終わ

りというような、それはならないと思いますので、

この点ちょっとお伺いしておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） ５番米沢委員の御質問に

お答えします。 

 御理解いただいていると思いますが、私どもはど

んどんどんどん、行政のスリム化という観点で何で

も切ってきていることではございませんので、ぜひ

御理解をいただきたいと思います。 

 いずれにしましても、行政の守備範囲、大変広う

ございます。今、福祉部門についても、特に特養な

どにつきましては、全国的に見ても自治体が運営し

ている施設もあるでしょうし、多くが法人の経営で

あります。そういう意味では、民間がそういう機能

をしっかり支えているという実態がございますの

で、私どもが経営して民間に移譲したときに、大き

くサービスが低下することについては、当然あって

はいけないわけでありますので、少なくとも現状維

持、もしくはそれをさらに超えて向上させるとい

う、そういう方向性をしっかり出して、そういうも

のを判断しながらやっていくということであります

し、特にあえて言うまでもないと思いますが、私ど

もはどうしても民間にゆだねることができない分野

もありますし、民間と競合している分野もございま

すので、その辺を後手ないようにしっかりと見定め

て進めていかなければならないと思いますし、いず

れにしましても、町民の多くの方の合意がないとな

かなかできないわけでありますので、そういう説明

責任もしっかり果たして、後世のないように、禍根

の残らないような形で取り進めてまいりたいという
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気概でございますので、御理解をいただきたいと思

います。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） その問題については、また

後で論議しますが、とりあえず、その効率化という

点で、国の方針どおりですよね、副町長。いつも縦

割りで物事を押しつけるようなやり方では、幾ら自

治基本条例つくった云々かんぬんと言っても、つい

てこないですよ、それは。もう古い手法なのです

よ、それは。だから今、自民党、公明党政治の流れ

が変わって、求める方向が、住民はそれはいけませ

んよという形になっているわけですが、この点述べ

て、次にお伺いしたいのは、この働いている方の労

働条件の改定の問題なのです。 

 今、賃金体系も変えるということでありますが、

働いている方に聞きましたら、若い人でも介護現場

について働いて、仕事してても十五、六万円、せい

ぜいそのぐらいだと。それで、私は結婚をして家庭

を持つとしても、なかなかそれでは本当に厳しい。

だからアルバイトまで行っているというような、そ

ういう話も聞こえてきます。やはり働いている方が

少しでも意欲を持てるように賃金体系変える、少な

くとも、正職員にせよとは言いませんが、一人一人

の資質を見抜いて嘱託準職員だとか、そういうレベ

ルに引き上げる、あるいはボーナスを給付するとい

うような喜びがないと、本当に働いても働いても、

その報いが得られないという状況では困りますの

で、介護現場というのは、今本当にひどいです。ラ

ベンダーハイツだけではありませんけれども、この

点、どのようにお考えなのかお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ所

長。 

○ラベンダーハイツ所長（菊地昭男君） ５番米沢

委員の御質問にお答えしたいと思います。 

 非常に過酷な賃金体系の中で、現在、臨時介護士

等が就労されているという現状は私も認識してござ

います。 

 当施設の臨時介護士の賃金につきましては、本年

９月に改正しまして臨時職員の介護士の賃金体系

を、毎年賃金が上がりますよと、今、米沢委員が言

われました、ボーナス等の手当等の支給にはなりま

せんけれども、毎年賃金が何千円か時給が上がると

いう賃金体系を９月に賃金表をつくらせていただい

たところでございます。金額的には何十円、時給に

して５０円、６０円単位でございますけれども、こ

れが毎年上がることによって、また来年上がるとい

うことで、就労意欲がわくという状況で改正させて

もらっておりますので、その辺御理解いただきたい

と思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） ぜひ改善していただきたい

と思います。恐らく雇用形態は有期雇用だと思うの

ですが、例えば、１週間休んで契約をまた再開する

ということだと思いますが、本来継続性があるわけ

で、制度上そういうことになっているということで

ありますけれども、やはりこういった点も改善する

必要があるのだと思うのです。せっかく通年で働け

るのに、そこで１回雇用が終わって再雇用というよ

うな、変則的な雇用体系になっています。この点も

含めて、働いている人たちが本当に喜び持てるかど

うかは別としても、意欲がわいて、それが質の向上

にもつながる話ですから、財政的な事情もあって、

私は全部そういった正職員だとか準職員にしろとは

言いませんが、少なくとも改善して、介護している

んだと自分が自負を持てるような、そういう介護労

働の現場をつくっていかないと、今、崩れつつある

のですよ、上富良野町でも。 

 そこを町長、どのように実態として知っておられ

るのか、よく、そこをちょっとお伺いしたいと思う

のですが、町長として、その介護現場で働いている

人たちの処遇の改善という点ではどういう考えを

持っているのかお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） 私のほうから、お答えさ

せていただきます。 

 今、担当の所長から申し上げましたように、この

間もいろいろな人材の確保が非常に困難だという職

場、そういう実態がございますので、今、委員が言

われるように、そういうことを容易にするための改

善策として、今申し上げたようなことが今現在行わ

れているわけであります。 

 今後におきましても、そういうことがどの程度必

要なのかについてはしっかり実態を見定めてまいり

たいと思いますが、いずれにしましても、私ども

は、町営でありながら一つのそういう福祉の、老人

施設の事業をする立場にございますので、事業とし

て支えることがどの程度できるのか、それがまた、

将来に向けて持続をできるのかどうかということを

しっかり見定めて、構造的に直していくということ

が必要だろうというふうに思いますが、いかんせん

私ども自治体がそういう事業展開をするときに、地

方公務員法だとかいろいろな縛りがございますの

で、なかなか思うようにいかないというのも現実で

ございますので、その点いろいろ、そういうフレー

ムの中で可能性の追求をしながら実態の課題の解決

に向けてまいりたいというふうに思っていますの

で、私どもも、少なくとも町長を含めて、実態がど
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うだかというのは承知しているつもりでいますの

で、御理解をいただきたいなというふうに思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れでラベンダーハイツ事業特別会計の質疑を終了い

たします。 

 説明員が交代しますので、少々お待ちください。 

 次に、簡易水道事業特別会計全般の２８９ページ

から３０１ページまでの質疑を行います。ございま

せんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れで簡易水道事業特別会計の質疑を終了いたしま

す。 

 次に、公共下水道事業特別会計全般の３２３ペー

ジから３３９ページまでの質疑を行います。 

 ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） ３３５ページ、ここの水洗

化等改造補助金１７万円と、こうあるわけですけれ

ども、現在水洗化率が８４.２％ということで、こ

としは何軒かあったのでしょうか。まずその点、

ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 上下水道班主幹。 

○上下水道班主幹（水島雅夫君） 現在のところ、

ことしについては１件でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） ことしは１戸ということは

わかりました。それで、今後の見込みとしては、ど

うなのでしょうか。ちょっとお尋ねしたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 上下水道班主幹。 

○上下水道班主幹（水島雅夫君） 現在、申し込み

は、届け出はある状態でございまして、それはまだ

取りまとめてございません。申しわけございませ

ん。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） 今後については、努力をす

るというようなことを、この成果表にいただいてお

ります。報告書になっておりますけれども、私は

ちょっとなかなか、これ、もう頭打ちに来ているの

かな、なんていう感じを受けたりするのですけれ

ど、どういう見通しなのでしょうかね。 

 見通しとしまして、ちょっとお尋ねしたいと思い

ます。このパーセンテージは現在８４.２％ですけ

れど、そこら辺り、ちょっとお尋ねしたいと思いま

す。 

委員長（長谷川徳行君） 上下水道班主幹。 

○上下水道班主幹（水島雅夫君） 現在町内におい

ては、新築、改築２０件程度あるのかなと思ってお

りますけれども、そういう場合におきましては、下

水道受益区域内におきましては、すべて下水道に接

続していただいているものと思っておりますし、こ

れまでもそうでございました。 

 また、区域外につきましても、そういう状態の場

合、新築、改築の場合には、合併浄化槽なりの申し

込みをいただいているということでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 水洗化の普及で処理区域内

であっても、例えば、利用されていない、水洗化さ

れていない方というのは、生活状況で言えば、どう

いうような方がそういうようになっているのかお伺

いいたします。 

 これは、するしないというのは、特に本人の、世

帯主というか、本人の判断なのかなというふうに思

いますが、そこら辺はどういうふうになっているの

かお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 上下水道班主幹。 

○上下水道班主幹（水島雅夫君） 下水道につなげ

ていない方は、高齢者の住宅、高齢者のみの住宅、

あるいは古いアパート、あとはごく少数ですが、も

う既に浄化槽をおつけになっている方も一部いるの

かなというふうに思っております。 

 なかなか高齢者の方、かなり費用がかかりますの

で、その辺はちゅうちょされていると、また、古い

住宅もなかなか入る人がおりませんので、現在そう

いう状況になっておりますので、なかなか水洗化に

ならないという状況でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） そういう意味では、公営住

宅は前にも質問しましたが、率先して、公共施設で

ありながら、これに協力してないという形になるの

ではないかなというふうに思うのですが、その点、

今後の対応等についてお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） ５番米沢委員の御質問

に、私のほうからお答えします。 

 今までもいろいろ、そういう角度の御意見いただ

いてまして、町長におきましても、できるだけそう

いう生活改善というか様式改善をしなければならな

いという認識でいるところでありますが、いずれに

しても、その実現のためには多額の税金を投下しな

ければならないというようなこともありまして、な

かなか整備ができないと。 
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 一般質問でも答弁させていただきましたように、

今現在の住宅を、どう今後もストックしていくの

か、そういうことも２１年に明らかにして、年次的

にどうできるのかを定めてまいりたいというふうに

考えておるところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れで公共下水道事業特別会計の質疑を終了いたしま

す。 

 以上をもって、各会計歳入歳出決算についての質

疑を終了いたします。 

 説明員が交代しますので、少々お待ちください。 

 続いて、企業会計についての質疑に入ります。 

 最初に、水道事業会計全般の質疑を行います。 

 ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） 水道事業会計の１７ペー

ジ、ここのところの配水管整備、これは当年度２,

９５６万円増加をしているわけですが、有収率を上

げるためにやむを得ないかなとは思うのですけれど

も、一番最後のページ、１７、１８ですね。 

 それで、今後においては老朽管取りかえ等の配水

管の計画の見通しというのはいかがなのでしょう

か。ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（北向一博君） 水道事業につきま

しては、昭和４７年から現在の水道事業に切りか

わっておりますけれども、長年経過しておりまし

て、標準の耐用年数が３８年ということになってお

りまして、もう間もなく当初計画の設置の部分が耐

用年数に到来しつつあります。 

 この耐用年数に到来いたしましても、場所場所に

よりまして、まだまだ使える部分、それから予想よ

り早く修繕を要する部分がもう発生しておりまし

て、ここの部分については随時漏水検査を行って対

応を図っておりますけれども、今後、第５次の総合

計画の中で一定の計画的な更新作業を行うというこ

とで、現在計画しております。 

 長年使ってきておりますけれども、その中で既に

更新が終わった部分もありますし、あと、どうして

も道路部分に埋設するという関係がありまして、二

重の投資を防ぐために道路整備の計画と合致してい

く必要がありますので、今後の検討の中で計画的な

ものを遂行したいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） ４７年からやっていて、耐

用年数が３８年ということで古いのが大分あるとい

うお話ですけれども、それであれば毎年３,０００

万円ぐらい予算立てましても増加になっていくのか

なと、こういうふうに思うのですけれども、今回

５,４０７万円ですか、これ、繰り上げ償還いたし

ております。それで、これ、古いのが、利率が７.

２％から６.７％、５.５％、こういう利率の高いの

を借りておりますので、こういった結局、今後老朽

管を、配水管を取りかえていかなければいけない財

政のこともありますので、こういった高いところの

利率を借りかえというのですか、こういうこともお

考えになられてはどうかと思うのですが、いかがで

ございますか。 

○委員長（長谷川徳行君） 上下水道班主幹。 

○上下水道班主幹（水島雅夫君） 村上委員の御質

問にお答えいたします。 

 実は昨年から、補助金免除繰上償還の制度が１

９、２０、２１の３年間で５％以上について認めら

れております。ただ、それは段階を追って１９年

度、例えば６.８％以上だとか、そういうふうに

なっておりますので、それに基づいて繰り上げ償還

していくとしております。 

 それと、水道会計は今、内部留保を持っておりま

すので、借りかえをしないで返すことも実は考えて

おります。 

 そのほかにあと、借りかえについては、何億円か

の借りかえは当然しながら、借りかえはしていきた

いと思っております。２０年と２１年度は内部留保

で返す分と、それから借りかえするものということ

で進めたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 漏水対策でお伺いいたしま

すが、これは老朽化した管を埋設するということに

なれば、これは単費になるのか補助対象になるの

か、その点はどのようになっているのか、それと耐

震性の問題では、もう既にこれがクリアされている

のか、ちょっと前、１回、十勝沖だとかいろいろな

のが発生したときに、それに対応しているという話

もありましたが、現実はどのようになっているのか

お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（北向一博君） この水道管につき

ましては、まず耐震化の関係ですが、基本的に耐震

性能があるかどうかわからない部分があるというの

が実態です。基本的にはあるはずだという発言しか

申し上げられないところがつらいところではありま

すけれども、随時、更新作業の中で安全性を確保し

ていくという計画で進めております。 
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 以上です。（「単費か補助か」と呼ぶ者あり） 

 失礼いたしました。 

 あと、更新につきましては単費で行っておりま

す。すべて起債事業で、後年度に負担するというこ

とで平準化を行っております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れで水道事業会計の質疑を終了いたします。 

 次に、病院事業会計全般の質疑を行います。ござ

いませんか。 

 ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 近年、病院の経営状況も、

繰り入れなど町が行って、何とか黒字に転換すると

いうような状況になってきております。 

 お伺いしたいのは、特交あるいは普通交付税、

ベッド分において、大体１９年度においては１床当

たりどのぐらいの交付税が算入されているのか、こ

の点お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 病院事務次長。 

○病院事務次長（山川護君） ５番米沢委員の御質

問にお答えします。 

 交付税につきましては、ベッド数と主に特別交付

税と普通交付税に分かれまして、普通交付税につい

ては、１床当たり４９万円ほど、そして特別交付税

については１床当たり６８万円ほどございますの

で、１床１１０万円の交付税が算入されてきており

ます。そのほかに公債費比率分と、それから救急に

関する分がございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 近年、やはりこの部分の実

態と合わない交付税の算入という形の中で、なかな

か、いわゆるふえてきていないという実態も見受け

られるかというふうに思います。 

 １５年度で見た場合、４万円ぐらいのベッド分と

いう形になっておりますし、それから比べて下がっ

てきているように思うのですが、この辺は過去の算

入率から見て、どのように変化しているのかお伺い

いたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 病院事務次長。 

○病院事務次長（山川護君） ただいまの５番米沢

委員の御質問でございますけれども、交付税及び普

通交付税、特別交付税との合算額で一番多かったの

が、平成９年の１億５,７５５万７,０００円でござ

います。その後低下を見まして、１９年度において

は１億３,０７６万７,０００円というように、ここ

約１０年間で２,７００万円ほどの減少になってお

ります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 病院経営が苦しくなってい

る要因というのも、こういったところにもあるので

はないかなと思います。 

 確かに地方病院で、なかなか高度の医療が、機器

がないという形の中で流出する場合もあります。し

かし、そういうものも含めて、地域医療を守るとい

う点で大切な役割があるのではないかなと思いま

す。 

 そういう中で、今、介護予防給付あるいは予防医

療が上富良野町で実施されております。ヘルスアッ

プ事業だとかいう形の中で、こういうつながりの中

で、町立病院の予防医療における拠点病院としての

位置づけという点でも、もっと改善すべき点がある

のではないかなというふうに思いますが、そのかか

わり方という点で、病院の方針としては地域の健康

を守り、福祉の増進のために、向上のためにという

位置づけはされておりますが、そこら辺が、医師の

確保の問題、看護師の確保の問題があったりだと

か、作業療法士さんが介護予防で必要だけれども、

その体制がとれていない、そういった中で病院が派

遣するだとかいうことも一部やられている部分もあ

るかと思いますが、そういったつながりをもっと目

指す必要もあるのではないかなと思いますが、この

点どうでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 病院事務次長。 

○病院事務次長（山川護君） ５番米沢委員の御質

問にお答えいたします。 

 病院経営につきましては、大きく分けまして、御

質問のとおり医療の部分、それから上富良野町にお

ける医師の確保、看護師の確保で言う医療機関とし

てのサービスの部分というのがあるというふうに

思っております。 

 医療の部分におきましては、上富良野町立病院に

おいては旭川医大からの派遣もございまして、胃カ

メラ、大腸カメラ。消化器官につきましては、富良

野沿線で医療の供給をできる部分では最高のレベル

ではないかということで、常勤医につきましても、

患者さんが午前中に８０人から１００人来るような

体制で今臨んでいるところです。 

 今御質問にございました、医療のサービスを他の

分野、例えば福祉とか介護の部分、地域の保健のほ

うに進めていくということにつきましては、これか

ら行われます特定健診におきましても、医大からの

先生とはまた別に医師を確保しながら、どうしても

健診業務につきましては、御承知のとおり、午前中
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食事前の検査が主になりますものですから、午前中

の医師の確保ということになりますと、かなり厳し

いのでございますけれども、医師を確保しながら、

随時１０月からまた進めていくという中で、保健福

祉課との協議を進め、うちの病院でやれる部分の医

療のサービスの提供ということにおいては、協議し

ながら進めているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） 今回１９年度は高金利起債

の繰り上げ償還をやっておりまして、健全化に向け

て進められているのですけれども、もう少し、５８

０万円、これは総務省の資金を使って、それから４

２９万円は７.２％から２.４％借換債発行してやっ

ているのですけれども、どこの自治体も今、経営が

大変だということで、ことしに限って認められる病

院特例債、これは利子の半分を交付税で補てんして

くれるメリットがありますので、そういったことも

どのように、これからの健全化に向けて考えておら

れるのか、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 病院事務長。 

○病院事務長（大場富蔵君） ２番村上委員の御質

問でございますけれども、１９年度におきましては

７％を超えるもの２件につきまして、約５,１００

万円繰り上げ償還をさせていただいたところでござ

います。 

 特例債の関係でございますけれども、いろいろな

要件がございまして、町立病院につきましては該当

しないものというふうに考えているところでござい

ます。その要件に合致していないということで。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） 何か５８市町村で、そうい

う申し出があるということを出ておりましたけれど

も、どういう条件で、うちの病院が、それがかなわ

ないわけですか。条件に沿わないわけですか。

ちょっと、どんな条件なのですか、お尋ねしたいと

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 病院事務次長。 

○病院事務次長（山川護君） 今回の特例債につき

ましては、新聞紙上でも報道されているように、赤

字病院、うちも赤字なのですけれども、赤字病院

の、本当に経営が悪化している病院に対する資金の

めどということですので、うちの病院、１８年度に

ついては不良債務出ましたけれども１９年度は不良

債務出ていなくて黒字ということになっておりま

す。経営体質的に、その制度的に乗らなかったとい

うことで、これらの特例債のほうについては申請が

できなかった、該当ならなかったということでござ

います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 １１番渡部洋己君。 

○１１番（渡部洋己君） 未収金のことでちょっと

お聞きしたい。企業会計ですから、１カ月おくれて

も未収金になってしまうのですが、これも水道と同

じなのですけれども、ただ、その中で１９年度も不

納欠損処理を行っておるのですけれども、この実態

といいますか、どうなのか。入院患者とその外来と

いうか、その比率だとか、あと、悪質な者はいない

のか、そこら辺ちょっと教えてほしいなと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 病院事務次長。 

○病院事務次長（山川護君） １１番渡部委員の御

質問にお答えします。 

 １９年度におきましては４７０万円ほどの不納欠

損をさせていただきました。中身につきましては、

平成３年からの不納欠損で１５年まで。そして１

６、１７、１８については、死亡者等におきまして

約９７名の不納欠損をさせていただきました。１６

年度、１７年度、１８年度の未収金につきまして

は、今現在の９月３日現在のデータでございます

が、１６年度は２３件で２３万５,０００円、１７

年度は２０件で１８万円、１８年度は１２件で１３

万７,０００円、１９年度は２２件で１２万７,００

０円が、今現在、町立病院の未収金ということに

なっておりまして、催告並びに分割を含めまして、

徴収をしているところでございます。 

 以上です。（「悪質な状況」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 病院事務次長。 

○病院事務次長（山川護君） 悪質なのは、確かに

おりますといいますか、これにつきましては、町の

ほうの徴収と一体となりまして、病院だけでなく

て、ほかの部分もあればそこと一体となって徴収を

今進めておりますので、今申し上げました１０万

二、三千円の金額といいますのは、今入院いたしま

すと、１カ月で七、八万円かかってまいります。そ

ういう中においては、大変手前勝手な言い方です

が、徴収が、まだほかの病院から見るとスムーズに

行われているのかなと、未収金が少ないのかなとい

うふうには思っております。今後も町のほうの徴収

担当と連携をとりながら、徴収に進めていきたいと

いうふうに思っております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 看護師宿舎のあり方の問題

ですが、もう既に償還は終わっているかというふう
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に思いますが、この点については、予防接種の会場

に使われているという形ありますが、あそこをもう

ちょっと有効的に活用をできないものかというふう

に考えております。そうしますと、中を改造するだ

とかということも考えられますけれども、もっと、

建っているものを、施設を有効的に活用できる方法

というのを、ちょっともっと検討していただきたい

と思うのですが、そこはどうでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 病院事務長。 

○病院事務長（大場富蔵君） ５番米沢委員の御質

問でございますが、看護師宿舎、今、１週間に１回

予防接種に使われているという状況でございます

が、過去におきましてもいろいろと検討をして、何

かに使えないかという部分がもちろんあったわけで

ございますけれども、構造が壁で支えられていると

いうことから、例えば、小さな部屋を二つを合わせ

て大きな部屋にするとかという部分ができないため

に、なかなか有効活用ができてこなかったという部

分がございます。 

 ただ、確かに委員が言われますように、建ってい

るものを有効に使っていくということは、当然大切

なことでございますので、検討は進めてまいりたい

というふうには思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れで病院事業会計の質疑を終了いたします。 

 以上で、企業会計についての質疑を終了いたしま

す。 

 説明員の方は、町長の所信表明から議場にお入り

ください。 

 昼食休憩に入ります。 

─────────────── 

午後 ０時１２分 休憩 

午後 １時１５分 再開 

─────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 昼食休憩前に引き続

き、委員会を再開します。 

 これより、分科会ごとに審査意見案の作成を行い

ます。 

 分科会ごとに審査意見書案が作成されましたら、

委員長まで提出願います。 

 会場については、事務局長より説明をいたさせま

す。 

○事務局長（中田繁利君） 分科会の会場は、第一

分科会は第２会議室、第二分科会は議員控室といた

します。 

 なお、分科会で審査意見書案の取りまとめが終了

いたしましたら、議長室で正副委員長と分科長によ

り成案を作成しますので、ほかの委員の方は休憩し

ていてください。成案がまとまりましたら、議事堂

で成案の報告、審議を行います。 

 それでは、会場に移動をお願いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 暫時休憩いたします。 

─────────────── 

午後 １時１６分 休憩 

午後 ４時０１分 再開 

─────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、委

員会を再開いたします。 

 審査意見書案の整理を行いましたので、事務局長

に朗読させます。 

 事務局長。 

○事務局長（中田繁利君） 平成１９年度上富良野

町決算特別委員会審査意見案を朗読いたします。 

 一般会計。 

 １、町税等の収納について。 

 ①町税等の滞納者に対する行政サービスの制限条

例や、コンビニ収納、管理職による滞納プロジェク

トにより、職員の収納努力が見られるが、滞納者の

状況分析に基づいたきめ細やかな督促と納税相談を

実施するとともに、悪質な滞納者には強制執行を含

め、より一層の努力を図られたい。 

 ②不納欠損処分については、処分に至る前に十分

な方策を図り、対処されたい。 

 ２、需用費について。 

 経費削減に努め、特に燃料費については単価の動

向を見きわめて購入するなど、節減に努められた

い。 

 ３、物品の購入について。 

 物品の購入に当たっては、地域振興の観点からも

町内業者を利用するよう強く進められたい。 

 ４、防災について。 

 自主防災組織の計画的な組織化と総合防災訓練

は、一部地域が限定しマンネリ化しているので、今

までの成果を生かし、自主防災組織と連携するなど

組織活動の充実に努められたい。 

 ５、定住化対策について。 

 住んでみたくなるようなサービスの提供も視野に

入れ、さらなる施策の充実に努められたい。 

 ６、補助金負担金について。 

 補助金負担金については見直しの成果が見られる

が、統合化も考慮し、さらに精査して削減に図られ

たい。 

 ７、日の出公園臨時駐車場について。 

 日の出公園臨時駐車場の農地転用に不適切な面が
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あったので、速やかに適切な措置をし、再発防止に

努められたい。 

 国民健康保険特別会計。 

 ①短期保険証及び資格証明書の交付については、

分納相談を受けながら適切な対応を図られたい。 

 ②特定健診、特定保健指導については、生活習慣

予防、住民健診の個別指導の充実に努め、より一層

の医療費の軽減に努められたい。 

 介護保険特別会計。 

 介護予防対象者の移送サービスを実施されたい。 

 ラベンダーハイツ特別会計。 

 看護師、介護士の労働意欲向上のため、労働条件

の改善を図られたい。 

 裏面をごらんください。 

 公共下水道事業特別会計。 

 町営住宅の水洗化については、道路整備とあわせ

た計画的な整備を図られたい。 

 水道事業会計。 

 耐用年数を経過した水道管については、計画的な

更新整備を図られたい。 

 病院事業会計。 

 病院運営については、地域医療を守るために医師

の確保に努め、予防医療を充実し、町民に信頼され

る病院であるように努められたい。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） これより、審査意見書

案の審議を行います。 

 ただいま朗読した審査意見書案について、御意見

はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） お諮りいたします。 

 審議が終わりましたので、決算審査意見書は、こ

れで決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、決算審査意見書は、ただいまの審議のと

おり決定いたしました。 

 以上で、決算審査意見書の審議を終わります。 

 理事者に意見書を提出してきますので、暫時休憩

いたします。 

─────────────── 

午後 ４時０５分 休憩 

午後 ４時３０分 再開 

─────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、委

員会を再開いたします。 

 理事者より所信表明の申し出がございますので、

発言を許します。 

 町長尾岸孝雄君。 

○町長（尾岸孝雄君） ただいま、決算特別委員長

さん、副委員長さんが、３日間にわたりまして委員

の皆さん方が慎重に審議していただきました審査意

見書を御持参いただきまして拝読させていただきま

した。 

 それぞれの会計におきます決算特別委員会におき

ます委員の皆さん方の審査意見書、どれもこれも、

私どもが行政執行するに当たりまして、当然にして

それを呈した執行をしなければならないというよう

な、重要な課題を含めた御意見でございます。 

 今決算特別委員会に当たりましては、監査意見書

並びに審査期間中に各委員から賜りました各種の御

意見等々につきましても、十二分に対応した今後の

行政執行をしていかなければならないというふうに

思っているところでございます。 

 今平成１９年度の決算特別委員会に当たりまして

は、委員の皆様方に私どもの一部不適切な対応の中

にありまして、慎重な御審査を賜りましたことにつ

きましても、重ねて心から寛大な対応をしていただ

きましたことを感謝申し上げたいというふうに思っ

ております。 

 しかしながら、これらのことは私どもは十二分に

反省をした上で今後の執行をしていかなければなら

んというふうに強く感じているところでございます

ので、何分にも委員の皆さん方の特段の御配慮を賜

りまして、平成１９年度各会計の決算に当たりまし

て、御認定を賜りますことを心からお願いを申し上

げ、先ほども委員長から申し渡されましたが、私に

とりましては最後の決算特別委員会ということでも

ございますので、何分にも特段の御配慮を賜りまし

て御認定賜りますことをお願い申し上げ、所信表明

とさせていただきたいと存じます。 

 ３日間にわたりまして、大変ありがとうございま

した。 

○委員長（長谷川徳行君） お諮りいたします。 

 ただいまの理事者の所信表明により、今後の町政

執行において十分その意見を尊重し、最善の努力を

いたしたいとの確認が得られましたので、討論を省

略し、議案第３号平成１９年度上富良野町各会計歳

入歳出決算認定の件及び議案第４号平成１９年度上

富良野町企業会計決算認定の件を採決いたしたいと

存じます。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、討論を省略し、議案第３号平成１９年度

上富良野町各会計歳入歳出決算認定の件及び議案第
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４号平成１９年度上富良野町企業会計決算認定の件

を起立により採決いたします。 

 最初に、議案第３号平成１９年度上富良野町各会

計歳入歳出決算認定の件は、意見を付し、原案のと

おり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（長谷川徳行君） 起立多数であります。 

 よって、本件は意見を付し、原案のとおり認定す

ることに決しました。 

 次に、議案第４号平成１９年度上富良野町企業会

計決算認定の件は、意見を付し、原案のとおり認定

することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（長谷川徳行君） 起立多数であります。 

 よって、本件は意見を付し、原案のとおり認定す

ることに決しました。 

 お諮りいたします。 

 本委員会の決算審査報告書の内容については、委

員長及び副委員長に御一任願いたいと存じます。 

 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、本委員会の決算審査報告書の内容につい

ては、委員長及び副委員長に一任されました。 

 以上をもって、本委員会に付託されました案件の

審議は全部終了いたしました。 

 終わりに当たりまして、一言ごあいさつ申し上げ

ます。 

 １９年度の決算特別委員会が、委員各位、理事者

の御協力をいただきまして終了することができまし

た。まことにありがとうございます。 

 進行上の不手際も多々あり、皆様には大変御迷惑

をおかけいたしましたが、これもおわび申し上げま

す。 

 非常に厳しい財源の中、また、税等、住民の大き

な負担の中、議会の権能を十分に生かし、住民の立

場に立った審査、審議であったと思っております。 

 執行部におかれましては、今委員会での意見を十

分に踏まえ、来年度の予算編成に向けて最小限の財

源で最大の効果があるように努力していただきたい

と思います。 

 町長におかれましては、１２回目の決算特別委員

会、どうも御苦労さまでした。 

 皆様の御協力を得まして委員会がスムーズに運営

できましたことに感謝を申し上げまして、委員長退

任のあいさつとさせていただきます。 

 どうもありがとうございました。 

 これをもって、決算特別委員会を閉会いたしま

す。 

 御苦労さまでした。 

午後 ４時３５分 閉会 
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